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第１章 甲賀市景観計画の策定について 

１．景観計画策定の背景 

 

本市は、鈴鹿山脈や信楽山系等の美しい山々を背景に、野洲川や杣川等の河川に緑豊かな田園や

里山が広がり、神社仏閣や鎮守の森を中心とした集落や、街道沿いの歴史的なまちなみ等、自然と

そこに暮らす人々の長い歴史の営みによって、潤いと安らぎのある景観が形づくられています。 

そして、この景観を保全、創造するため、地域主体で地区計画や景観ルールづくりを目指したま

ちづくり活動も盛んに行われてきた地域でもあります。 

これまで本市では、昭和５９年に制定された「ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例」により、

河川景観形成地区として杣川周辺、沿道景観形成地区として国道３０７号周辺の景観形成に取り組

み、さらに、昭和６３年に旧土山町で制定された「土山の風景と環境を守り育てる条例」を引継ぎ、

平成１６年には「甲賀市の風景を守り育てる条例」を制定し、独自に歴史的まちなみや潤いのある

景観まちづくりに努めてまいりました。 

又、全国的にも風景づくりへの取り組みが進む中、平成１６年６月に景観法が制定され、これま

での自治体の自主的な取り組みから、法に基づく景観計画を策定することで、より実行力のある景

観行政を行えるようになりました。 

本市は、市民の景観に対する意識の高まりを受け、平成２４年４月１日に景観法に基づく景観行

政団体となり、同日、甲賀市景観条例を施行しました。 

今後は、本計画に掲げる景観形成の方針や基準に基づき、市民及び事業者と協働して、市民共有

の財産である美しい景観の保全や創造を総合的かつ計画的に進めてまいります。 
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２．甲賀市景観計画の位置づけ 

 

本計画は、景観法８条第１項に基づく計画であり、景観法に規定する必要な事項を定めます。

本計画を定めるにあたって、甲賀市総合計画に即し、又、甲賀市都市計画マスタープラン等との

整合等を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画の主な趣旨は、以下のとおりです。 

① 甲賀市総合計画に即して取り組んできた景観行政に、景観法に基づく法的な根

拠に位置づけをする計画 

② 甲賀市都市計画マスタープランに整合し、甲賀市景観基本計画との調和を図る

計画 

③ 甲賀市景観条例に規定する諸施策と連動し、市民の景観意識の高揚や自主的な

活動の促進を図る計画 

④ 景観形成に向けた取り組みを通じて、継続して見直しや内容の充実を図り、き

め細やかな景観まちづくりへと積み重ねていく計画 

 

甲 賀 市 総 合 計 画 
人 自然 輝きつづける あい甲賀 

甲 賀 市 景 観 計 画 
（景観法第８条に基づく計画） 

甲賀市景観基本計画 
（平成 23 年６月策定） 

□ 景観計画策定のための基礎 □ 

甲賀市都市計画マスタープラン 

甲賀市景観条例 

自主条例部分 ＋ 景観法委任部分 

 

甲賀市 

環境基本計画 

 

甲賀市 

観光振興計画 

 

甲賀市 

文化の 

まちづくり計画 

 

その他関連計画等 

 

 

 

湖国 

風景づくり宣言 

 

滋賀県景観計画 

 

ふるさと 

滋賀の風景を 

守り育てる条例 

 

屋外広告物条例 

整合 

即する 

即する 

景観形成の推進 

一体的な運用 

 

連
携 

 

調
整 
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第２章 景観形成の方針 

１．景観まちづくりの理念 

甲賀市は、鈴鹿山脈や信楽山地等の美しい山々を背景に、野洲川や杣川等の河川に緑豊かな田園

や里山が広がり、神社仏閣や鎮守の森を中心とした集落や、街道沿いの歴史的なまちなみ等、自然

とそこに暮らす人々の長い歴史の営みによって、潤いと安らぎのある景観が形づくられています。

又、都市計画制度等の活用やまちづくり事業により、国道１号等の沿道や住宅地等、市街地の景観

が新たに形成されています。 

私たちは、美しい山河と豊かな田園・里山の自然を守り、長い歴史の中で培われた文化やまちな

みを大切にし、子どもや若者が生き生きと育つ、人の豊かな営みが感じられる活力あるまちを次代

に継承するため、次のとおり景観まちづくりの理念を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪景観まちづくりの理念≫ 

『水 緑 まちなみが織りなす  新たな景観を創造するまち  あい甲賀』 
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２．基本目標 

「水 緑 まちなみが織りなす 新たな景観を創造するまち あい甲賀」を実現するため、景観

まちづくりの基本目標を次の通り設定します。 

①水と緑が織りなす自然環境の保全 

鈴鹿山脈や信楽山地、飯道山等の山なみ、田園や里山、野洲川や杣川、池等の水辺の織りな

す自然景観は、四季を通して生活の中で身近に感じることができる安らぎと潤いの空間です。

これらの自然景観は、甲賀市の景観の骨格を成す基本的な要素のひとつです。又、歴史や伝説

に登場する由緒ある景勝地もあり、心の原風景として、又甲賀市をイメージするうえでも極め

て重要な要素です。 

わたしたちは、これらの水と緑が織りなす豊かな自然環境を大切に保全し、次代につなぎま

す。 

 

田園・里山（畑しだれ桜） 

 

自然景観（大原貯水池） 
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②悠久の歴史・文化の薫る景観の継承 

甲賀市は古来、都と東国を結ぶ交通の要衝として繁栄し、城下町、宿場町という性格の異な

るまちなみが重複する水口、本陣跡や旅籠跡等宿場独特の家並みが残る土山、周囲の景観・自

然環境が良好に残る紫香楽宮、製茶を生業としてきた頓宮や朝宮、信楽焼を生業としてきた信

楽、中世から近世にかけての典型的な山岳寺院の構造を見ることができる飯道山系の景観等、

人々の生活や生業と自然風土とが時の流れの中で調和し、かたち作られてきた文化的な景観が

豊富に存在し、心の原風景となっています。 

わたしたちは、それぞれの地域の成り立ちを理解するとともに、人々の営みに支えられた歴

史的・文化的な遺産を大切にしつつ、それらの特性を踏まえた活用を図りながら、これらの歴

史・文化の景観を次代に継承していきます。 

 

東海道土山宿 

 

信楽の登り窯 
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③地域の特性を生かした美しいまちなみの創造 

景観は、人々の営みとともにある環境の表れです。景観を通して、地域の魅力を再発見する

とともに、その魅力を活かし、地域の価値をより高めることが、質の高い魅力あふれる環境を

形成し、活力創出につながります。 

緑豊かな落ち着いた住宅地や心和ませる農村集落、多くの人でにぎわい活気あふれる商業地

や力強い活力を感じさせる工業地等、それぞれの魅力を高め生かすとともに、バリアフリー化

や防災防犯等に配慮し、住民が自分たちの地域に誇りを感じる美しい都市景観を創造します。 

 

 

農村集落（杉谷新田 「にほんの里 100 選」選定） 

 

商業地 

 

 

④心の豊かさを実感できる住民主体のまちづくり 

成熟期を迎えた甲賀市では、これまでの拡大志向や効率性を追求するまちづくりから、甲賀

市に住んでよかった、来てよかったと思えるような身近な生活空間の質的向上、市民が心の豊

かさを実感できる景観のまちづくりが求められています。 

身近な暮らしの空間におけるまちなみ整備や緑化の推進から、市民主体の景観協定の取り組

み等、地域ぐるみの活動へと広げ、良好な景観形成をきっかけとしたまちづくりを通じて、住

みたい、住み続けたい、訪れたいまちとしての魅力を高める、郷土への誇りと愛着、そして心

の豊かさを実感できる景観まちづくりを推進します。 

 

 

公園清掃活動 

 

自然とのふれあい 
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②悠久の歴史・文化の薫る景観の継承 

歴史・文化の

景観 

３．類型別の景観形成の方針 

 

基本目標を達成し、景観まちづくりの理念を実現するための、景観類型別の景観形成の方針と施

策は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

【ご意見いただきたいポイント】 

○ お気に入りの景観（好きな景色）、誇れる景観（今後も大切にしたい景色）、 

甲賀ならではの景観、景色について 

○ 改善すべき景観、公園、緑地、街路樹等について、整備すべき点等 

○ 日々の暮らしの中や、さまざまな活動の中で、景観や緑づくりについて思うこ

と。問題点等。 

○ その他、景観に関すること。 

①水と緑が織りなす自然環境の保全 

自然的景観 山林地域：鈴鹿山脈、信楽山地、飯道山 他 

田園・里山地域：平野部 

河川・池沼：野洲川、杣川、大戸川、信楽川及び支流、大原貯水池、岩尾池、昭和池 他 

歴史的な道筋：東海道、杣街道、伊賀道、信楽道、御代参街道 他 

紫香楽宮跡：宮町地区・新宮神社地区・鍛冶屋敷地区・北黄瀬地区・内裏野地区 

城館遺跡：水口岡山城跡・杣川及びその支流域他（中世城館群） 

伝統産業の地域：信楽町長野地区（陶都のまちなみ）・土山町頓宮地区・信楽町朝宮地区（茶園等） 

伝統的まちなみ：滝 他 

③地域の特性を生かした美しいまちなみの創造 

市街地・集落

の景観 

道路軸・鉄道

軸の景観 

まちの拠点・

核となる景観 

住宅地：市街地、住宅団地 

集落：農村集落、山村集落 

商業地：国道１号・３０７号沿い 他 

工業地：水口工業団地、近江水口テクノパーク、甲南フロンティアパーク 他 

幹線道路沿い：国道１号・３０７号、主要地方道草津伊賀線 他 

鉄道沿い：ＪＲ草津線、信楽高原鐡道、近江鉄道 

新名神ＩＣ周辺：甲賀土山ＩＣ、甲南ＩＣ、信楽ＩＣ周辺 

駅周辺：ＪＲ、信楽高原鐡道、近江鉄道駅前周辺 

公共施設周辺：市庁舎、文化施設、教育施設、都市公園施設 他 

市民・事業者・行政が一体となった協働による景観まちづくり 
・ 主体別の役割の明確化 

・ 協働による、継続的な景観まちづくりの取り組み 

・ 総合的な景観行政の推進 

 

信仰の場：飯道山、岩尾山、庚申山、油日岳 

④心の豊かさを実感できる住民主体のまちづくり 
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基本目標① 水と緑が織りなす自然環境の保全 

＜景観類型別の景観形成の方針＞ 

□自然的景観 

 

わたしたちは、「山なみ」「田園・里山」「河川・池沼」に視点をおいて、水と緑が織りなす豊かな

自然環境を守り育てるまちづくりを推進します。 

 

《景観まちづくりの視点》 

   ・山、川、田んぼ、里山、集落等、心の原風景となる景観の保全 

   ・山なみ、田園・里山、河川・池沼を視点とした景観まちづくり 

 

1.山林地域 

 

鈴鹿山脈 

 信楽山地 

飯道山 

 油日岳 

 他 

 

《方 針》 

①山なみの景観保全 

②山林の健全な保全・育成 

 

《取り組むべき施策》 

①市街地の背景となる山なみの維持・保全

に努める。 

②林業施策と連携して、林業の担い手づく

りや森林保全活動を行う市民組織・事業

者との協働及び支援により、山林の健全

な保全、育成を推進する。 

③山間部等での公共施設等の整備は、景観

に配慮したものとする。 

④山際や山間のまちなみは、形態、材質、

色彩等に配慮し、周辺景観と調和した落

ち着いたものとする。 

 
鈴鹿山系（油日岳・那須ヶ原山） 

 
信楽山地（東山） 
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2.田園・里山 

 地域  

 

《方 針》 

①まとまりのある田園・里山の保全・活用 

②田園と調和した景観の保全 

 

《取り組むべき施策》 

①田園・里山・集落が織りなす穏やかな風

景を大切にし、まとまった農地及び身近

な里山を一体的に保全する。 

②農業施策と連携して、農業の担い手づく

りや田園・里山の保全活動を行う市民組

織との協働及び支援により、健全な田園

の維持、活用を推進する。 

③屋外広告物や工作物は、田園・里山景観

を阻害しないものとする。 

④田園景観と調和したまちなみを保全し、

建築物の形態、材質、色彩等は落ち着い

たものとする。 

 

 
田園風景 

 

里山風景 

 

3.河川・池沼 

 

 野洲川 

杣川 

大戸川 

信楽川 

及び支流 

池沼 

《方 針》 

①広がりのある河川景観の保全 

②市民が親しみやすい水辺空間の形成 

 

《取り組むべき施策》 

①治水・利水機能のほか、景観や親水性に

配慮した河川整備を推進する。 

②周辺の建築物や工作物・屋外広告物は開

放感のある河川空間に配慮し、連続性や

広がりのある河川景観の保全に努める。 

③自然護岸や河辺林、水辺の生態系等の保

全に努め、地域景観との調和を図る。 

④自然再生型の護岸や散策路等の整備によ

り、市民が親しみやすい水辺空間を形成

する。 

 

 

 
うぐい川 

 

野洲川河川敷 
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基本目標② 悠久の歴史・文化の薫る景観の継承 

＜景観類型別の景観形成の方針＞ 

□歴史・文化景観 

 

わたしたちは、歴史的・文化的な遺産を大切にしつつ、それらの特性を踏まえた活用を図りなが

ら、次代に継承します。 

 

《景観まちづくりの視点》 

   ・歴史街道や城下町、宿場町の伝統的なまちなみに配慮したまちづくり 

   ・史跡や城跡の景観に配慮したまちづくり 

   ・伝統産業がいきづくまちなみの保全と形成 

 

1.歴史的な道 

筋 

 

東海道 

 杣街道 

 伊賀道 

 信楽道 

 御代参街道 

 他 

 

《方 針》 

①歴史的建築物の適正な維持・保全 

②歴史的な道筋の趣を残すまちなみの保全 

 

《取り組むべき施策》 

①歴史の面影を残すまちなみを構成する重

要な建造物の指定・登録、保全方策の検討

を推進する。 

②歴史的な道筋を大切にし、城下町、宿場町

の面影が感じられる趣のある道路空間の

整備や電線類の地中化等に努める。 

③水口町の東海道沿道については、中世の水

口岡山城の城下町、近世水口城の城下町、

さらに東海道の宿場町、という３つの性格

の異なるまちなみが、一部重複しつつ展開

する特徴のある文化的景観の保全・継承に

努める。 

④建築物や工作物、屋外広告物等歴史的まち

なみに配慮したものとする。 

⑤歴史的なまちなみと調和するよう、地域が

主体となった建築物・工作物の意匠・形

態・色彩等のルールづくりが進められるよ

う支援する。 

 

 

 
東海道宿場町 

 
杣街道六角堂前 
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2.紫香楽宮跡 

 

宮町地区 

新宮神社地区 

鍛冶屋敷地区 

北黄瀬地区 

内裏野地区 

《方 針》 

①史跡の適正な維持・保全 

②背景となる山なみを含めた史跡空間の保

全 

 

《取り組むべき施策》 

①史跡周辺の森林や田園も含め地域全体に

及ぶ史跡景観の保全に努める。 

②地域での意識の高まりに応じた史跡環境

の一体的な保全と散策路等の整備を推進

する。 

③建築物や工作物、屋外広告物は、デザイン、

材料等史跡景観に馴染むものとする。 

④史跡景観と調和するよう、地域が主体とな

った建築物・工作物の意匠・形態・色彩等

のルールづくりが進められるよう支援す

る。 

 

 

 
紫香楽宮跡 

 
紫香楽宮跡周辺 

 

 

3.城館遺跡 

 

水口岡山城跡 

杣川及びその

支流域 

他 

（中世城館群） 

《方 針》 

①城館遺跡の適正な維持・保全 

②周辺の田園・集落を含めた遺跡景観の保全 

 

《取り組むべき施策》 

①中世の地形をそのままに伝える遺跡景観

の保全に努める。 

②遺跡に隣接するまちなみの形態、材質、色

彩等は、落ち着いたものとする。 

③遺跡周辺の屋外広告物、工作物は、遺跡景

観に馴染むものとする。 

④遺跡景観と調和するよう、地域が主体とな

った隣接するまちなみや田園の維持等の

ルールづくりが進められるよう支援する。 

 

 

 
水口岡山城跡 

 

新治、杉谷周辺 
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4.信仰の場 

 

飯道山 

岩尾山 

庚申山 

油日岳 

《方 針》 

①史跡の適正な維持・保全 

②史跡のある山中を含めた史跡空間の保全 

 

《取り組むべき施策》 

①史跡のある山中を含め地域全体に及ぶ史

跡景観の保全に努める。 

②地域での意識の高まりに応じた史跡環境

の一体的な保全と散策路等の整備を推進

する。 

③建築物や工作物、屋外広告物は、デザイン、

材料等史跡景観に馴染むものとする。 

④史跡景観と調和するよう、地域が主体とな

った建築物・工作物の意匠・形態・色彩等

のルールづくりが進められるよう支援す

る。 

 

 

 

飯道山のやまなみ 

 

飯道神社本殿 

 

5.伝統産業の

地域 

 

信楽町長野 

信楽町朝宮 

土山町頓宮 

 

《方 針》 

①伝統産業のまちなみの適正な維持・保全 

 

《取り組むべき施策》 

①「陶芸のまち」信楽の職住一体となった窯

元や工房の伝統産業のまちなみ等の文化

的景観を保全する。 

②茶畑は、土山町頓宮地区及び信楽町朝宮地

区の文化的景観の骨格景観※であるため、

維持・継承に努める。 

③窯元散策路等、信楽焼の営みが感じられる

趣のある道路空間の整備に努める。 

④建築物や工作物、屋外広告物は、デザイン、

材料等伝統産業のまちなみに馴染むもの

とする。 

⑤伝統産業のまちなみを大切にするため、地

域が主体となった建築物・工作物の意匠・

形態・色彩等のルールづくりが進められる

よう支援する。 

 

※骨格景観：景観をかたちづくる中心。 

 

 
陶都のまちなみ 

 
茶畑（土山町頓宮地区） 
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6.伝統的な 

まちなみの 

地域 

 

甲賀町滝 

他 

 

《方 針》 

①伝統的なまちなみの適正な維持・保全 

 

《取り組むべき施策》 

①行商屋敷群や武家屋敷等、往時の面影を残

すまちなみの景観重要建造物への指定、保

全方策の検討を推進する。 

③建築物や工作物、屋外広告物は、デザイン、

材料等伝統的なまちなみに馴染むものと

する。 

④伝統的なまちなみを大切にするため、地域

が主体となった建築物・工作物の意匠・形

態・色彩等のルールづくりが進められるよ

う支援する。 

 

 
行商屋敷群 

 
武家屋敷 
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基本目標③ 地域の特性を生かした美しいまちなみの創造 

＜景観類型別の景観形成の方針＞ 

□市街地・集落景観 

 

  地域の魅力を再発見するとともに、その魅力を活かし、住民が自分たちの地域に愛着と誇りを感

じる市街地及び集落の景観を創造します。 

 

《景観まちづくりの視点》 

   ・緑豊かな賑わいのある住みよいまちづくり 

   ・地域の統一感のある落ち着いたまちなみの形成 

 

1.住宅地 

 

 市街地 

住宅団地 

 

《方 針》 

①緑豊かな潤いのある住環境のまちづくり 

②地域の統一感のあるまちなみ形成 

 

《取り組むべき施策》 

①自然環境に配慮し、地域の特性を生かした

建築物の形態、色彩、材料に配慮する。 

②塀や垣の高さ・材料・植え込みの樹種を揃

える等、まちなみの統一に努める。 

④地域ごとの美しいまちなみを形成するた

め、地域が主体となった景観ルールづくり

が進められるよう支援する。 

⑤新たな開発地域における建築協定や道路

空間の美装化等、景観への配慮・誘導を行

う。 

 

 

建築協定による住宅地 

 

市街地 
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2.集落 

 

 農村集落 

山村集落 

 

《方 針》 

①緑豊かな広がりのある集落の形成 

②人々の営みに支えられた歴史・文化景観の

継承 

 

《取り組むべき施策》 

①集落周辺の田園を保全するとともに、緑豊

かな広がりのある集落のまちなみを大切

にする。 

②神社仏閣や祭り等、人々の営みに支えられ

た歴史・文化の景観を継承する。 

③建築物、工作物、屋外広告物等は、地域の

環境に馴染むものとする。 

④地域の環境や景観を著しく損なう資材置

き場等の土地利用は控える。 

⑤地域ごとの特徴あるまちなみを維持する

ため、地域が主体となった景観ルールづく

りが進められるよう支援する。 

⑥山際や山間の集落のまちなみは、背景とな

る山林景観と調和したものとする。 

 

 

 

集落風景 

 

油日神社奴振 
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3.商業地 

 

《方 針》 

①賑わいのあるまちなみの形成 

②質の高い商業空間と多様な交流の場の創

出 

 

《取り組むべき施策》 

①地域の環境、周辺景観との調和に配慮し、

秩序あるまちなみ景観を形成する。 

②駐車場や樹林帯等の設置により、道路沿い

の広がりのあるオープンスペースの創出

を誘導する。 

③屋外広告物は周辺に圧迫感やけばけばし

い印象を与えるものは避け、まちなみの美

しさを創出する質の高いものとする。 

④周囲の景観に影響を与える大規模店舗は、

高さや色彩に配慮し、イメージアップにつ

ながる明るいデザインとする。 

⑤多くの人が集まる施設として、美しく賑わ

いのある質の高い商業空間の創出を推進

する。 

 

 

 

商業地 

 

商業地 

 

 

4.工業地 

 

 水口工業団地 

近江水口 

テクノパーク 

第２近江水口 

テクノパーク 

甲南フロン 

ティアパーク  

甲賀工業団地  

 他 

《方 針》 

①環境に配慮した緑豊かな工業地の形成 

 

《取り組むべき施策》 

①周辺環境に配慮した工場の誘致や、工場敷

地周囲及び法面の緑化により、緑豊かな景

観まちづくりを推進する。 

②建築物・工作物のデザインや形態は、景観

に配慮するよう誘導する。 

③周囲の景観に影響を与える大規模な工場

は、高さや色彩に配慮し、周辺に与える圧

迫感等の軽減に努める。 

④山なみや田園等の周辺景観との調和に配

慮した工業地の形成を推進する。 

 

 

 

 

近江水口テクノパーク 

 

第２近江水口テクノパーク 
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基本目標③ 地域の特性を生かした美しいまちなみの創造 

＜景観類型別の景観形成の方針＞ 

□道路軸・鉄道軸の景観 

 

地域の特性を生かした沿道景観や車窓景観を大切にした景観まちづくりを推進します。 

 

《景観まちづくりの視点》 

   ・地域の特性を生かした沿道景観の形成 

   ・道路景観・車窓景観に配慮した建築物・屋外広告物の誘導 

 

1.幹線道路 

沿い 

 

国道１号沿い 

国道３０７号 

 沿い 

 主要地方道 

草津伊賀線 

沿い 

他 

 

《方 針》 

①地域景観と調和した沿道景観の形成 

②秩序ある沿道景観の形成と広がりのある

道路空間の創出 

 

《取り組むべき施策》 

①地域の環境、道路沿いの山林景観・田園

景観・市街地景観等との調和に配慮し、

秩序ある沿道景観を形成する。 

②駐車場や樹林帯等の設置により道路から

できるだけ後退する等、道路沿いのオープ

ンスペースの創出を促し、広がりのある道

路空間の創出を誘導する。 

③屋外広告物は、道路空間と調和の取れたデ

ザインとし、規制・誘導を図る。 

④道路沿いで行われる開発は、沿道景観に配

慮した修景や敷地周辺の緑化等の誘導を

図る。 

⑤沿道の景観を著しく損なう資材置き場等

の土地利用は、景観形成への取り組みを指

導する。 

⑥道路は市民が最もよく利用する公共施設

であることから、今後の維持・整備には従

来の道路機能やバリアフリーに加え、防災

性と景観に配慮する。 

 

 

 

国道１号沿い 

 

国道３０７号沿い 
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2.鉄道沿い 

 

ＪＲ草津線 

信楽高原鐡道 

近江鉄道 

 沿い 

《方 針》 

①車窓から見える自然景観の確保 

 

《取り組むべき施策》 

①屋外広告物や屋上看板等の設置は、魅力

ある車窓景観を妨げないよう誘導を図

る。 

②沿線の建築物等は、背景となる山なみや田

園への眺望に配慮したものとする。 

③鉄道施設は、景観に配慮したものとする。 

 

 

 

 

車窓景観（近江鉄道） 

 
沿線景観（ＪＲ草津線） 
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③地域の特性を生かした美しいまちなみの創造 

＜類型別の景観形成の方針＞ 

□まちの拠点・核となる景観 

 

まちの玄関口や顔となる市民・人々の交流の拠点施設及びその周辺の整備において、発信性のあ

る個性的で魅力ある景観まちづくりを推進します。 

 

《景観まちづくりの視点》 

   ・まちの玄関口、まちの顔となる発信性のあるまちづくり 

   ・交流と賑わいのある都市空間の創造 

 

1.新名神ＩＣ

周辺 

 

甲賀・土山ＩＣ 

甲南ＩＣ 

信楽ＩＣ 

 

《方 針》 

①新名神ＩＣ周辺の秩序ある景観の形成 

 

《取り組むべき施策》 

①周辺の美しい自然景観や田園景観に配慮

するとともに、市の玄関口として秩序あ

る景観形成を図る。 

②建築物・工作物・屋外広告物等は、その配

置や形態、意匠、色彩等について、周辺景

観との調和を図る。 

③屋外広告物の乱立を避けるため、情報が

集約されたわかりやすい観光案内板を設

置する等の誘導を図る。 

④周辺で行われる開発は、景観に配慮した修

景や敷地周辺の緑化等の誘導を図る。 

 

 

甲南ＩＣ周辺 

 

信楽ＩＣ周辺 
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2.駅周辺 

 

ＪＲ貴生川駅 

甲南駅 

 寺庄駅 

 甲賀駅 

 油日駅 

信楽高原鐡道 

信楽駅 

 周辺 

 他 

 

《方 針》 

①地域の玄関口にふさわしい都市空間の形

成 

 

《取り組むべき施策》 

①駅前広場や道路は、人が集う場として利

用されることから、緑化等による潤いの

ある空間を形成する。 

②建築物や屋外広告物等は、地域資源と連

携して、まちの雰囲気を演出する意匠、

色彩とする。 

③屋外広告物は建築物と一体感のあるもの

とし、まちなみの美しさや楽しさを創り出

す質の高いデザインとする。 

④駅周辺での放置自転車やはみだし看板等

に対して、指導や啓発活動等により秩序あ

る公共空間の利用を誘導する。 

⑤地域の玄関口及び地域の活性化の役割か

ら、都市機能の向上とともに質の高い環境

の維持・整備を図る。 

 

 

 
ＪＲ貴生川駅 

 

駅前周辺 
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3.公共施設 

周辺 

 

市庁舎・地域市

民センター周辺 

 教育・文化施設 

周辺 

都市公園施設 

周辺  

 他 

《方 針》 

①地域の景観や文化性に配慮した公共空間

の創出 

②景観形成の先導的役割となる公共施設の

良質化 

 

《取り組むべき施策》 

①公共施設周辺は緑化を推進するととも

に、周辺との統一感に配慮し、つながり

のある景観形成を図る。 

②公共建築物は、地域の文化性に配慮し、明

るいデザインや高さ、色彩等、周辺景観と

の調和に配慮する。 

③屋外広告物は、周囲の景観と調和した統

一感のあるものとする。 

④道路に面する公共建築物の敷地前面にお

いては、できる限り壁面を後退させ、公共

空間の創造に配慮する。 

⑤道路や河川等の公共施設は、地域景観に配

慮した整備を推進する。 

⑥景観に配慮した公共施設の良質化を図る

ため、公共建築物・土木施設の景観形成

ガイドラインの作成を検討する。 

⑦公園は、高木やシンボルとなる樹木等の

配置に努めるとともに、利用者の安全性

に配慮し、犯罪発生の危険性が生じない

よう適切な計画とします。遊具等の公園

施設は、素材や形態、色彩等に工夫し、

周辺景観との調和に努める。 

⑧公共施設は、災害発生時の避難所となる

ので、明確な誘導看板の設置に努める。 

 

 

市役所水口庁舎周辺 

 

 

市民ホール周辺 

 

 

都市公園（ふれあい広場）周辺 

 

 

教育施設周辺 
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基本目標④ 心の豊かさを実感できる住民主体のまちづくり  

＜景観類型別の景観形成の方針＞ 

□市民・事業者・行政が一体となった協働による景観まちづくり 

  景観まちづくりは、市民・事業者・行政が一体となった取り組みが重要です。それぞれの主

体が景観形成の目標の理解・共有に努めるとともに、その取り組みの連携に配慮してください。 

 

《景観まちづくりの視点》 

・ 主体別の役割の明確化 

・ 協働による、継続的な景観まちづくりの取り組み 

・ 総合的な景観行政の推進 

 

詳細 第９章 Ｐ107 参照 
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第３章 景観計画の区域（法第 8条第 2項第 1号関係） 

 

＜景観計画において定める事項（景観法 第八条 第２項より）＞ 

一  景観計画の区域（以下「景観計画区域」という。）  

二  良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項  

三  第十九条第一項の景観重要建造物又は第二十八条第一項の景観重要樹木の指定の方針（当該景観計画区域内にこれらの

指定の対象となる建造物又は樹木がある場合に限る。）  
 

１．甲賀市景観計画区域 

（１）景観計画区域 

甲賀市では、市全域で景観法を活用した良好な景観形成に向けた施策を展開していくため、市

全域を「景観計画区域」に指定し、景観計画の対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観計画区域＝甲賀市全域 
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２．景観形成地区 

景観計画区域内で特に現在の良好な景観を保全すべき地区、あるいは今後地域の特徴を生かした景

観形成を重点的に図るべき地区を「景観形成地区」として指定し、各地区の景観特性に応じた景観形

成の方針や行為の制限に関する事項を定めます。 

 

１）景観形成地区の指定方針 

景観形成地区は、以下の方針に基づき指定します。 

 

【景観形成地区の指定方針】 

ａ．自然的資源に恵まれた良好な景観が形成されている地区 

ｂ．歴史的・文化的な趣のある景観が形成されている地区 

ｃ．地域の核となり、市のイメージを向上するシンボル性の高い地区 

ｄ．新たな景観が創出されていく地区 

ｅ．市民に愛され親しまれている地区 

ｆ．良好な文化的景観を有する地区 

ｇ．市民等が積極的に景観まちづくりに取り組む地区 

ｈ．その他、良好な景観を形成する必要がある地区 

 

２）景観形成地区 

景観形成地区の指定方針及び、これまでの甲賀市内における景観行政の取り組みを踏まえ、以下の

地区を景観形成地区として位置づけ、個々の地域の特性を生かした景観まちづくりを進めるものとし

ます。 

又、その他の地域についても、指定方針に基づく地区について景観形成地区の追加指定を目指して

個々の地区の景観まちづくりの取り組みを適切に支援するとともに、地区住民等との協議しながら、

随時指定していきます。 

 

ｅ．土山地域やまなみ景観形成地区  

ｆ．土山地域東海道まちなみ景観形成地区 

ｃ．東 海 道 土 山 宿 景 観 形 成 地 区  

ｄ．土山地域国道 1号等沿道景観形成地区 

ａ．国 道 3 0 7 号 沿 道 景 観 形 成 地 区 

ｂ．杣 川 河 川 景 観 形 成 地 区  

ふるさと滋賀の風景を守り

育てる条例（以下、県条例と

いう。）により位置づけられ

ていた地区 

甲賀市の風景を守り育てる

条例（旧条例）により位置

づけられていた地区 
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第４章 甲賀市景観計画区域 

１．届出の必要な行為と基準項目（法第 8条第 2項第 2号関係） 
 

＜景観計画において定める事項（景観法 第八条 第２項より）＞ 

一  景観計画の区域（以下「景観計画区域」という。）  

二  良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項  

三  第十九条第一項の景観重要建造物又は第二十八条第一項の景観重要樹木の指定の方針（当該景観計画区域内にこれらの

指定の対象となる建造物又は樹木がある場合に限る。）  
 

１）届出の必要な行為（景観形成地区を除く）  

 大規模建築物等の新築、増築、改築又は移転 

 大規模建築物等の外観を変更することとなる修繕 

若しくは模様替又は色彩の変更 
 

※大規模建築物：建築物で高さ 10 メートル以上若しくは３階建て以上若しくは延床面積 1,000 平方メート

ル以上のもの又は工作物で高さ 10 メートル以上のもののうち規則で定めるものをいう。 
 

対象 対象とする規模 

大
規
模
建
築
物
等 

建築物 
新築、増築、 

改築又は移転 

行為後の高さが 10 メートル以上のもの 

若しくは 3 階建以上のもの 

床面積が 1,000 平方メートル以上のもの 

外観を変更する

こととなる修繕

等 

行為部分の面積が10平方メートルを超えるもの 

工作物 

（規則で定めるもの

で、下記以外のもの） 
新築、増築、 

改築又は移転 

 

外観を変更する

こととなる修繕

等 

行為後の高さが 10 メートル以上のもの 

 電気供給のため

の電線路、有線電

気通信のための

線路又は空中線

系（その支持物を

含む。） 

行為後の高さが 13 メートル以上のもの 

 
 

 

 

【規則で定める工作物】 

（１） 垣（生垣を除く。）、柵、塀、門、擁壁その他これらに類するもの 

（２） 煙突又はごみ焼却施設 

（３） アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱その他これらに類するもの（屋外広告物法（昭和２４年法律

第１８９号）第２条第１項に規定する屋外広告物（以下「屋外広告物」という。）に該当するものを除く。） 

（４） 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの（屋外広告物に該当するものを除く。） 

（５） 彫像その他これに類するもの（屋外広告物に該当するものを除く。） 

（６） 高架水槽その他給水に関する施設 

（７） メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設 

（８） アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラント※その他これらに類する製造施設 

（９） 石油、ガス、LPG、穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これらに類する施設 

（10） 汚水又は廃水を処理する施設 
（11） 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系（その支持物を含む。） 
（12） その他市長が指定するもの 
 

※ プラント：生産設備。大型機械等。 
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ただし、以下の行為については、届出対象から除外します。 

 

届出除外とする行為 

① 通常の管理行為、軽易な行為等 

・届出の対象となる規模未満のもの 

・地盤面下における行為 

・工事に必要な仮設の工作物 

② 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 

③ 法令又は他の条例に基づいて定められた区域内で行われる行為 

④ 国・地方公共団体その他規則で定める公共団体が行う行為 
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２）良好な景観づくりに向けた行為の制限 

＜基本的考え方＞ 

１ 建築物等の敷地内における位置については、敷地境界線からできるだけ後退することとし

（東海道等歴史的道筋は壁面線の統一を行い）、又、外観については、柔和な印象となる

よう建築物等の形態、意匠、色彩、素材等に十分配慮し、周辺景観に与える威圧感及び圧

迫感を軽減するよう努め、全体としてまとまりのあるものとすること。 

２ 敷地内の空地は、建築物等が周辺景観と一体となってなじむよう、自然植生を考慮した樹

木による修景を行い、緑豊かな景観を形成すること。 

３ 敷地内に生育する樹木等はできるだけ保全し、修景に生かすよう努めること。 

 

＜指導基準＞ 

（ｉ）大規模建築物等のうち建築物の新築、増築、改築又は移転 

対象 景観形成基準 

敷地内に 

おける位置 

(1)原則として、周辺に与える威圧感を軽減し、かつ、修景緑化を図るための空

地を確保するため、敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

(2)原則として、道路に威圧感及び圧迫感を与えないよう、特に道路から後退す

ること。 

(3)敷地内の建築物及び工作物の規模を勘案して、釣合いよく配置すること。 

形態 (1)周辺景観との調和に配慮し、全体的にまとまりのある形態とすること。 

(2)周辺の建築物の多く※1 が入母屋や切妻等の形態の屋根をもった地区にあって

はこれらの屋根の形態との調和を図るため、周辺に山りょう又は樹林地がある

地区にあっては山りょう※2 又は樹木の形態と調和を図るため、原則として、

こう配のある屋根を設けること。 

(3)屋上に設ける設備は、できるだけ目立たない位置に設けるとともに、建築物

本体及び周辺景観との調和に配慮したものとすること。これにより難い場合

は、目隠し措置を講じる等修景措置を講じること。 

(4)屋上工作物は、建築物本体の形態と調和を図るとともに、スカイライン※3 に

与える影響を軽減させるよう、できるだけすっきりとした形態とすること。 

 

※１ 周辺の建築物の多く：建築物の敷地境界線から 30メートル以内にある主要な建築物の 7 割以上。 

※２ 山りょう：山頂から山頂へ続く峰すじ。山の尾根(おね)。 

※３ スカイライン：空を背景として、建築物や山岳の稜線などが描く輪郭線 

意匠 (1)屋根、壁面、開口部等の意匠に配慮し、威圧感及び圧迫感を軽減するよう努

めること。 

(2)外見できる壁面等の意匠の釣合いに配慮し、建築物全体としてまとまりのあ

る意匠とすること。 
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対象 景観形成基準 

色彩 (1)けばけばしい色彩とせず、周辺景観との調和を図ること。 

(2)外観及び屋根の基調色は、次のとおりとすること。 

色 相 
明 度 彩 度 

下限値 上限値 

0.1R～10G ３以上 ６以下 

0.1BG～10RP ３以上 ３以下 

無彩色 ３以上 ― 

※屋根の基調色は、彩度のみの適用とする。 

※しっくい※１、べんがら※２等の自然素材を使用する場合や、周辺景観と調和す

ると認められる場合にはその限りではありません。 

(3)建築物に落ち着きをもたせるため、色彩の性質を十分考慮すること。 

(4)周辺景観の色相と対比する色相を使用する場合にあっては、周辺の色調及び

規模に十分留意し、対比調和の効果が発揮できるよう十分考慮すること。 

(5)屋上工作物の色彩は、建築物本体及び周辺景観との調和が図れるものとする

こと。 
 

※１ しっくい：消石灰に糊（のり）、すさ、粘土、砂等を混ぜた塗り壁材料。しっくい塗りは日本独特の

工法で、古くから寺院建築・城郭を始め、土蔵、住宅等に使用されている。 

※２ べんがら：土から採れる酸化鉄による赤色塗料。紅殻、弁柄とも呼ばれる。防虫、防腐の機能性か

ら家屋のベンガラ塗りとしても使用される。弁柄色は JIS慣用色名でもあり、マンセル値8R 3.5/7

と規定されている。 

素 材 (1)周辺景観になじみ、かつ、長期間にわたって良好な景観が維持できるよう、

耐久性及び耐候性に優れた素材を使用すること。 

(2)のどかな自然地又は集落地にあっては、不調和かつ浮出した印象にならない

よう、冷たさを感じさせる素材又は反射光のある素材を壁面等の大部分にわた

って使用することは避けること。 

敷地の 

緑化措置 

(1)原則として、建築物が周辺景観と融和し、良好な景観の形成及び周辺環境と

の調和が図れるよう、樹種の構成及び樹木の配置を考慮した植栽を行うこと。 

(2)原則として、建築物が周辺に与える威圧感、圧迫感及び突出感を和らげるよ

う、その高さを勘案した樹種及び樹木を選び、その植栽位置を考慮すること。 

(3)緑豊かな景観とするため、原則として、敷地の 20 パーセント以上の敷地を

緑化すること。 

ただし、都市計画法第８条に規定する用途地域内にあっては、この限りでない。 

(4)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得ら

れる樹種とすること。 

樹木等の 

保全措置 

(1)敷地内に生育する樹林については、できるだけ残すこと。やむを得ず樹林を

伐採する必要が生じたときは、必要最小限にとどめること。 

(2)樹姿又は樹勢が優れた良好な樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に

生かせるよう配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判

断し、できるだけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢

の回復に努めること。 
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（ⅱ）大規模建築物等のうち次に掲げる工作物の新設、増築、改築又は移転 

対象 景観形成基準 

１ 垣、柵、

塀（建築物に

附属するもの

を含む。）その

他これらに類

するもの 

(1)周辺景観及び敷地内の状況に配慮し、調和の得られる形態及び意匠とするこ

と。 

(2)できるだけ落ち着いた色彩で、周辺景観及び敷地内の状況との調和が得られ

るものとすること。 

２ 門（建築

物に附属する

ものを含む。） 

(1)周辺景観及び敷地内の状況に配慮し、調和の得られる形態及び意匠とすると

ともに、落ち着いた色彩とすること。 

３ 擁壁 (1)道路に面して設ける場合は、できるだけ低いものとすること。 

(2)できるだけ石材等の自然素材を用い、これにより難い場合はこれを模したも

のとすること。これらの素材を用いることができない場合は、修景緑化等の

措置を講じること。 

４ 煙突又は

ごみ焼却施

設、アンテナ、

鉄筋コンクリ

ート造りの

柱、鉄柱その

他これらに類

するもの 

記念塔、電

波塔、物見塔

その他これら

に類するもの 

高架水槽そ

の他給水に関

する施設 

＜敷地内における位置＞ 

(1)周辺に与える威圧感及び突出感を軽減し、かつ、修景緑化を図るための空地

を確保するため、敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

＜形態・意匠＞ 

(2)工作物にありがちな異様な印象を和らげるため、できるだけすっきりとした

形態及び意匠とすること。 

＜色彩＞ 

(3)色彩は、けばけばしいものとせず、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観と

の調和を図ること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(4)工作物が周囲に与える威圧感及び突出感を和らげるよう、その高さを勘案し

た樹種及び樹木を選び、その植栽位置を考慮すること。 

(5)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得ら

れる樹種とすること。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(6)樹姿又は樹勢が優れた良好な樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に

生かせるよう配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を

判断し、できるだけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、

樹勢の回復に努めること。 

(7)敷地内に生育する樹木等については、できるだけ残すこと。 

５ 彫像その

他これに類す

るもの 

＜形態・意匠・色彩＞ 

(1)原則として、周辺景観になじむ形態及び意匠とするとともに、けばけばしい

色彩としないこと。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(2)周辺景観との調和を図るため、修景緑化を施すこと。 

(3)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得ら

れる樹種とすること。 
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対象 景観形成基準 

６ 汚水又は

廃水を処理す

る施設 

＜敷地内における位置＞ 

(1)周辺に与える威圧感及び突出感を軽減し、かつ、修景緑化を図るための空地

を確保するため、敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

＜形態・意匠＞ 

(2)壁面、構造等の意匠ができるだけ周辺景観になじむよう配慮し、外部に設け

る配管類は、できるだけ目立ちにくくすること。 

＜色彩＞ 

(3)色彩は、けばけばしいものとせず、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観と

の調和を図ること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(4)工作物が周囲に与える威圧感及び突出感を和らげるよう、その高さを勘案し

た樹種及び樹木を選び、その植栽位置を考慮すること。 

(5)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得ら

れる樹種とすること。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(6)樹姿又は樹勢が優れた良好な樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に

生かせるよう配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を

判断し、できるだけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、

樹勢の回復に努めること。 

(7)敷地内に生育する樹木等については、できるだけ残すこと。 

７ メリーゴ

ーランド、観

覧車、飛行塔、

コースター、

ウォーターシ

ュートその他

これらに類す

る遊戯施設 

＜敷地内における位置＞ 

(1)周囲に与える威圧感及び異様さを軽減し、かつ、修景緑化を図るための空地

を確保するため、敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(2)敷地外周部には、施設の規模に応じた樹木で、周辺景観との緩衝帯となる植

栽を行うこと。 

(3)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得ら

れる樹種とすること。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(4)樹姿又は樹勢が優れた良好な樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に

生かせるよう配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判

断し、できるだけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢

の回復に努めること。 

(5)敷地内に生育する樹木等については、できるだけ残すこと。 
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対象 景観形成基準 

８ アスファ

ルトプラン

ト、コンクリ

ートプラン

ト、クラッシ

ャープラント

その他これら

に類する製造

施設及び石

油、ガス、

LPG、穀物、

飼料等を貯蔵

する施設その

他これらに類

するもの 

＜敷地内における位置＞ 

(1)周辺に与える威圧感及び突出感を軽減し、かつ、修景緑化を図るための空地

を確保するため、敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

＜意匠＞ 

(2)壁面、構造等の意匠ができるだけ周辺景観になじむよう配慮し、外部に設け

る配管類は、できるだけ目立ちにくくすること。 

＜色彩＞ 

(3)色彩は、けばけばしいものとせず、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観と

の調和を図ること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(4)工作物が周囲に与える威圧感及び突出感を和らげるよう、その高さを勘案し

た樹種及び樹木を選び、その植栽位置を考慮すること。 

(5)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得ら

れる樹種とすること。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(6)樹姿又は樹勢が優れた良好な樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に

生かせるよう配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判

断し、できるだけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢

の回復に努めること。 

(7)敷地内に生育する樹木等については、できるだけ残すこと。 

９ 電気供給

のための電線

路、有線電気

通信のための

線路又は空中

線系（その支

持物を含む。） 

(1)山りょう※の近傍にあっては、りょう線の美しいシルエットを乱さないよう、

尾根からできるだけ低い位置とすること。 

(2)送電線鉄塔が林立することにより雑然とした景観とならないよう配慮すると

ともに、できるだけ落ち着いた色とすること。 

 

※ 山りょう：山頂から山頂へ続く峰すじ。山の尾根(おね)。 

 

 

（ⅲ）大規模建築物等の外観を変更することとなる修繕、模様替え又は色彩の

変更 
 

大規模建築物等の外観を変更することとなる修繕、模様替えについては（ｉ）又は（ⅱ）の

それぞれ該当する大規模建築物等に係る形態、意匠及び色彩に関する基準、大規模建築物等の

色彩の変更については（ｉ）又は（ⅱ）のそれぞれ該当する大規模建築物等に係る色彩に関す

る基準による。 
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第５章 景観計画形成地区 

ａ．国道３０７号沿道景観形成地区 

国道 307 号沿道 
滋賀県甲賀市信楽町下朝宮・国道４２２号との交

差点から、日野町との境界までの両側の区域 

１．良好な景観形成に関する考え方 

（１）沿道景観の類型 

沿道の景観は、それぞれの地形、地域の土地利用、住む人々の生活様式等により、自然豊かな

山地部、広々とした田園地帯、沿道サービス施設等の連たんする市街地等さまざまな様相を呈し

ており、沿道景観を良好なものとするには、それぞれの地域の特性に沿った景観形成を図ってい

く必要があります。 

このため、沿道の地形や土地利用等の実態をもとに、沿道景観を類型化します。 

沿道に山が迫り、穏やかな起伏をなす山麓地域の山地景観、平野部に広がる農地や、緑豊かな

風景の中に集落が点在する田園集落景観及び沿道に住宅や商業・工業系の施設が点在したり、今

後もこれらの立地が予想される市街地景観の 3 つの類型に区分します。更に地場産品の活用が図

られ、特色ある建築物が建ち並びつつある信楽市街地景観に区分します。 

この景観類型を沿道の各地域に適用するに当たっては、現状の景観とともに将来の開発計画等

による景観の変化等も考慮して、地域の景観の類型を定めることとします。 

 

 

 

 

 

 

ａ．国道 307号沿道景観形成地区 

①山地景観 

②田園集落景観 

③市街地景観 

④信楽市街地景観 
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（２）基本方針 

沿道景観の視点場は道路上となります。このうち特に眺望を楽しめる区間、主要な交差点、橋

りょう※１上、公共の施設や史跡等に接する部分等は、特に重要な視点場※2となります。 

この視点場から沿道景観形成のあり方を考えるものとし、その基本方針は次のとおりです。 

 

※ 橋りょう：橋 

※ 視点場：見る場所。 

 

方針１：親しみとうるおいのある沿道景観の形成 

古い歴史の中で人々に親しまれてきたこの道路沿いには、樹林や河川の自然景観が豊富であ

り、茶園や水田の中に瓦屋根の集落が点在し、ところどころには由緒ある史跡や社寺の境内林

が見られる。更には、信楽焼きによるモニュメント等の新しい要素が加わりつつあり、趣を添

えている。 

今後も親しみとうるおいのある沿道景観を守り育てていくために既存の樹林、水面、農耕地

等の自然的景観の保全や新たな緑地の造成を行うものとし、建築物や工作物についても周辺景

観に調和するよう配慮するものとする。又、神社・仏閣や由緒ある史跡、社寺の境内林等落ち

着いた歴史的景観を呈しているところにあっては、これらの景観を特徴づけている建築物や樹

木等の保全を図るとともに、これら歴史的文化遺産の観光資源としての活用等にも配慮した沿

道景観形成を図るものとする。 

 

方針２：地域の活性化に配慮した沿道景観の形成 

本路線の沿道は、伝統的あるいは近代的な産業の影響で、地形、地理的な立地条件等が生か

された土地利用計画に沿って市街化が進みつつあるので、用途地域等の将来計画を踏まえ、そ

れぞれの地域特性を生かしつつ沿道の活性化に配慮した景観形成を図るものとする。 
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（３）景観形成の方向 

①山地景観 良好な樹林や山林によって形成された緑豊かな沿道景観の形成を図

る。 

このため、道路は、法面、道路施設、植栽等についてできるだけ周辺

の自然景観との調和に配慮する。 

又、山林の保全と併せて、建築物や工作物については、敷地境界線か

らその位置をできるだけ後退させるとともに、又、形態、意匠、色彩等

についても自然景観に調和するよう配慮するものとする。 

さらに、敷地内の緑化を図り、自然と一体となった景観に配慮するも

のとする。 

②田園集落景観 広がりのある田園のなかに瓦屋根の落ち着いた集落の家並みが点在

し、背後の緑豊かな山並みと一体となった郷土景観の保全を図る。 

このため、道路は、法面、道路施設、植栽等についてできるだけ周辺

の自然景観との調和に配慮する。 

農地や社寺の樹林は保全を図るとともに、建築物や工作物は周辺の田

園景観や落ち着きのある集落景観と調和するよう形態、意匠、色彩等に

ついて配慮するものとし、さらに、敷地内の緑化を図る。 

又、集落内を流れる小川等の護岸には、できるだけ自然素材を用いる

等地域になじむ景観の形成に努めるものとする。 

③市街地景観 地域条件等を生かした、調和と統一感のあるまちなみを形成し、市街

地内でも緑豊かな沿道景観の形成を図る。 

このため、道路は緑化に努めるとともに、道路施設等に景観的な配慮

を行い、親しみとうるおいのある魅力あふれた空間の形成を図る。 

建築物や工作物は、災害時の緊急輸送道路ともなるため、道路からで

きるだけ後退を図り、道路景観にゆとりをもたせるとともにその形態、

意匠、色彩等に配慮するものとし、又、人工的な印象を和らげるため、

敷地周辺の緑化に努めるものとする。 

④信楽市街地景観 地域住民や観光客が楽しく歩ける歩行者空間と個性あるまちなみによ

り、陶芸のまちとしての地域特性を生かした活気のある沿道景観の形成

を図る。 

このため、道路は緑化に努めるとともに歩道の舗装や道路設備等に地

域の特性を生かした景観的な配慮を行い、親しみとうるおいのある空間

の形成を図る。 

建築物や工作物は、まとまりをもたせるよう、その形態及び意匠に配

慮する。 

又、地場産品の活用と敷地内の緑化等により、個性と風格のある緑豊

かな沿道景観の形成に努めるものとする。 
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２．届出の必要な行為と基準項目（法第 8条第 2項第 2号関係） 
 

＜景観計画において定める事項（景観法 第八条 第２項より）＞ 

一  景観計画の区域（以下「景観計画区域」という。）  

二  良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項  

三  第十九条第一項の景観重要建造物又は第二十八条第一項の景観重要樹木の指定の方針（当該景観計画区域内にこれらの

指定の対象となる建造物又は樹木がある場合に限る。）  

１）届出の必要な行為 

国道３０７号沿道景観形成地区においては、これまでの県条例を引き継ぎ、山地景観、田園

集落景観、市街地景観と、さまざまな様相を呈した沿道の良好な景観形成を図るため、以下の

行為を届出の対象とします。 

対象とする行為 対象とする規模 

建築物 

新築、増築、 

改築又は移転 

＜塀以外の建築物＞ 

行為後の高さが５メートルを超えるもの 

床面積が 10 平方メートルを超えるもの 

＜塀・門の場合＞ 

行為後の高さが 1.5 メートルを超えるもの 

若しくは長さが 10 メートルを超えるもの 

外観を変更する

こととなる修繕

等 

＜塀以外の建築物＞ 

行為部分の面積が 10 平方メートルを超えるもの 

＜塀・門の場合＞ 

行為後の高さが 1.5 メートルを超えるもの 

若しくは長さが 10 メートルを超えるもの 

工作物 

（規則で定めるもの） 

新築、増築、 

改築又は移転 

 

外観を変更する

こととなる修繕

等 

行為後の高さが５メートルを超えるもの 

 垣（生垣を除く。）、

柵、塀その他これ

らに類するもの 

行為後の高さが 1.5 メートルを超えるもの 

若しくは長さが 10 メートルを超えるもの 

汚水又は廃水を処

理する施設 

行為後の高さが 1.5 メートルを超えるもの 

若しくは行為部分の築造面積の合計が 100 平方メー

トルを超えるもの 

電気供給のための

電線路、有線電気

通信のための線路

又は空中線系（そ

の支持物を含む。） 

行為後の高さが 13 メートル以上のもの 

 

※「高さ」は、地盤面からの高さとする。 
 

※規則で定める工作物は、次ページ参照のこと。 
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対象とする行為 対象とする規模 

木竹の伐採 木竹の高さが５メートルを超えるとき 

屋外における物件の堆積 高さが 1.5 メートルを超えるとき 

面積が 100 平方メートルを超えるとき 

期間が 30 日を超えるとき 

土地の開墾、土石の採取、 

鉱物の掘採 

その他の土地の形質の変更 

行為後の法面の高さが 1.5 メートルを超えるとき 

長さが 10 メートルを超えるとき 

行為の部分面積が 100 平方メートルを超えるとき 

水面の埋立て又は干拓 行為後の法面の高さが 1.5 メートルを超えるとき 

長さが 10 メートルを超えるとき 

面積が 100 平方メートルを超えるとき 
 
 

※「高さ」は、地盤面からの高さとする。 
 

 

 

規則で定める工作物】 

（１） 垣（生垣を除く。）、柵、塀、門、擁壁その他これらに類するもの 

（２） 煙突又はごみ焼却施設 

（３） アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱その他これらに類するもの（屋外広告物法（昭和２４年法律

第１８９号）第２条第１項に規定する屋外広告物（以下「屋外広告物」という。）に該当するものを除く。） 

（４） 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの（屋外広告物に該当するものを除く。） 

（５） 彫像その他これに類するもの（屋外広告物に該当するものを除く。） 

（６） 高架水槽その他給水に関する施設 

（７） メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設 

（８） アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラント※その他これらに類する製造施設 

（９） 石油、ガス、LPG、穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これらに類する施設 

（10） 汚水又は廃水を処理する施設 
（11） 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系（その支持物を含む。） 
（12） その他市長が指定するもの 
 

※ プラント：生産設備。大型機械等。 

 

ただし、以下の行為については、届出対象から除外します。 

 

届出除外とする行為 

① 通常の管理行為、軽易な行為等 

・届出の対象となる規模未満のもの 

・地盤面下における行為 

・工事に必要な仮設の工作物 

② 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 

③ 法令又は他の条例に基づいて定められた区域内で行われる行為 

④ 国・地方公共団体その他規則で定める公共団体が行う行為 
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２）良好な景観づくりに向けた行為の制限 

＜基本的考え方＞ 

１ 建築物等の位置については、河川や視点場※となりうる主要な道路からできるだけ後退し、

緑化のための空間を確保できるよう基準を定めるとともに建築物等の敷地については、緑

豊かな沿道景観を形成するために必要であり、かつ、周辺環境との調和の得られる緑化措

置及び樹木等の保全についての基準を定めるものとする。 

２ 建築物等の形態、意匠及び素材については、沿道の状況に応じて周辺と調和した落ちつい

たものとなるよう基準を定めるものとする。 

３ 建築物等の色彩については、周辺の景観と調和した落ちついたものとなるよう基準を定め

るものとする。 

４ 沿道及び河川周辺に存する景観上重要な樹木、木竹等は極力保全するものとし、やむを得

ず伐採しなければならない場合には、周辺環境との調和の得られる代替植栽等の事後措置

を講じるものとする。 

５ 屋外における物件の集積又は貯蔵については、その高さをできるだけ低いものとし、敷地

の外周部に遮へい措置を講じるよう基準を定めるものとする。用途上これらの措置が適切

でないものについては、整然と集積又は貯蔵するよう基準を定めるものとする。 

６ 鉱物の掘採又は土石の類の採取については、道路及び河川からできるだけ望見できないよ

う遮へい措置を講じ、又、採取跡地の緑化等を図るよう基準を定めるものとする。 

７ 水面の埋め立て若しくは干拓又は宅地の造成、土地の開墾その他の土質形質の変更行為に

伴って生じる護岸、擁壁又は法面については、周辺環境に配慮し、自然の素材の活用又は

緑化等により修景を図るよう基準を定めるものとする。 

※ 視点場：見る場所 
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＜指導基準＞ 

（ｉ）建築物（ 建築物に附属する門及び塀を除く。）の新築、増築又は改築 

景観形成基準 

沿道景観の 

類型 

行 為 

山地景観 田園集落景観 

市街地景観 

 
信楽市街地景観 

（国道 307 号） 

敷地内に 

おける位置 

(1)道路敷（以下「道路」という。）側の敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

(2)原則として、建築物の外壁は、道路から 2 メートル以上後

退すること。 

 

(3)原則として、建

築物の外壁は、

道路から 2 メ

ートル以上後退

するとともに、

周辺の建築物の

配置状況を勘案

し、整然とした

街路景観が形成

できるよう配慮

すること。 

(4)敷地内の建築物及び工作物の規模を勘案して、釣合いよく配置すること。 

(5)樹姿又は樹勢が優れた樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生かせるよ

う配慮すること。 

形 態 (1)周辺景観との調和に配慮し、全体的にまとまりのある形態とすること。 

(2)周辺の建築物の多く※１が入母屋、切妻等の形態の屋根を持った地区又は山りょう
※２若しくは樹林地がある地区では、原則として、こう配のある屋根を設けること。 

(3)こう配屋根は、原則として、適度な軒の出を有すること。 

(4)屋上に設ける設備は、できるだけ目立たない位置に設けるとともに、建築物本体

及び周辺景観との調和に配慮したものとすること。これにより難い場合は、目隠

し措置を講じる等修景措置を図ること。 

 

※１ 周辺の建築物の多く：建築物の敷地境界線から 30メートル以内にある主要な建築物の 7 割以上。 

※２ 山りょう：山頂から山頂へ続く峰すじ。山の尾根(おね)。 

意 匠 (1)平滑な大壁面が生じないよう、陰影効果に配慮すること。 

(2)大規模建築物は、屋根、壁面、開口部等の意匠に配慮し、威圧感及び圧迫感を軽

減するよう努めること。 

 (3)周辺の建築物の多くが伝統的な様式の建築物で形成された

地区では、周辺の建築物の様式を継承した意匠とし、これに

より難い場合にはこれを模したものとすること。 

  (4)陶器の町にふさ

わしい商業業務

地として、落ち

着いた風格のあ

る雰囲気を感じ

させる意匠とす

ること。 
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景観形成基準 

沿道景観の 

類型 

行 為 

山地景観 田園集落景観 

市街地景観 

 
信楽市街地景観 

（国道 307 号） 

色 彩 (1)けばけばしい色彩とせず、できるだけ落ち着いた色彩を基調とし、周辺景観及び

敷地内の状況との調和を図ること。 

(2)外観及び屋根の基調色は、次のとおりとすること。 

色相 
明度 彩度 

下限値 上限値 

0 . 1 R ～ 1 0 G ３ 以上 ６ 以下 

0 . 1 B G ～ 1 0 R P ３ 以上 ３ 以下 

無彩色 ３ 以上 － 

※屋根の基調色は、彩度のみの適用とする。 

※しっくい※1、べんがら※2 等の自然素材を使用する場合や、周辺景観と調和すると

認められる場合においてはこの限りでない。 

(3)色彩を組み合わせる場合は、建築物に落ち着きを持たせるため、その性質を十分

考慮すること。 

(4)周辺景観の色相と対比する色相を使用する場合は、対比調和の効果が発揮できる

よう十分考慮すること。 
 

※１ しっくい：消石灰に糊（のり）、すさ、粘土、砂等を混ぜた塗り壁材料。しっくい塗りは日本独特の

工法で、古くから寺院建築・城郭を始め、土蔵、住宅等に使用されている。 

※２ べんがら：土から採れる酸化鉄による赤色塗料。紅殻、弁柄とも呼ばれる。防虫、防腐の機能性か

ら家屋のベンガラ塗りとしても使用される。弁柄色は JIS 慣用色名でもあり、マンセル値 8R 3.5/7

と規定されている。 

素 材 (1)周辺景観になじみ、かつ、耐久性及び耐候性に優れた素材を使用すること。 

(2)冷たさを感じさせる素材又は反射光のある素材を壁面等の大部分にわたって使用

することは避けること。 

 (3)できるだけ、石

材、木材等の自然

素材を用い、これ

により難い場合

は、これを模した

ものとすること。

これらの素材を

用いることがで

きない場合は、周

囲の緑化等によ

り周辺の景観を

形成する素材と

調和が図れるよ

う配慮すること。 

(4)伝統的な様式の建築物で形成された

地区にあっては、周辺の建築物と同

様の素材とすること。ただし、これ

により難い場合はこれを模した素材

とすること。 

(5)地域性のある素

材の活用に努め

ること。 
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景観形成基準 

沿道景観の 

類型 

行 為 

山地景観 田園集落景観 

市街地景観 

 
信楽市街地景観 

（国道 307 号） 

敷地の 

緑化措置 

 

(1)敷地内の空地には、できるだけ多くの緑量を有する緑化措置を講じること。 

(2)大規模建築物又は大規模建築物以外の建築物であってその敷地の面積が 1.0 ヘ

クタール以上であるものにあっては、原則として、それらの敷地の面積の 20 パ

ーセント以上の敷地を緑化すること。ただし、都市計画法第 8 条に規定する用途

地域内にあっては、この限りでない。 

(3)河川又は主要道路から後退してできる空地には、特に中高木

及び生垣による緑化に努めること。 

(4)緑豊かな風格の

ある沿道景観を

考慮した緑化措

置を講じるこ

と。 

(5)建築物が周辺景観と融和し、良好な景観の形成及び周辺環境との調和が図れるよ

う、樹種の構成及び樹木の配置を考慮した植栽を行うこと。 

(6)大規模建築物にあっては、周囲に与える威圧感、圧迫感及び突出感を和らげるよ

う、その高さを考慮した樹種及び樹木を選び、その植栽位置を考慮すること。 

(7)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とすること。 

樹木等の 

保全措置 

(1)敷地内に生育する樹林については、できるだけ残すこと。やむを得ず樹林を伐採

する必要が生じたときは、必要最小限にとどめること。 

(2)樹姿又は樹勢が優れた樹木が敷地内にある場合は、当該樹木を修景に生かせるよ

う配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、できる

だけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に努める

こと。 
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（ⅱ）次に掲げる工作物の新設、増築、改築又は移転 

景観形成基準 

沿道景観の 

類型 

行 為 

山地景観 田園集落景観 

市街地景観 

 
信楽市街地景観 

（国道 307 号） 

1 垣、柵、塀

(建築物に附属

するものを含

む)その他これ

らに類するも

の 

(1)周辺景観及び敷地内の状況に配慮し、調和の得られる形態及び意匠とすること。 

(2)建築物の敷地で

は、できるだけ

樹木（生垣）、木

材、石材等の自

然素材を用い、

これにより難い

場合は、これを

模した仕上げと

なる意匠とする

こと。 

 

(3)道路に面して設ける場合は、できるだけ樹木（生垣）によること。 

(4)けばけばしい色彩とせず、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観及び敷地内の状

況との調和が得られるものとすること。 

2 門（建築物

に附属するも

のを含む。） 

(1)周辺景観及び敷地内の状況に配慮し、調和の得られる形態及び意匠とするととも

に、落ち着いた色彩とすること。 

3 擁壁 (1)道路に面して設ける場合は、できるだけ低いものとすること。 

(2)できるだけ石材等の自然素材を用い、これにより難い場合はこれを模したものと

すること。これらの素材を用いることができない場合は、修景緑化等の措置を講

じること。 

４ 煙突又は

ご み 焼 却 施

設、アンテナ、

鉄筋コンクリ

ー ト 造 り の

柱、鉄柱その

他これらに類

するもの 

記念塔、電

波塔、物見塔

その他これら

に類するもの 

高架水槽そ

の他給水に関

する施設 

＜敷地内における位置＞ 

(1)道路の敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

(2)原則として、河川又は主要道路から 2 メートル以上後退すること。 

＜形態・意匠・色彩＞ 

(3)できるだけすっきりとした形態及び意匠とするとともに、けばけばしい色彩とせ

ず、周辺景観になじむものとすること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(4)常緑の中高木をとり入れた樹木により必要に応じて修景緑化を図ること。 

(5)道路から後退してできる空地には、特に緑化に努めること。 

(6)植栽は、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる樹種とする

こと。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(7)敷地内に生育する樹林については、できるだけ残すこと。やむを得ず樹林を伐採

する必要が生じたときは、必要最小限にとどめること。 

(8)樹姿又は樹勢が優れた樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生かせるよ

う配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、できる

だけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に努める

こと。 
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景観形成基準 

沿道景観の 

類型 

行 為 

山地景観 田園集落景観 

市街地景観 

 
信楽市街地景観 

（国道 307 号） 

5  彫像その

他これに類す

るもの 

 

＜敷地内における位置＞ 

(1)原則として、河川又は道路から 2 メートル以上後退すること。ただし、芸術性及

び公共性があり、周辺の景観との調和が図れるもの等は、この限りではない。 

＜形態・意匠・色彩＞ 

(2)原則として、周辺景観になじむ形態及び意匠とするとともに、けばけばしい色彩

としないこと。これにより難い場合は、道路から容易に望見できないよう遮へい

措置を講じること。ただし、芸術作品展等の開催に伴い一時的に設置されるもの

は、この限りではない。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(3)周辺景観との調和を図るため、修景緑化を図ること。 

(4)道路から後退してできる空地には、特に緑化に努めること。 

(5)植栽は、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる樹種とする

こと。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(6)樹姿又は樹勢が優れた樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生かせるよ

う配慮すること。 

6  汚水又は

廃水を処理す

る施設 

＜敷地内における位置＞ 

(1)河川又は道路側の敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

(2)原則として、道路から 2 メートル以上後退すること。 

＜形態・意匠＞ 

(3)平滑な大壁面が生じないよう、陰影効果に配慮するとともに、外部に設ける配管

類は、できるだけ目立ちにくくすること。 

＜色彩＞ 

(4)けばけばしい色彩とせず、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観及び敷地内の状

況との調和が得られるものとすること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(5)敷地外周部は、緑化を図り、容易に望見できないようにすること。 

(6)常緑の中高木をとり入れた樹木により修景緑化を図ること。 

(7)道路から後退してできる空地には、特に緑化に努めること。 

(8)植栽は、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる樹種とする

こと。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(9)敷地内に生育する樹林については、できるだけ残すこと。やむを得ず樹林を伐採

する必要が生じたときは、必要最小限にとどめること。 

(10)樹姿又は樹勢が優れた樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生かせる

よう配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、でき

るだけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に努め

ること。 
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景観形成基準 

沿道景観の 

類型 

行 為 

山地景観 田園集落景観 

市街地景観 

 
信楽市街地景観 

（国道 307 号） 

７ メリーゴ

ーランド、観

覧車、飛行塔、

コースター、

ウォーターシ

ュートその他

これらに類す

る遊戯施設 

＜敷地内における位置＞ 

(1)河川又は道路側の敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

(2)原則として、道路から 2 メートル以上後退すること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(3)敷地面積が 1.0 ヘクタール以上であるもの（都市計画法第８条に規定する用途地

域内のものを除く。）にあっては、原則として、その敷地の 20 パーセント以上を

緑化すること。 

(4)敷地外周部には、施設の規模に応じた樹木により周辺景観との緩衝帯となる植栽

を行うこと。 

(5)道路から後退してできる空地には、特に緑化に努めること。 

(6)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とすること。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(7)敷地内に生育する樹林については、できるだけ残すこと。やむを得ず樹林を伐採

する必要が生じたときは、必要最小限にとどめること。 

(8)樹姿又は樹勢が優れた樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生かせるよ

う配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、できる

だけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に努める

こと。 
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景観形成基準 

沿道景観の 

類型 

行 為 

山地景観 田園集落景観 

市街地景観 

 
信楽市街地景観 

（国道 307 号） 

８ アスファ

ル ト プ ラ ン

ト、コンクリ

ー ト プ ラ ン

ト、クラッシ

ャープラント

その他これら

に類する製造

施設 

 石油、ガス、

ＬＰＧ、穀物、

飼料等を貯蔵

する施設その

他これらに類

する施設 

 

＜敷地内における位置＞ 

(1)河川又は道路側の敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

(2)原則として、道路から 2 メートル以上後退すること。 

＜形態・意匠＞ 

(3)壁面、構造等の意匠ができるだけ周辺景観になじむよう配慮し、外部に設ける配

管類は、できるだけ目立ちにくくすること。 

＜色彩＞ 

(4)けばけばしい色彩とせず、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観及び敷地内の状

況との調和が得られるものとすること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(5)敷地面積が 1.0 ヘクタール以上であるもの（都市計画法第８条に規定する用途地

域内のものを除く。）にあっては、原則として、その敷地の 20 パーセント以上を

緑化すること。 

(6)常緑の中高木を主体とする樹木により施設の規模に応じた修景緑化を図ること。 

(7)道路から後退してできる空地には、特に緑化に努めること。 

(8)植栽は、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる樹種とする

こと。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(9)敷地内に生育する樹林については、できるだけ残すこと。やむを得ず樹林を伐採

する必要が生じたときは、必要最小限にとどめること。 

(10)樹姿又は樹勢が優れた樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生かせる

よう配すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、できる

だけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に努める

こと。 

9  電気供給

のための電線

路、有線電気

通信のための

線路又は空中

線系（その支

持物を含む。） 

(1)鉄塔は、原則として、道路沿いには設置しないこと。やむを得ず設置する場合は、

道路からできるだけ後退して設けること。 

(2)電柱は、できるだけ整理統合を図るとともに、極力目立たない位置となるよう配

慮すること。又、できるだけ道路の路面には設置しないよう努めること。 

(3)形態の簡素化を図ること。 

(4)色彩は、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観との調和を図ること 

(5)鉄塔の基部周辺は、できるだけ修景緑化を図ること。 

（ⅲ）建築物等の移転 

景観形成基準 

それぞれ該当する建築物等の形態、意匠、色彩及び素材の基準による。 

（ⅳ）建築物等の外観を変更することとなる修繕又は模様替え 

景観形成基準 

それぞれ該当する建築物等の形態、意匠、色彩及び素材の基準による。 
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（ⅴ）建築物等の外観の色彩の変更 

景観形成基準 

それぞれ該当する建築物等の形態、意匠、色彩及び素材の基準による。 

（ⅵ）木竹の伐採 

景観形成基準 

(1)伐採は、できるだけ小規模にとどめること。 

(2)道路から望見できる樹姿又は樹勢が優れた樹木は、できるだけ伐採せずその周辺に移植すること。

移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に努めること。 

(3)高さ 10 メートル以上又は枝張り 10 メートル以上の樹木は、できるだけ伐採しないこと。 

(4)伐採を行った場合は、その周辺環境を良好に維持できるよう、林縁部への低・中木の植栽、けもの

道等の生物の移動路の確保等必要な代替措置を講じること。 

（ⅶ）屋外における物件の堆積 

景観形成基準 

＜敷地内における位置＞ 

(1)道路側の敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

(2)原則として、道路から 2 メートル以上後退すること。 

＜形態＞ 

(3)遮へい措置を要するものの集積又は貯蔵の高さは、できるだけ低いものとすること。 

(4)事業所等における原材料・製品、スクラップ等又は建設工事等における資材等の集積又は貯蔵にあ

っては、外部から容易に望見できないよう遮へい措置を講じること。特に、道路に面する部分にあ

っては、できるだけ常緑の中高木で遮へい措置を講じること。 

(5)農林水産品置場、商品の展示場等は、物品を整然と集積又は貯蔵するとともに、必要に応じ、敷地

外周部に修景のための植栽をすること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(8)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる樹種とすること。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(6)敷地内に生育する樹林については、できるだけ残すこと。やむを得ず樹林を伐採する必要が生じた

ときは、必要最小限にとどめること。 

(7)樹姿又は樹勢が優れた樹木が敷地内にある場合は、当該樹木を修景に生かせるよう敷地の利用を考

慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、できるだけその周辺に移植す

ること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に努めること。 

（ⅷ）土石の採取又は鉱物の掘採 

景観形成基準 

(1)道路からできるだけ望見できないよう遮へい措置を講じること。特に、道路に面する部分は、でき

るだけ常緑の中高木で遮へい措置を講じること。 

(2)跡地の整正を行うとともに、周辺環境を考慮しつつ、芝、低木及び中高木の植栽等必要な緑化措置

を講じること。 
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（ⅸ）水面の埋立て又は干拓 

景観形成基準 

(1)護岸は、できるだけ石材等の自然素材を用い、これにより難い場合はこれを模したものとし、必要

に応じ親水性のある形態となるよう配慮すること。なお、構造については、できるだけ多孔質な構

造とする等生物の生息環境に配慮したものとすること。 

(2)埋立て又は干拓後の土地(法面を含む。)にあっては、周辺環境を考慮しつつ、芝、低木及び中高木

の植栽等必要な措置を講じること。 

（ⅹ）土地の開墾その他土地の形質の変更 

景観形成基準 

＜形態＞ 

(1)造成等に係る切土及び盛土の量は、できるだけ少なくするとともに、法面整正は土羽※によるもの

とすること。やむを得ず擁壁等の構造物を設ける場合にあっては、必要最小限のものとすること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(2)法面が生じる場合にあっては、周辺景観及び周辺環境に配慮し、芝、低木及び中高木の植栽等必要

な緑化措置を講じること。 

(3)駐車場を設置する場合にあっては、敷地外周部に修景緑化を行うとともに、内部空間においても中

高木を取り入れた修景緑化を行い、単調な空間とならないよう配慮すること。ただし、これにより

難い場合は、河川又は主要道路から望見できないよう、植栽による遮へい措置を講じること。 

(4)広場、運動場その他これらに類するもの( 都市計画法第 8 条に規定する用途地域内のものを除く。) 

を設置する場合であって、当該施設に係る敷地の面積が 1.0 ヘクタール以上であるときは、敷地面

積の 20 パーセント以上の敷地を緑化し、河川又は主要道路に面する部分には、中高木を取り入れ

た緑化を行うこと。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(5)樹姿又は樹勢が優れた樹木及び樹林がある場合は、できるだけ保全すること。 

 

※ 土羽：盛土工事における法面、又は、仕上げた法面。 
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ｂ．杣川河川景観形成地区 

杣川沿川 
杣川の杣川大橋から野田橋の区間における 

両側の区域 

１．良好な景観形成に関する考え方 

（１）河川景観の類型 

河川とその周辺の景観は、それぞれの区域の土地利用やその区域内の景観構成要素により、そ

れぞれ異なった様相を呈しています。したがって、河川景観を良好なものとするには、それぞれ

の景観特性に沿った景観形成を図っていく必要があります。 

このため、河川とその周辺の地形、土地利用等の景観構成要素の特性を総合的に把握して、以

下のように景観を類型化します。 

この景観類型を河川の各地域に適用するに当たっては、現状の景観とともに将来の開発計画等

による景観の変化等も考慮して、地域の景観の類型を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．杣川河川景観形成地区 

①田園集落景観 

②市街地景観 
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（２）基本方針 

河川景観の主要な視点場※１を河川区域とします。このうち、特に眺望を楽しめる区間、堤防、

橋りょう※2、更に堤内地※3が公共施設等に接する部分は、特に重要な視点場となります。又、平

行する道路から河川を望見しうる区間についても視点場とします。 

河川景観は、水を中心に河川区域とその周辺の景観とが一体となったものであって、その中に

は緑豊かな自然や歴史が育てた風土が取り込まれており、現在も社会活動等に伴って変化しつつ

あります。そこで、自然景観を根底から支える生態系の保全や、人文景観※4を支える生活文化の

継承等について配慮しながら、景観上の特性を十分踏まえ、今後の望ましい景観形成のために次

の 3 つの事項を基本方針として定めます。 
 

※１ 視点場：見る場所。 

※２ 橋りょう：橋。 

※３ 堤内地：河川や海岸に設けられた堤防に対して河川や海の反対側にあたる、人間が生活や生産を営む土地。 

※４ 人文景観：建造物や造成地等人工物によって構成される景観 

 

方針１：一体的な河川景観の形成 

杣川の河川景観は、比較的広い範囲において河川とその流域が一体的に意識されるものであ

る。したがって、河川区域を中心として、流域の自然景観や生活環境と一体となった河川景観

の形成を図る必要がある。 

このため、様々な景観構成要素についてそれぞれの区域の特性を生かしながらも、河川やそ

の周辺と調和するよう景観的に配慮し、全体としてまとまりが感じられるような景観形成を図

るものとする。 

方針２：緑豊かな河川景観の形成 

杣川の周辺には、農地、竹林や樹林等多くの自然が残され、河川とその周辺を取り巻く緑が

一体となって、良好な河川景観を形成している。 

このような杣川の景観を良好に特徴づけている豊かな緑の保全を図るものとする。 

方針３：郷土らしさのある河川景観の形成 

杣川の流域は、農地の広がりと緑豊かな樹林の中にこれらと調和した落ち着いたたたずまい

の集落が散在するのどかで美しい景観とともに杣街道の面影をとどめる家並み等の歴史的な景

観が展開している。 

このような風土性や歴史性は、一体となってその区域特有の雰囲気を醸し出している。 

河川景観を郷土らしさあふれる親しみやすいものとするため、これらを生かした景観形成を

図るものとする。 
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（３）景観形成の方向 

①田園集落景観 穏やかな田園や緑豊かな樹林の中にこれらと調和したこう配屋根の集落

や家屋が点在するのどかで落ち着きのある景観形成を図るものとする。 

このため、河川周辺や集落の中に分布する樹林等をできる限り保全し、豊

かな自然を生かした周辺農地や背後の山並みと一体となった緑豊かな落ち

着きのある景観形成を図るものとする。 

護岸、橋等の整備については、周辺の景観に調和するようその形態、意匠、

素材等について配慮するものとする。又、建築物、工作物等については、集

落の落ち着いた景観に調和するようその形態、意匠、素材、色彩等に配慮す

るものとする。 

②市街地景観 活力のある中にもそれぞれの風土性、歴史性等の地域条件を生かした特色

ある整然としたまちなみを形成し、潤いがあり、親しみの持てるような景観

の形成を図るものとする。このため、河岸、橋りょう※1 等について景観的

な配慮を行うとともに、親水空間※2 の創出にも努めるものとする。又、建

築物、工作物等は、形態、意匠、色彩、敷地内の緑化等について、景観的な

配慮を行う。特に水と緑の調和が大切であるため、周辺の樹林地帯を核とし

て公共空間及び住宅地の緑化を積極的に図るものとする。 

 

※１ 橋りょう：橋。 

※２ 親水空間：水に触れたり、接したりして水に親しむことができる空間 
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２．届出の必要な行為と基準項目（法第 8条第 2項第 2号関係） 
 

＜景観計画において定める事項（景観法 第八条 第２項より）＞ 

一  景観計画の区域（以下「景観計画区域」という。）  

二  良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項  

三  第十九条第一項の景観重要建造物又は第二十八条第一項の景観重要樹木の指定の方針（当該景観計画区域内にこれらの

指定の対象となる建造物又は樹木がある場合に限る。）  

１）届出の必要な行為 

杣川河川景観形成地区においては、これまでの県条例を引き継ぎ、田園集落景観、市街地景

観と、さまざまな様相を呈した沿川の良好な景観形成を図るため、以下の行為を届出の対象と

します。 

対象とする行為 対象とする規模 

建築物 

新築、増築、改

築又は移転 

＜塀以外の建築物＞ 

行為後の高さが５メートルを超えるもの 

床面積が 10 平方メートルを超えるもの 

＜塀・門の場合＞ 

行為後の高さが 1.5 メートルを超えるもの 

若しくは長さが 10 メートルを超えるもの 

外観を変更す

ることとなる

修繕等 

＜塀以外の建築物＞ 

行為部分の面積が 10 平方メートルを超えるもの 

＜塀・門の場合＞ 

行為後の高さが 1.5 メートルを超えるもの 

若しくは長さが 10 メートルを超えるもの 

工作物 

（規則で定めるもの

で、下記以外のもの） 

新築、増築、改

築又は移転 

 

外観を変更す

ることとなる

修繕等 

行為後の高さが５メートルを超えるもの 

 垣（生垣を除く。）、

柵、塀その他これ

らに類するもの 

行為後の高さが 1.5 メートルを超えるもの 

若しくは長さが 10 メートルを超えるもの 

汚水又は廃水を処

理する施設 

行為後の高さが 1.5 メートルを超えるもの 

若しくは行為部分の築造面積の合計が 100平方メート

ルを超えるもの 

電気供給のための

電線路、有線電気

通信のための線路

又は空中線系（そ

の支持物を含む。） 

行為後の高さが 13 メートル以上のもの 

 

※「高さ」は、地盤面からの高さとする。 

※規則で定める工作物は、次ページ参照のこと 
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対象とする行為 対象とする規模 

木竹の伐採 木竹の高さが５メートルを超えるとき 

屋外における物件の堆積 高さが 1.5 メートルを超えるとき 

面積が 100 平方メートルを超えるとき 

期間が 30 日を超えるとき 

土地の開墾、土石の採取、 

鉱物の掘採 

その他の土地の形質の変更 

行為後の法面の高さが 1.5 メートルを超えるとき 

長さが 10 メートルを超えるとき 

行為の部分面積が 100 平方メートルを超えるとき 

水面の埋立て又は干拓 行為後の法面の高さが 1.5 メートルを超えるとき 

長さが 10 メートルを超えるとき 

面積が 100 平方メートルを超えるとき 
 
 

 

※「高さ」は、地盤面からの高さとする。 
 

 

規則で定める工作物】 

（１） 垣（生垣を除く。）、柵、塀、門、擁壁その他これらに類するもの 

（２） 煙突又はごみ焼却施設 

（３） アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱その他これらに類するもの（屋外広告物法（昭和２４年法律

第１８９号）第２条第１項に規定する屋外広告物（以下「屋外広告物」という。）に該当するものを除く。） 

（４） 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの（屋外広告物に該当するものを除く。） 

（５） 彫像その他これに類するもの（屋外広告物に該当するものを除く。） 

（６） 高架水槽その他給水に関する施設 

（７） メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設 

（８） アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラント※その他これらに類する製造施設 

（９） 石油、ガス、LPG、穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これらに類する施設 

（10） 汚水又は廃水を処理する施設 
（11） 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系（その支持物を含む。） 
（12） その他市長が指定するもの 
 

※ プラント：生産設備。大型機械等。 

 

ただし、以下の行為については、届出対象から除外します。 

 

届出除外とする行為 

① 通常の管理行為、軽易な行為等 

・届出の対象となる規模未満のもの 

・地盤面下における行為 

・工事に必要な仮設の工作物 

② 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 

③ 法令又は他の条例に基づいて定められた区域内で行われる行為 

④ 国・地方公共団体その他規則で定める公共団体が行う行為 
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２）良好な景観づくりに向けた行為の制限 

＜基本的考え方＞ 

１ 建築物等の位置については、河川や視点場※となりうる主要な道路からできるだけ後退し、

緑化のための空間を確保できるよう基準を定めるとともに建築物等の敷地については、緑

豊かな沿川景観を形成するために必要であり、かつ、周辺環境との調和の得られる緑化措

置及び樹木等の保全についての基準を定めるものとする。 

２ 建築物等の形態、意匠及び素材については、沿川の状況に応じて周辺と調和した落ちつい

たものとなるよう基準を定めるものとする。 

３ 建築物等の色彩については、周辺の景観と調和した落ちついたものとなるよう基準を定め

るものとする。 

４ 沿道及び河川周辺に存する景観上重要な樹木、木竹等は極力保全するものとし、やむを得

ず伐採しなければならない場合には、周辺環境との調和の得られる代替植栽等の事後措置

を講じるものとする。 

５ 屋外における物件の集積又は貯蔵については、その高さをできるだけ低いものとし、敷地

の外周部に遮へい措置を講じるよう基準を定めるものとする。用途上これらの措置が適切

でないものについては、整然と集積又は貯蔵するよう基準を定めるものとする。 

６ 鉱物の掘採又は土石の類の採取については、道路及び河川からできるだけ望見できないよ

う遮へい措置を講じ、又、採取跡地の緑化等を図るよう基準を定めるものとする。 

７ 水面の埋め立て若しくは干拓又は宅地の造成、土地の開墾その他の土質形質の変更行為に

伴って生じる護岸、擁壁又は法面については、周辺環境に配慮し、自然の素材の活用又は

緑化等により修景を図るよう基準を定めるものとする。 

８ 宅地の造成、土地の開墾、駐車場、広場等の設置その他の土地形質の変更行為については、

できるだけ既存の樹林を残し、敷地の外周部等に修景緑化措置を講じるよう基準を定める

ものとする。 
※ 視点場：見る場所。 
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＜指導基準＞ 

（ｉ）建築物( 建築物に附属する門及び塀を除く。)の新築、増築又は改築 

景観形成基準 

河川景観の 

類型 

行 為 

田園集落景観 市街地景観 

敷地内に 

おける位置 

(1)河川区域（以下「河川」という。）側の敷地境界線からできるだけ多く後退するこ

と。 

(2)原則として、建築物の外壁は河川や視点場※1 となりうる主要な道路( 以下「主要

道路」という。）から 2 メートル以上後退すること。ただし、河川又は主要道路

に面して建築物が連たんしている地区において、周辺の建築物の配置状況を勘案

し、景観形成上支障がない場合はこの限りではない。 

(3)敷地内の建築物及び工作物の規模を勘案して、釣合いよく配置すること。 

 

※１ 視点場：見る場所。 

形  態 (1)周辺景観との調和に配慮し、全体的にまとまりのある形態とすること。 

(2)周辺の建築物の多く※1が入母屋、切妻等の形態の屋根を持った地区又は山りょう

※2若しくは樹林地がある地区では、原則として、こう配のある屋根を設けること。 

(3)こう配屋根は、原則として、適度な軒の出を有すること。 

(4)屋上等に設ける設備は、できるだけ目立たない位置に設けるとともに、建築物本

体及び周辺景観との調和に配慮したものとすること。これにより難い場合は、目

隠し措置を講じる等修景措置を図ること。 

 

※１ 周辺の建築物の多く：建築物の敷地境界線から 30メートル以内にある主要な建築物の 7 割以上。 

※２ 山りょう：山頂から山頂へ続く峰すじ。山の尾根(おね)。 

意  匠 (1)平滑な大壁面が生じないよう、陰影効果に配慮すること。 

(2)大規模建築物は、屋根、壁面、開口部等の意匠に配慮し、威圧感及び圧迫感を軽

減するよう努めること。 

(3)周辺の建築物の多くが伝統的な様式の建築物で形成された地区では、周辺の建築

物の様式を継承した意匠とし、これにより難い場合にはこれを模したものとする

こと。 
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景観形成基準 

河川景観の 

類型 

行 為 

田園集落景観 市街地景観 

色  彩 (1)けばけばしい色彩とせず、できるだけ落ち着いた色彩を基調とし、周辺景観及び

敷地内の状況との調和を図ること。 

(2)外観及び屋根の基調色は、次のとおりとすること。 

色相 
明度 彩度 

下限値 上限値 

0 . 1 R ～ 1 0 G ３ 以上 ６ 以下 

0 . 1 B G ～ 1 0 R P ３ 以上 ３ 以下 

無彩色 ３ 以上 － 

※屋根の基調色は、彩度のみの適用とする。 

※しっくい※1、べんがら※2 等の自然素材を使用する場合や、周辺景観と調和すると

認められる場合においてはこの限りでない。 

(3)色彩を組み合わせる場合は、建築物に落ち着きを持たせるため、その性質を十分

考慮すること。 
 

※１ しっくい：消石灰に糊（のり）、すさ、粘土、砂等を混ぜた塗り壁材料。しっくい塗りは日本独特の

工法で、古くから寺院建築・城郭を始め、土蔵、住宅等に使用されている。 

※２ べんがら：土から採れる酸化鉄による赤色塗料。紅殻、弁柄とも呼ばれる。防虫、防腐の機能性か

ら家屋のベンガラ塗りとしても使用される。弁柄色は JIS慣用色名でもあり、マンセル値8R 3.5/7

と規定されている。 

素  材 (1)周辺景観になじみ、かつ、耐久性及び耐候性に優れた素材を使用すること。 

(2)冷たさを感じさせる素材又は反射光のある素材を壁面等の大部分にわたって使用

することは避けること。 

(3)地域性のある素材の活用に努めること。又、周辺の建築物の多く※が伝統的な様式

の建築物で形成されたところにあっては、周辺の建築物の様式を継承した素材と

し、これにより難い場合はこれを模したものとすること。 
 
※ 周辺の建築物の多く：建築物の敷地境界線から 30メートル以内にある主要な建築物の 7 割以上。 

敷地の 

緑化措置 

(1)敷地内の空地には、できるだけ多くの緑量を有する緑化措置を講じること。 

(2)大規模建築物又は大規模建築物以外の建築物であってその敷地の面積が 1.0 ヘク

タール以上であるものにあっては、原則として、それらの敷地の面積の 20 パー

セント以上の敷地を緑化すること。ただし、都市計画法第 8 条に規定する用途地

域内にあっては、この限りでない。 

(3)河川又は主要道路から後退してできる空地には、特に中高木及び生垣による緑化

に努めること。 

(4)建築物が周辺景観と融和し、良好な景観の形成及び周辺環境との調和が図れるよ

う、樹種の構成及び樹木の配置を考慮した植栽を行うこと。 

(5)大規模建築物にあっては、周辺に与える威圧感、圧迫感及び突出感を和らげるよ

う、その高さを考慮した樹種及び樹木を選び、その植栽位置を考慮すること。 

(6)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とすること。 

樹木等の 

保全措置 

(1)敷地内に生育する樹林については、できるだけ残すこと。やむを得ず樹林を伐採

する必要が生じたときは、必要最小限にとどめること。 

(2)樹姿又は樹勢が優れた樹木が敷地内にある場合は、当該樹木を修景に生かせるよ

う配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、できる

だけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に努める

こと。 
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（ⅱ）次に掲げる工作物の新設、増築、改築又は移転 

景観形成基準 

河川景観の 

類型 

行 為 

田園集落景観 市街地景観 

1 垣、柵、塀

(建築物に附属

するものを含

む)その他これ

らに類するも

のの新設、増

築又は改築 

(1)周辺景観及び敷地内の状況に配慮し、調和の得られる形態及び意匠とすること。 

(2)河川又は主要道路に面して設ける場合は、できるだけ樹木(生垣)によること。 

(3)けばけばしい色彩とせず、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観及び敷地内の状

況との調和が得られるものとすること。 

2  門 ( 建築

物に附属する

ものを含む。)

の新設､増築

又は改築 

(1)周辺景観及び敷地内の状況に配慮し、調和の得られる形態及び意匠とするととも

に、落ちついた色彩とすること。 

3  擁壁の新

設、増築又は

改築 

(1)河川又は主要道路に面して設ける場合は、できるだけ低いものとすること。 

(2)できるだけ石材等の自然素材を用い、これにより難い場合は、これを模したもの

を用いること。これらの素材を用いることができない場合は、修景緑化等の措置

を講じること。 

４ 煙突又は

ご み 焼 却 施

設、アンテナ、

鉄筋コンクリ

ー ト 造 り の

柱、鉄柱その

他これらに類

するもの 

記念塔、電

波塔、物見塔

その他これら

に類するもの 

高架水槽そ

の他給水に関

する施設 

＜敷地内における位置＞ 

(1)河川側の敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

(2)原則として、河川又は主要道路から 2 メートル以上後退すること。 

＜形態・意匠・色彩＞ 

(3)できるだけすっきりとした形態及び意匠とするとともに、けばけばしい色彩とせ

ず、周辺景観になじむものとすること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(4)常緑の中高木をとり入れた樹木により必要に応じて修景緑化を図ること。 

(5)道路から後退してできる空地には、特に緑化に努めること。 

(6)植栽は、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる樹種とする

こと。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(7)敷地内に生育する樹林については、できるだけ残すこと。やむを得ず樹林を伐採

する必要が生じたときは、必要最小限にとどめること。 

(8)樹姿又は樹勢が優れた樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生かせるよ

う配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、できる

だけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に努める

こと。 
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景観形成基準 

河川景観の 

類型 

行 為 

田園集落景観 市街地景観 

5  彫像その

他これらに類

するものの新

設、増築又は

改築 

 

＜敷地内における位置＞ 

(1)原則として、河川又は道路から 2 メートル以上後退すること。ただし、芸術性及

び公共性があり、周辺の景観との調和が図れるもの等は、この限りではない。 

＜形態・意匠・色彩＞ 

(2)原則として、周辺景観になじむ形態及び意匠とするとともに、けばけばしい色彩

としないこと。これにより難い場合は、道路から容易に望見できないよう遮へい

措置を講じること。ただし、芸術作品展等の開催に伴い一時的に設置されるもの

は、この限りではない。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(3)周辺景観との調和を図るため、修景緑化を図ること。 

(4)道路から後退してできる空地には、特に緑化に努めること。 

(5)植栽は、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる樹種とする

こと。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(6)樹姿又は樹勢が優れた樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生かせるよ

う配慮すること。 

6  汚水又は

廃水を処理す

る 施 設 の 新

設、増築又は

改築 

＜敷地内における位置＞ 

(1)河川又は道路側の敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

(2)原則として、道路から 2 メートル以上後退すること。 

＜形態・意匠＞ 

(3)平滑な大壁面が生じないよう、陰影効果に配慮するとともに、外部に設ける配管

類は、できるだけ目立ちにくくすること。 

＜色彩＞ 

(4)けばけばしい色彩とせず、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観及び敷地内の状

況との調和が得られるものとすること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(5)敷地外周部は、緑化を図り、容易に望見できないようにすること。 

(6)常緑の中高木をとり入れた樹木により修景緑化を図ること。 

(7)道路から後退してできる空地には、特に緑化に努めること。 

(8)植栽は、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる樹種とする

こと。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(9)敷地内に生育する樹林については、できるだけ残すこと。やむを得ず樹林を伐採

する必要が生じたときは、必要最小限にとどめること。 

(10)樹姿又は樹勢が優れた樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生かせる

よう配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、でき

るだけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に努め

ること。 
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景観形成基準 

河川景観の 

類型 

行 為 

田園集落景観 市街地景観 

７ メリーゴ

ーランド、観

覧車、飛行塔、

コースター、

ウォーターシ

ュートその他

これらに類す

る遊戯施設の

新設、増築又

は改築 

＜敷地内における位置＞ 

(1)河川又は道路側の敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

(2)原則として、道路から 2 メートル以上後退すること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(3)敷地面積が 1.0 ヘクタール以上であるもの（都市計画法第８条に規定する用途地

域内のものを除く。）にあっては、原則として、その敷地の 20 パーセント以上を

緑化すること。 

(4)敷地外周部には、施設の規模に応じた樹木により周辺景観との緩衝帯となる植栽

を行うこと。 

(5)道路から後退してできる空地には、特に緑化に努めること。 

(6)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とすること。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(7)敷地内に生育する樹林については、できるだけ残すこと。やむを得ず樹林を伐採

する必要が生じたときは、必要最小限にとどめること。 

(8)樹姿又は樹勢が優れた樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生かせるよ

う配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、できる

だけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に努める

こと。 
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景観形成基準 

河川景観の 

類型 

行 為 

田園集落景観 市街地景観 

８ アスファ

ル ト プ ラ ン

ト、コンクリ

ー ト プ ラ ン

ト、クラッシ

ャープラント

その他これに

類する製造施

設 

 石油、ガス、

LPG、穀物、

飼料等を貯蔵

する施設その

他これらに類

する施設の新

設、増築又は

改築 

＜敷地内における位置＞ 

(1)河川又は道路側の敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

(2)原則として、道路から 2 メートル以上後退すること。 

＜形態・意匠＞ 

(3)壁面、構造等の意匠ができるだけ周辺景観になじむよう配慮し、外部に設ける配

管類は、できるだけ目立ちにくくすること。 

＜色彩＞ 

(4)けばけばしい色彩とせず、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観及び敷地内の状

況との調和が得られるものとすること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(5)敷地面積が 1.0 ヘクタール以上であるもの（都市計画法第８条に規定する用途地

域内のものを除く。）にあっては、原則として、その敷地の 20 パーセント以上を

緑化すること。 

(6)常緑の中高木を主体とする樹木により施設の規模に応じた修景緑化を図ること。 

(7)道路から後退してできる空地には、特に緑化に努めること。 

(8)植栽は、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる樹種とする

こと。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(9)敷地内に生育する樹林については、できるだけ残すこと。やむを得ず樹林を伐採

する必要が生じたときは、必要最小限にとどめること。 

(10)樹姿又は樹勢が優れた樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生かせる

よう配すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、できる

だけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に努める

こと。 

9  電気供給

のための電線

路、有線電気

通信のための

線路又は空中

線系（その支

持物を含む。）

の新設、増築

又は改築 

＜敷地内における位置＞ 

(1)鉄塔は、原則として、道路沿いには設置しないこと。やむを得ず設置する場合は、

道路からできるだけ後退して設けること。 

(2)電柱は、できるだけ整理統合を図るとともに、極力目立たない位置となるよう配

慮すること。又、できるだけ道路の路面には設置しないよう努めること。 

＜形態＞ 

(3)形態の簡素化を図ること。 

＜色彩＞ 

(4)色彩は、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観との調和を図ること 

 ＜敷地の緑化措置＞ 

(5)鉄塔の基部周辺は、できるだけ修景緑

化を図ること。 
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（ⅲ）建築物等の移転 

景観形成基準 

それぞれ該当する建築物等の敷地内の位置及び敷地の緑化措置の基準による。 

（ⅳ）建築物等の外観を変更することとなる修繕又は模様替え 

景観形成基準 

それぞれ該当する建築物等の形態、意匠、色彩及び素材の基準による。 

（ⅴ）建築物等の外観の色彩の変更 

景観形成基準 

それぞれ該当する建築物等の形態、意匠、色彩及び素材の基準による。 

（ⅵ）木竹の伐採 

景観形成基準 

(1)伐採は、できるだけ小規模にとどめること。 

(2)河川又は主要道路から望見できる樹姿又は樹勢が優れた樹木は、できるだけ伐採せずその周辺に移

植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に努めること。 

(3)高さ 10 メートル以上又は枝張り 10 メートル以上の樹木は、できるだけ伐採しないこと。 

(4)伐採を行った場合は、その周辺環境を良好に維持できるよう、林縁部への低・中木の植栽、けもの

道等の生物の移動路の確保等必要な代替措置を講じること。 

（ⅶ）屋外における物件の堆積 

景観形成基準 

＜敷地内における位置＞ 

(1)河川又は道路側の敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

(2)原則として、河川又は主要道路から 2 メートル以上後退すること。 

＜形態＞ 

(3)遮へい措置を要するものの集積又は貯蔵の高さは、できるだけ低いものとすること。 

(4)事業所等における原材料・製品、スクラップ等又は建設工事等における資材等の集積又は貯蔵にあ

っては、外部から容易に望見できないよう遮へい措置を講じること。特に、河川又は主要道路に面

する部分にあっては、できるだけ常緑の中高木で遮へい措置を講じること。 

(5)農林水産品置場、商品の展示場等は、物品を整然と集積又は貯蔵するとともに、必要に応じ、敷地

外周部に修景のための植栽をすること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(6)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる樹種とすること。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(7)敷地内に生育する樹林については、できるだけ残すこと。やむを得ず樹林を伐採する必要が生じた

ときは、必要最小限にとどめること。 

(8)樹姿又は樹勢が優れた樹木が敷地内にある場合は、当該樹木を修景に生かせるよう敷地の利用を考

慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、できるだけその周辺に移植す

ること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に努めること。 
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（ⅷ）土石の採取又は鉱物の掘採 

景観形成基準 

(1)河川又は主要道路からできるだけ望見できないよう遮へい措置を講じること。特に、河川又は主要

道路に面する部分は、できるだけ常緑の中高木で遮へい措置を講じること。 

(2)跡地の整正を行うとともに、周辺環境を考慮しつつ、芝、低木及び中高木の植栽等必要な緑化措置

を講じること。 

（ⅸ）水面の埋立て又は干拓 

景観形成基準 

(1)護岸は、できるだけ石材等の自然素材を用い、これにより難い場合はこれを模したものとし、必要

に応じ親水性のある形態となるよう配慮すること。なお、構造については、できるだけ多孔質な構

造とする等生物の生息環境に配慮したものとすること。 

(2)埋立て又は干拓後の土地(法面を含む。)にあっては、周辺環境を考慮しつつ、芝、低木及び中高木

の植栽等必要な措置を講じること。 

（ⅸ）土地の開墾その他土地の形質の変更 

景観形成基準 

＜形態＞ 

(1)造成等に係る切土及び盛土の量は、できるだけ少なくするとともに、法面整正は土羽※によるもの

とすること。やむを得ず擁壁等の構造物を設ける場合にあっては、必要最小限のものとすること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(2)法面が生じる場合にあっては、周辺景観及び周辺環境に配慮し、芝、低木及び中高木の植栽等必要

な緑化措置を講じること。 

(3)駐車場を設置する場合にあっては、敷地外周部に修景緑化を行うとともに、内部空間においても中

高木を取り入れた修景緑化を行い、単調な空間とならないよう配慮すること。ただし、これにより

難い場合は、河川又は主要道路から望見できないよう、植栽による遮へい措置を講じること。 

(4)広場、運動場その他これらに類するもの( 都市計画法第 8 条に規定する用途地域内のものを除く。) 

を設置する場合であって、当該施設に係る敷地の面積が 1.0 ヘクタール以上であるときは、敷地面

積の 20 パーセント以上の敷地を緑化し、河川又は主要道路に面する部分には、中高木を取り入れ

た緑化を行うこと。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(5)樹姿又は樹勢が優れた樹木及び樹林がある場合は、できるだけ保全すること。 

 

※ 土羽：盛土工事における法面、又は、仕上げた法面。 
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ｃ．東海道土山宿景観形成地区 

東海道の吉川から来見川の区間 東海道に面している範囲及びその関連のある通り 
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１．届出の必要な行為と基準項目（法第 8条第 2項第 2号関係） 
 

＜景観計画において定める事項（景観法 第八条 第２項より）＞ 

一  景観計画の区域（以下「景観計画区域」という。）  

二  良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項  

三  第十九条第一項の景観重要建造物又は第二十八条第一項の景観重要樹木の指定の方針（当該景観計画区域内にこれらの

指定の対象となる建造物又は樹木がある場合に限る。）  
 

１）届出の必要な行為 

東海道土山宿景観形成地区においては、これまでの市条例を引き継ぎ、旧東海道に面する土

山宿及びこれと一体となった、歴史的・文化的価値の高い景観に配慮し、以下の行為を届出の

対象とします。 

対象とする行為 対象とする規模 

建築物 

新築、増築、改

築又は移転 

＜塀以外の建築物＞ 

行為後の高さが５メートルを超えるもの 

床面積が 10 平方メートルを超えるもの 

＜塀・門の場合＞ 

行為後の高さが 1.5 メートルを超えるもの 

若しくは長さが 10 メートルを超えるもの 

外観を変更す

ることとなる

修繕等 

＜塀以外の建築物＞ 

行為部分の面積が 10 平方メートルを超えるもの 

＜塀・門の場合＞ 

行為後の高さが 1.5 メートルを超えるもの 

若しくは長さが 10 メートルを超えるもの 

工作物 

（規則で定めるもの

で、下記以外のもの） 

新築、増築、改

築又は移転 

 

外観を変更す

ることとなる

修繕等 

行為後の高さが５メートルを超えるもの 

 垣（生垣を除く。）、

柵、塀その他これ

らに類するもの 

行為後の高さが 1.5 メートルを超えるもの 

若しくは長さが 10 メートルを超えるもの 

汚水又は廃水を処

理する施設 

行為後の高さが 1.5 メートルを超えるもの 

若しくは行為部分の築造面積の合計が 100平方メート

ルを超えるもの 

電気供給のための

電線路、有線電気

通信のための線路

又は空中線系（そ

の支持物を含む。） 

行為後の高さが 13 メートル以上のもの 

 

※「高さ」は、地盤面からの高さとする。 

※規則で定める工作物は、次ページ参照のこと。 
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対象とする行為 対象とする規模 

木竹の伐採 木竹の高さが５メートルを超えるとき 

屋外における物件の堆積 高さが 1.5 メートルを超えるとき 

面積が 100 平方メートルを超えるとき 

期間が 30 日を超えるとき 

土地の開墾、土石の採取、 

鉱物の掘採 

その他の土地の形質の変更 

行為後の法面の高さが 1.5 メートルを超えるとき 

長さが 10 メートルを超えるとき 

行為の部分面積が 100 平方メートルを超えるとき 

水面の埋立て又は干拓 行為後の法面の高さが 1.5 メートルを超えるとき 

長さが 10 メートルを超えるとき 

面積が 100 平方メートルを超えるとき 
 
 

※「高さ」は、地盤面からの高さとする。 

 
 

規則で定める工作物】 

（１） 垣（生垣を除く。）、柵、塀、門、擁壁その他これらに類するもの 

（２） 煙突又はごみ焼却施設 

（３） アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱その他これらに類するもの（屋外広告物法（昭和２４年法律

第１８９号）第２条第１項に規定する屋外広告物（以下「屋外広告物」という。）に該当するものを除く。） 

（４） 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの（屋外広告物に該当するものを除く。） 

（５） 彫像その他これに類するもの（屋外広告物に該当するものを除く。） 

（６） 高架水槽その他給水に関する施設 

（７） メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設 

（８） アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラント※その他これらに類する製造施設 

（９） 石油、ガス、LPG、穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これらに類する施設 

（10） 汚水又は廃水を処理する施設 
（11） 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系（その支持物を含む。） 
（12） その他市長が指定するもの 
 

※ プラント：生産設備。大型機械等。 

 

ただし、以下の行為については、届出対象から除外します。 

 

届出除外とする行為 

① 通常の管理行為、軽易な行為等 

・届出の対象となる規模未満のもの 

・地盤面下における行為 

・工事に必要な仮設の工作物 

② 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 

③ 法令又は他の条例に基づいて定められた区域内で行われる行為 

④ 国・地方公共団体その他規則で定める公共団体が行う行為 
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２）良好な景観づくりに向けた行為の制限 

＜基本的考え方＞ 

１ 建築物等の位置については、東海道のまちなみの連続性を維持し、土山宿の歴史的な景観

との調和を図るよう基準を定める。 

２ 建築物等の形態、意匠及び素材については、原則２階以下とし、現在のまちなみの景観と

調和した落ち着いたものとなるよう基準を定めるものとする。 

３ 建築物等の色彩については、周辺の景観に調和したものとなるよう基準を定めるものとす

る。 

＜指導基準＞ 

（ｉ）建築物( 建築物に附属する門及び塀を除く。)の新築、増築又は改築 

行 為 景観形成基準 

敷地内に 

おける位置 

(1)可能な限り、現在のまちなみの壁面線にそろえること。 

(2)やむを得ず道路より後退させる場合は、伝統的な形式の塀を設置して、まちなみ

の連続性を維持すること。 

(3)原則として、現在のまちなみを形成している敷地形状を維持すること。 

形  態 (1)２階以下とし、可能な限り、軒高、ひさしの高さを現在のまちなみにそろえるこ

と。 

(2)原則として、屋根の形状は切り妻・平入りとすること。 

(3)土蔵は原則として、各々固有の様式により復元修理又は修景すること。 

(4)塀、柵、生垣等は、周辺の景観に調和したものとすること。 

(5)空調室外機等の建築設備は、道路等から見えない位置に設けること。 

(6)屋上等に設ける設備は、できるだけ目立たない位置に設けるとともに、建築物本

体及び周辺景観との調和に配慮したものとすること。これにより難い場合は、目

隠し措置を講じる等修景措置を図ること 

(7)車庫は、伝統的な建築物にデザインを応用し、出入口は、可能な限り木製とする。

やむを得ず鋼製シャッターを使用する場合は、表面を黒又は濃い茶色とすること。 

(8)駐車場等については、可能な限り、同上の塀等で修景すること。 

意  匠 (1)伝統的な建造物に倣ったものにし、まちなみの景観に調和したものとすること。 

(2)建具は、木製又は濃い茶色のサッシとすること。 

(3)窓には、可能な限り木製格子をつけること。 

(4)出入口は、可能な限り格子戸の形式のものにすること。 

(5)外部土間はたたき、モルタル金コテ、石貼り、豆砂利洗い出し又はこれらに類す

るものとすること。 

色  彩 (1)色彩は、白、黒、濃い茶色を基調にすること。 

(2)屋根・ひさしとも黒色、瓦葺とすること。 

(3)樋は、黒又は濃い茶色のものとすること。 
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行 為 景観形成基準 

素  材 (1)外壁の材料は、しっくい※1又はこれに類するものとし、腰部分※2は、板貼り、な

まこ壁※3又はこれに類するものとすること。 

(2)やむを得ない場合は、まちなみの景観に調和した材料を使用すること。 
 

※１ しっくい：消石灰に糊（のり）、すさ、粘土、砂等を混ぜた塗り壁材料。しっくい塗りは日本独特の

工法で、古くから寺院建築・城郭を始め、土蔵、住宅等に使用されている。 

※２ 腰部分：地面から１ｍ程度の間の壁。 

※３ なまこ壁：壁面に平瓦を並べて貼り、瓦の目地（継ぎ目）にしっくいをかまぼこ型に盛り付けて塗

る工法。 

敷地の 

緑化措置 

1)原則として、建築物が周辺景観と融和し、良好な景観の形成及び周辺環境との調和

が図れるよう、樹種の構成及び樹木の配置を考慮した植栽を行うこと。 

(2)原則として、建築物が周辺に与える威圧感、圧迫感及び突出感を和らげるよう、

その高さを勘案した樹種及び樹木を選び、その植栽位置を考慮すること。 

(3)緑豊かな景観とするため、原則として、敷地の 20 パーセント以上の敷地を緑化

すること。 

ただし、都市計画法第８条に規定する用途地域内にあっては、この限りでない。 

(4)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とすること。 

樹木等の 

保全措置 

(1)敷地内に生育する樹林については、できるだけ残すこと。やむを得ず樹林を伐採

する必要が生じたときは、必要最小限にとどめること。 

(2)樹姿又は樹勢が優れた良好な樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生か

せるよう配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、

できるだけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に

努めること。 

（ⅱ）次に掲げる工作物の新設、増築、改築又は移転 

行 為 景観形成基準 

１ 垣、柵、

塀(建築物に附

属するものを

含む)その他こ

れらに類する

もの 

(1)周辺景観及び敷地内の状況に配慮し、調和の得られる形態及び意匠とすること。 

(2)けばけばしい色彩とせず、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観及び敷地内の状

況と調和が得られるものとすること。 

(3)駐車場については、できるだけ同上の塀等で修景すること。 

(4)車庫は、伝統的な建築物にデザインを応用し、出入口は、できるだけ木製とする

こと。やむを得ず鋼製シャッターを使用する場合は、表面を黒又は濃い茶色とする

こと。 

２ 門（建築

物に附属する

ものを含む。） 

(1)周辺景観及び敷地内の状況に配慮し、調和の得られる形態及び意匠とするととも

に、落ち着いた色彩とすること。 

３ 擁壁 (1)道路に面して設ける場合は、できるだけ低いものとすること。 

(2)できるだけ石材等の自然素材を用い、これにより難い場合はこれを模したものと

すること。これらの素材を用いることができない場合は、修景緑化等の措置を講

じること。 
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行 為 景観形成基準 

４ 煙突又は

ご み 焼 却 施

設、アンテナ、

鉄筋コンクリ

ー ト 造 り の

柱、鉄柱その

他これらに類

するもの 

記念塔、電

波塔、物見塔

その他これら

に類するもの 

高架水槽そ

の他給水に関

する施設 

＜敷地内における位置＞ 

(1)周辺に与える威圧感及び突出感を軽減し、かつ、修景緑化を図るための空地を確

保するため、敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

＜形態・意匠＞ 

(2)工作物にありがちな異様な印象を和らげるため、できるだけすっきりとした形態

及び意匠とすること。 

＜色彩＞ 

(3)色彩は、けばけばしいものとせず、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観との調

和を図ること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(4)工作物が周囲に与える威圧感及び突出感を和らげるよう、その高さを勘案した樹

種及び樹木を選び、その植栽位置を考慮すること。 

(5)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とすること。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(6)樹姿又は樹勢が優れた良好な樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生か

せるよう配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、

できるだけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に

努めること。 

(7)敷地内に生育する樹木等については、できるだけ残すこと。 

５ 彫像その

他これらに類

するもの 

 

＜形態・意匠・色彩＞ 

(1)原則として、周辺景観になじむ形態及び意匠とするとともに、けばけばしい色彩

としないこと。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(2)周辺景観との調和を図るため、修景緑化を施すこと。 

(3)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とすること。 
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行 為 景観形成基準 

６ 汚水又は

廃水を処理す

る施設 

＜敷地内における位置＞ 

(1)周辺に与える威圧感及び突出感を軽減し、かつ、修景緑化を図るための空地を確

保するため、敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

＜形態・意匠＞ 

(2)壁面、構造等の意匠ができるだけ周辺景観になじむよう配慮し、外部に設ける配

管類は、できるだけ目立ちにくくすること。 

＜色彩＞ 

(3)色彩は、けばけばしいものとせず、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観との調

和を図ること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(4)工作物が周囲に与える威圧感及び突出感を和らげるよう、その高さを勘案した樹

種及び樹木を選び、その植栽位置を考慮すること。 

(5)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とすること。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(6)樹姿又は樹勢が優れた良好な樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生か

せるよう配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、

できるだけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に

努めること。 

(7)敷地内に生育する樹木等については、できるだけ残すこと。 

７ メリーゴ

ーランド、観

覧車、飛行塔、

コースター、

ウォーターシ

ュートその他

これらに類す

る遊戯施設 

＜敷地内における位置＞ 

(1)周囲に与える威圧感及び異様さを軽減し、かつ、修景緑化を図るための空地を確

保するため、敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(2)敷地外周部には、施設の規模に応じた樹木で、周辺景観との緩衝帯となる植栽を

行うこと。 

(3)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とすること。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(4)樹姿又は樹勢が優れた良好な樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生か

せるよう配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、

できるだけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に

努めること。 

(5)敷地内に生育する樹木等については、できるだけ残すこと。 
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行 為 景観形成基準 

８ アスファ

ル ト プ ラ ン

ト、コンクリ

ー ト プ ラ ン

ト、クラッシ

ャープラント

その他これに

類する製造施

設 

 石油、ガス、

LPG、穀物、

飼料等を貯蔵

する施設その

他これらに類

する施設 

＜敷地内における位置＞ 

(1)周辺に与える威圧感及び突出感を軽減し、かつ、修景緑化を図るための空地を確

保するため、敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

＜意匠＞ 

(2)壁面、構造等の意匠ができるだけ周辺景観になじむよう配慮し、外部に設ける配

管類は、できるだけ目立ちにくくすること。 

＜色彩＞ 

(3)色彩は、けばけばしいものとせず、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観との調

和を図ること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(4)工作物が周囲に与える威圧感及び突出感を和らげるよう、その高さを勘案した樹

種及び樹木を選び、その植栽位置を考慮すること。 

(5)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とすること。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(6)樹姿又は樹勢が優れた良好な樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生か

せるよう配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、

できるだけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に

努めること。 

(7)敷地内に生育する樹木等については、できるだけ残すこと。 

９ 電気供給

のための電線

路、有線電気

通信のための

線路又は空中

線系（その支

持物を含む。） 

＜敷地内における位置＞ 

(1)鉄塔は、原則として、道路沿いには設置しないこと。やむを得ず設置する場合は、

道路からできるだけ後退して設けること。 

(2)電柱は、できるだけ整理統合を図るとともに、極力目立たない位置となるよう配

慮すること。又、できるだけ道路の路面には設置しないよう努めること。 

＜形態＞ 

(3)形態の簡素化を図ること。 

＜色彩＞ 

(4)色彩は、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観との調和を図ること 

＜敷地の緑化措置＞ 

(5)鉄塔の基部周辺は、できるだけ修景緑化を図ること。 
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（ⅲ）建築物等の移転 

景観形成基準 

甲賀市全体と同じ 

・それぞれ該当する建築物等の敷地内の位置及び敷地の緑化措置の基準による。 

（ⅳ）建築物等の外観を変更することとなる修繕又は模様替え 

景観形成基準 

・それぞれ該当する建築物等の形態、意匠、色彩及び素材の基準による。 

 

（ⅴ）建築物等の外観の色彩の変更 

景観形成基準 

・それぞれ該当する建築物等の形態、意匠、色彩及び素材の基準による。 

（ⅵ）木竹の伐採 

景観形成基準 

(1)伐採は、できるだけ小規模にとどめること。 

(2)道路から望見できる樹姿又は樹勢が優れた樹木は、できるだけ伐採せずその周辺に移植すること。

移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に努めること。 

(3)高さ 10 メートル以上又は枝張り 10 メートル以上の樹木は、できるだけ伐採しないこと。 

(4)伐採を行った場合は、その周辺環境を良好に維持できるよう、林縁部への低・中木の植栽、けもの

道等の生物の移動路の確保等必要な代替措置を講じること。 

（ⅶ）屋外における物件の堆積 

景観形成基準 

＜敷地内における位置＞ 

(1)道路側の敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

(2)原則として、道路から 2 メートル以上後退すること。 

＜形態＞ 

(3)遮へい措置を要するものの集積又は貯蔵の高さは、できるだけ低いものとすること。 

(4)事業所等における原材料・製品、スクラップ等又は建設工事等における資材等の集積又は貯蔵にあ

っては、外部から容易に望見できないよう遮へい措置を講じること。特に、道路に面する部分にあ

っては、できるだけ常緑の中高木で遮へい措置を講じること。 

(5)農林水産品置場、商品の展示場等は、物品を整然と集積又は貯蔵するとともに、必要に応じ、敷地

外周部に修景のための植栽をすること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(6)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる樹種とすること。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(7)敷地内に生育する樹林については、できるだけ残すこと。やむを得ず樹林を伐採する必要が生じた

ときは、必要最小限にとどめること。 

(8)樹姿又は樹勢が優れた樹木が敷地内にある場合は、当該樹木を修景に生かせるよう敷地の利用を考

慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、できるだけその周辺に移植す

ること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に努めること。 
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（ⅷ）土石の採取又は鉱物の掘採 

景観形成基準 

(1)道路からできるだけ望見できないよう遮へい措置を講じること。特に、道路に面する部分は、でき

るだけ常緑の中高木で遮へい措置を講じること。 

(2)跡地の整正を行うとともに、周辺環境を考慮しつつ、芝、低木及び中高木の植栽等必要な緑化措置

を講じること。 

（ⅸ）水面の埋立て又は干拓 

景観形成基準 

(1)護岸は、できるだけ石材等の自然素材を用い、これにより難い場合はこれを模したものとし、必要

に応じ親水性のある形態となるよう配慮すること。なお、構造については、できるだけ多孔質な構

造とする等生物の生息環境に配慮したものとすること。 

(2)埋立て又は干拓後の土地(法面を含む。)にあっては、周辺環境を考慮しつつ、芝、低木及び中高木

の植栽等必要な措置を講じること。 

（ⅹ）土地の開墾その他土地の形質の変更 

景観形成基準 

＜形態＞ 

(1)造成等に係る切土及び盛土の量は、できるだけ少なくするとともに、法面整正は土羽※によるもの

とすること。やむを得ず擁壁等の構造物を設ける場合にあっては、必要最小限のものとすること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(2)法面が生じる場合にあっては、周辺景観及び周辺環境に配慮し、芝、低木及び中高木の植栽等必要

な緑化措置を講じること。 

(3)駐車場を設置する場合にあっては、敷地外周部に修景緑化を行うとともに、内部空間においても中

高木を取り入れた修景緑化を行い、単調な空間とならないよう配慮すること。ただし、これにより

難い場合は、河川又は主要道路から望見できないよう、植栽による遮へい措置を講じること。 

(4)広場、運動場その他これらに類するもの（都市計画法第 8 条に規定する用途地域内のものを除く。）

を設置する場合であって、当該施設に係る敷地の面積が 1.0 ヘクタール以上であるときは、敷地面

積の 20 パーセント以上の敷地を緑化し、河川又は主要道路に面する部分には、中高木を取り入れ

た緑化を行うこと。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(5)樹姿又は樹勢が優れた樹木及び樹林がある場合は、できるだけ保全すること。 

 

※ 土羽：盛土工事における法面、又は、仕上げた法面。 
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ｄ．土山地域国道 1号等沿道景景観形成地区 

① 国道 1 号（土山地域の範囲） 
道路敷及び道路境界から片側50メートル以内の

両側の区域 

② 国道 477 号全区間（土山地域の範囲） 
道路敷及び道路境界から片側50メートル以内の

両側の区域 

③ 県道岩室北土山線（539 号） 

（国道１号～市道南土山線） 

道路敷及び道路境界から片側50メートル以内の

両側の区域 

④ 県道大河原北土山線全区間（9 号） 
道路敷及び道路境界から片側50メートル以内の

両側の区域 

⑤ 県道鮎河猪鼻線全区間（507 号） 
道路敷及び道路境界から片側50メートル以内の

両側の区域 

⑥ 県道黒川山中線全区間（187 号） 
道路敷及び道路境界から片側50メートル以内の

両側の区域 

⑦ 市道北土山線（トラバースロード） 

（県道大河原北土山線～ 

市道鮎川・横尾線の間） 

道路敷及び道路境界から片側50メートル以内の

両側の区域 
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１．届出の必要な行為と基準項目（法第 8条第 2項第 2号関係） 
 

＜景観計画において定める事項（景観法 第八条 第２項より）＞ 

一  景観計画の区域（以下「景観計画区域」という。）  

二  良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項  

三  第十九条第一項の景観重要建造物又は第二十八条第一項の景観重要樹木の指定の方針（当該景観計画区域内にこれらの

指定の対象となる建造物又は樹木がある場合に限る。）  
 

１）届出の必要な行為 

国道 1 号等沿道景観形成地区においては、これまでの市条例を引き継ぎ、土山地域にふさわ

しい調和ある沿道の景観の形成に向けて、以下の行為を届出の対象とします。 

対象とする行為 対象とする規模 

建築物 

新築、増築、改

築又は移転 

＜塀以外の建築物＞ 

行為後の高さが５メートルを超えるもの 

床面積が 10 平方メートルを超えるもの 

＜塀・門の場合＞ 

行為後の高さが 1.5 メートルを超えるもの 

若しくは長さが 10 メートルを超えるもの 

外観を変更す

ることとなる

修繕等 

＜塀以外の建築物＞ 

行為部分の面積が 10 平方メートルを超えるもの 

＜塀・門の場合＞ 

行為後の高さが 1.5 メートルを超えるもの 

若しくは長さが 10 メートルを超えるもの 

工作物 

（規則で定めるもの

で、下記以外のもの） 

新築、増築、改

築又は移転 

 

外観を変更す

ることとなる

修繕等 

行為後の高さが５メートルを超えるもの 

 垣（生垣を除く。）、

柵、塀その他これ

らに類するもの 

行為後の高さが 1.5 メートルを超えるもの 

若しくは長さが 10 メートルを超えるもの 

汚水又は廃水を処

理する施設 

行為後の高さが 1.5 メートルを超えるもの 

若しくは行為部分の築造面積の合計が 100平方メート

ルを超えるもの 

電気供給のための

電線路、有線電気

通信のための線路

又は空中線系（そ

の支持物を含む。） 

行為後の高さが 13 メートル以上のもの 

 

※「高さ」は、地盤面からの高さとする。 

※規則で定める工作物は、次ページ参照のこと 
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対象とする行為 対象とする規模 

木竹の伐採 木竹の高さが５メートルを超えるとき 

屋外における物件の堆積 高さが 1.5 メートルを超えるとき 

面積が 100 平方メートルを超えるとき 

期間が 30 日を超えるとき 

土地の開墾、土石の採取、 

鉱物の掘採 

その他の土地の形質の変更 

行為後の法面の高さが 1.5 メートルを超えるとき 

長さが 10 メートルを超えるとき 

行為の部分面積が 100 平方メートルを超えるとき 

水面の埋立て又は干拓 行為後の法面の高さが 1.5 メートルを超えるとき 

長さが 10 メートルを超えるとき 

面積が 100 平方メートルを超えるとき 
 
 

※「高さ」は、地盤面からの高さとする。 
 

 

規則で定める工作物】 

（１） 垣（生垣を除く。）、柵、塀、門、擁壁その他これらに類するもの 

（２） 煙突又はごみ焼却施設 

（３） アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱その他これらに類するもの（屋外広告物法（昭和２４年法律

第１８９号）第２条第１項に規定する屋外広告物（以下「屋外広告物」という。）に該当するものを除く。） 

（４） 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの（屋外広告物に該当するものを除く。） 

（５） 彫像その他これに類するもの（屋外広告物に該当するものを除く。） 

（６） 高架水槽その他給水に関する施設 

（７） メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設 

（８） アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラント※その他これらに類する製造施設 

（９） 石油、ガス、LPG、穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これらに類する施設 

（10） 汚水又は廃水を処理する施設 
（11） 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系（その支持物を含む。） 
（12） その他市長が指定するもの 
 

※ プラント：生産設備。大型機械等。 
 

 

ただし、以下の行為については、届出対象から除外します。 

 

届出除外とする行為 

① 通常の管理行為、軽易な行為等 

・届出の対象となる規模未満のもの 

・地盤面下における行為 

・工事に必要な仮設の工作物 

② 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 

③ 法令又は他の条例に基づいて定められた区域内で行われる行為 

④ 国・地方公共団体その他規則で定める公共団体が行う行為 
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２）良好な景観づくりに向けた行為の制限 

＜基本的考え方＞ 

１ 大規模建築物等指導基準に準じ、土山にふさわしい調和ある沿道景観形成に努める。 

 

＜指導基準＞ 

（ｉ）建築物(建築物に附属する門及び塀を除く。)の新築、増築又は改築 

行 為 景観形成基準 

敷地内に 

おける位置 

(1)原則として、周辺に与える威圧感を軽減し、かつ、修景緑化を図るための空地を

確保するため、敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

(2)原則として、道路に威圧感及び圧迫感を与えないよう、特に道路から後退するこ

と。 

(3)敷地内の建築物及び工作物の規模を勘案して、釣合いよく配置すること。 

形  態 (1)周辺景観との調和に配慮し、全体的にまとまりのある形態とすること。 

(2)周辺の建築物の多く※1が入母屋や切妻等の形態の屋根をもった地区にあってはこ

れらの屋根の形態との調和を図るため、周辺に山りょう※２又は樹林地がある地区

にあっては山りょう又は樹木の形態と調和を図るため、原則として、こう配のあ

る屋根を設けること。 

(3)屋上に設ける設備は、できるだけ目立たない位置に設けるとともに、建築物本体

及び周辺景観との調和に配慮したものとすること。これにより難い場合は、目隠

し措置を講じる等修景措置を講じること。 

(4)屋上工作物は、建築物本体の形態と調和を図るとともに、スカイライン※3に与え

る影響を軽減させるよう、できるだけすっきりとした形態とすること。 

 

※１ 周辺の建築物の多く：建築物の敷地境界線から 30メートル以内にある主要な建築物の 7 割以上。 

※２ 山りょう：山頂から山頂へ続く峰すじ。山の尾根(おね)。 

※３ スカイライン：空を背景として、建築物や山岳の稜線などが描く輪郭線 

意  匠 (1)屋根、壁面、開口部等の意匠に配慮し、威圧感及び圧迫感を軽減するよう努める

こと。 

(2)外見できる壁面等の意匠の釣合いに配慮し、建築物全体としてまとまりのある意

匠とすること。 
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行 為 景観形成基準 

色  彩 (1)けばけばしい色彩とせず、周辺景観との調和を図ること。 

(2)外観及び屋根の基調色は、次のとおりとすること。 

色 相 
明 度 彩 度 

下限値 上限値 

0.1R～10G ３以上 ６以下 

0.1BG～10RP ３以上 ３以下 

無彩色 ３以上 ― 

※屋根の基調色は、彩度のみの適用とする。 

※しっくい※１、べんがら※２等の自然素材を使用する場合や、周辺景観と調和すると

認められる場合にはその限りではありません。 

(3)建築物に落ち着きをもたせるため、色彩の性質を十分考慮すること。 

(4)周辺景観の色相と対比する色相を使用する場合にあっては、周辺の色調及び規模

に十分留意し、対比調和の効果が発揮できるよう十分考慮すること。 

(5)屋上工作物の色彩は、建築物本体及び周辺景観との調和が図れるものとすること。 

 

※１ しっくい：消石灰に糊（のり）、すさ、粘土、砂等を混ぜた塗り壁材料。しっくい塗りは日本独特の

工法で、古くから寺院建築・城郭を始め、土蔵、住宅等に使用されている。 

※２ べんがら：土から採れる酸化鉄による赤色塗料。紅殻、弁柄とも呼ばれる。防虫、防腐の機能性か

ら家屋のベンガラ塗りとしても使用される。弁柄色は JIS慣用色名でもあり、マンセル値8R 3.5/7

と規定されている。 

素  材 (1)周辺景観になじみ、かつ、長期間にわたって良好な景観が維持できるよう、耐久

性及び耐候性に優れた素材を使用すること。 

(2)のどかな自然地又は集落地にあっては、不調和かつ浮出した印象にならないよう、

冷たさを感じさせる素材又は反射光のある素材を壁面等の大部分にわたって使用

することは避けること。 

敷地の 

緑化措置 

(1)原則として、建築物が周辺景観と融和し、良好な景観の形成及び周辺環境との調

和が図れるよう、樹種の構成及び樹木の配置を考慮した植栽を行うこと。 

(2)原則として、建築物が周辺に与える威圧感、圧迫感及び突出感を和らげるよう、

その高さを勘案した樹種及び樹木を選び、その植栽位置を考慮すること。 

(3)緑豊かな景観とするため、原則として、敷地の 20 パーセント以上の敷地を緑化

すること。 

ただし、都市計画法第８条に規定する用途地域内にあっては、この限りでない。 

(4)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とすること。 

樹木等の 

保全措置 

(1)敷地内に生育する樹林については、できるだけ残すこと。やむを得ず樹林を伐採

する必要が生じたときは、必要最小限にとどめること。 

(2)樹姿又は樹勢が優れた良好な樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生か

せるよう配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、

できるだけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に

努めること。 
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（ⅱ）次に掲げる工作物の新設、増築、改築又は移転 

行 為 景観形成基準 

１ 垣、柵、

塀（建築物に

附属するもの

を含む。）その

他これらに類

するもの 

(1)周辺景観及び敷地内の状況に配慮し、調和の得られる形態及び意匠とすること。 

(2)建築物の敷地では、できるだけ樹木（生垣）、木材、石材等の自然素材を用い、こ

れにより難い場合は、これを模した仕上げとなる意匠とすること。 

(3)道路に面して設ける場合は、できるだけ樹木（生垣）によること。 

(4)けばけばしい色彩とせず、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観及び敷地内の状

況との調和が得られるものとすること。 

２ 門（建築

物に附属する

ものを含む。） 

(1)周辺景観及び敷地内の状況に配慮し、調和の得られる形態及び意匠とするととも

に、落ち着いた色彩とすること。 

３ 擁壁 (1)道路に面して設ける場合は、できるだけ低いものとすること。 

(2)できるだけ石材等の自然素材を用い、これにより難い場合はこれを模したものと

すること。これらの素材を用いることができない場合は、修景緑化等の措置を講

じること。 

４ 煙突又は

ご み 焼 却 施

設、アンテナ、

鉄筋コンクリ

ー ト 造 り の

柱、鉄柱その

他これらに類

するもの 

記念塔、電

波塔、物見塔

その他これら

に類するもの 

高架水槽そ

の他給水に関

する施設 

＜敷地内における位置＞ 

(1)周辺に与える威圧感及び突出感を軽減し、かつ、修景緑化を図るための空地を確

保するため、敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

＜形態・意匠＞ 

(2)工作物にありがちな異様な印象を和らげるため、できるだけすっきりとした形態

及び意匠とすること。 

＜色彩＞ 

(3)色彩は、けばけばしいものとせず、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観との調

和を図ること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(4)工作物が周囲に与える威圧感及び突出感を和らげるよう、その高さを勘案した樹

種及び樹木を選び、その植栽位置を考慮すること。 

(5)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とすること。  

＜樹木等の保全措置＞ 

(6)樹姿又は樹勢が優れた良好な樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生か

せるよう配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、

できるだけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に

努めること。 

(7)敷地内に生育する樹木等については、できるだけ残すこと。 

５ 彫像その

他これに類す

るもの 

(1)原則として、周辺景観になじむ形態及び意匠とするとともに、けばけばしい色彩

としないこと。 

(2)周辺景観との調和を図るため、修景緑化を施すこと。 

(3)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とすること。 
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行 為 景観形成基準 

6  汚水又は

廃水を処理す

る施設 

＜敷地内における位置＞ 

(1)周辺に与える威圧感及び突出感を軽減し、かつ、修景緑化を図るための空地を確

保するため、敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

＜形態・意匠＞ 

(2)壁面、構造等の意匠ができるだけ周辺景観になじむよう配慮し、外部に設ける配

管類は、できるだけ目立ちにくくすること。 

＜色彩＞ 

(3)色彩は、けばけばしいものとせず、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観との調

和を図ること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(4 工作物が周囲に与える威圧感及び突出感を和らげるよう、その高さを勘案した樹

種及び樹木を選び、その植栽位置を考慮すること。 

(5)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とすること。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(6)樹姿又は樹勢が優れた良好な樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生か

せるよう配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、

できるだけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に

努めること。 

(7)敷地内に生育する樹木等については、できるだけ残すこと。 

７ メリーゴ

ーランド、観

覧車、飛行塔、

コースター、

ウォーターシ

ュートその他

これらに類す

る遊戯施設 

＜敷地内における位置＞ 

(1)周囲に与える威圧感及び異様さを軽減し、かつ、修景緑化を図るための空地を確

保するため、敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(2)敷地外周部には、施設の規模に応じた樹木で、周辺景観との緩衝帯となる植栽を

行うこと。 

(3)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とすること。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(4)樹姿又は樹勢が優れた良好な樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生か

せるよう配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、

できるだけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に

努めること。 

(5)敷地内に生育する樹木等については、できるだけ残すこと。 



 

81 

 

第
３
章 

 

甲
賀
市
景
観
計
画
区
域 

 

 

第
４
章 

景
観
形
成
地
区 

ａ
．
国
道
３
０
７
号
沿
道 

景
観
形
成
地
区 

 

  

ｂ
．
杣
川
河
川
景
観
形
成
地
区 

  

ｃ
．
東
海
道
土
山 

 

景
観
形
成
地
区 

 

ｄ
．
国
道
１
号
等
沿
道 

景
観
形
成
地
区 

  

ｅ
．
土
山
地
域 

や
ま
な
み
景
観
形
成
地
区 

  

ｆ
．
土
山
地
域
東
海
道 

ま
ち
な
み
景
観
形
成
地
区 

 

行 為 景観形成基準 

８ アスファ

ル ト プ ラ ン

ト、コンクリ

ー ト プ ラ ン

ト、クラッシ

ャープラント

その他これら

に類する製造

施 設 及 び 石

油 、 ガ ス 、

LPG、穀物、

飼料等を貯蔵

する施設その

他これらに類

するもの 

＜敷地内における位置＞ 

(1)周辺に与える威圧感及び突出感を軽減し、かつ、修景緑化を図るための空地を確

保するため、敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

＜意匠＞ 

(2)壁面、構造等の意匠ができるだけ周辺景観になじむよう配慮し、外部に設ける配

管類は、できるだけ目立ちにくくすること。 

＜色彩＞ 

(3)色彩は、けばけばしいものとせず、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観との調

和を図ること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(4)工作物が周囲に与える威圧感及び突出感を和らげるよう、その高さを勘案した樹

種及び樹木を選び、その植栽位置を考慮すること。 

(5)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とすること。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(6)樹姿又は樹勢が優れた良好な樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生か

せるよう配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、

できるだけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に

努めること。 

(7)敷地内に生育する樹木等については、できるだけ残すこと。 

９ 電気供給

のための電線

路、有線電気

通信のための

線路又は空中

線系（その支

持物を含む。） 

＜敷地内における位置＞ 

(1)鉄塔は、原則として、道路沿いには設置しないこと。やむを得ず設置する場合は、

道路からできるだけ後退して設けること。 

(2)電柱は、できるだけ整理統合を図るとともに、極力目立たない位置となるよう配

慮すること。又、できるだけ道路の路面には設置しないよう努めること。 

＜形態＞ 

(3)形態の簡素化を図ること。 

＜色彩＞ 

(4)色彩は、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観との調和を図ること 

＜敷地の緑化措置＞ 

(5)鉄塔の基部周辺は、できるだけ修景緑化を図ること。 

 
 

（ⅲ）建築物等の移転 

景観形成基準 

・それぞれ該当する建築物等の敷地内の位置及び敷地の緑化措置の基準による。 

（ⅳ）建築物等の外観を変更することとなる修繕又は模様替え 

景観形成基準 

・建築物等の外観を変更することとなる修繕、模様替えについては（ｉ）又は（ⅱ）のそれぞれ該当

する形態、意匠及び色彩に関する基準、建築物等の色彩の変更については（ｉ）又は（ⅱ）のそれぞ

れ該当する色彩に関する基準による。 
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（ⅴ）建築物等の外観の色彩の変更 

景観形成基準 

・建築物等の外観を変更することとなる修繕、模様替えについては（ｉ）又は（ⅱ）のそれぞれ該当

する形態、意匠及び色彩に関する基準、建築物等の色彩の変更については（ｉ）又は（ⅱ）のそれぞ

れ該当する色彩に関する基準による。 

（ⅵ）木竹の伐採 

景観形成基準 

(1)景観上優れた区域は、周辺景観を良好に維持するよう草木等の管理に努めるとともに、伐採する場

合は、できるだけ小規模にとどめること。 

又、やむを得ず伐採を行った場合は、その周辺景観を良好に維持できるよう代替措置(植栽等)を講

じること。 

(2)樹姿又は、樹勢が優れた樹木は、できるだけ伐採せずその周辺に移植すること。 

（ⅶ）屋外における物件の堆積 

景観形成基準 

＜敷地内における位置＞ 

(1)道路側の敷地境界線からできるだけ多く後退させ、外部から見通すことができない場所で行うこ

と。 

(2)遮へい措置を有するものの集積又は貯蔵の高さは、できるだけ低いものとすること。 

＜形態＞ 

(3)物品の集積又は貯蔵の期間が 30 日を超えて継続しないこと。 

(4)やむを得ず屋外に物品の集積又は貯蔵を長期する場合は、周辺の環境を阻害しないよう緑化措置を

講じて保全すること。 

特に、道路に面する部分は、できるだけ常緑の中高木で遮へい措置を講じること。 

(5)事務所等における原材料、製品、スクラップ等又は、建設工事等における資材等の集積又は貯蔵は、

外部から容易に望見できないよう敷地外部に遮へい措置を講じること。 

(6)既に集積又は貯蔵されているものについては、基準に基づく措置を講じるよう指導する。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(7)植栽は、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木との調和が得られる樹種とすること。 

（ⅷ）土石の採取又は鉱物の掘採 

景観形成基準 

(1)道路からできるだけ望見できないよう遮へい措置を講じること。特に、道路に面する部分は、でき

るだけ常緑の中高木で遮へい措置を講じること。 

(2)跡地の整正を行うとともに、周辺環境を考慮しつつ、芝、低木及び中高木の植栽等必要な緑化措置

を講じること。 

（ⅸ）水面の埋立て又は干拓 

景観形成基準 

(1)護岸は、できるだけ石材等の自然素材を用い、これにより難い場合はこれを模したものとし、必要

に応じ親水性のある形態となるよう配慮すること。なお、構造については、できるだけ多孔質な構

造とする等生物の生息環境に配慮したものとすること。 

(2)埋立て又は干拓後の土地(法面を含む。)にあっては、周辺環境を考慮しつつ、芝、低木及び中高木

の植栽等必要な措置を講じること。 
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（ⅹ）土地の開墾その他土地の形質の変更 

景観形成基準 

＜形態＞ 

(1)造成等に係る切土及び盛土の量は、できるだけ少なくするとともに、法面整正は土羽※によるもの

とすること。やむを得ず擁壁等の構造物を設ける場合にあっては、必要最小限のものとし、石材等

の自然素材を用い、これらの素材を用いることができない場合は、これを模したものを用いること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(2)法面が生じる場合にあっては、周辺景観及び周辺環境に配慮し、芝、低木及び中高木の植栽等必要

な緑化措置を講じること。 

(3)駐車場を設置する場合にあっては、敷地外周部に修景緑化を行うとともに、内部空間においても中

高木を取り入れた修景緑化を行い、単調な空間とならないよう配慮すること。ただし、これにより

難い場合は、河川又は主要道路から望見できないよう、植栽による遮へい措置を講じること。 

(4)広場、運動場その他これらに類するもの( 都市計画法第 8 条に規定する用途地域内のものを除く。) 

を設置する場合であって、当該施設に係る敷地の面積が 1.0 ヘクタール以上であるときは、敷地面

積の 20 パーセント以上の敷地を緑化し、河川又は主要道路に面する部分には、中高木を取り入れ

た緑化を行うこと。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(5)樹姿又は樹勢が優れた樹木及び樹林がある場合は、できるだけ保全すること。 

 

※ 土羽：盛土工事における法面、又は、仕上げた法面。 
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ｅ．土山地域やまなみ景観形成地区 

① 鈴鹿スカイライン周辺地区 
道路敷及び道路境界から片側 200 メートル以内の両側の区域、

又は道路から望見できる区域 

② 野洲川ダム周辺地区 
道路敷及び道路境界から片側 200 メートル以内の両側の区域、

又は道路から望見できる区域 

③ 青土ダム周辺地区 
道路敷及び道路境界から片側 200 メートル以内の両側の区域、

又は道路から望見できる区域 

④ 大河原園地周辺地区 

野洲川のふれあい橋から宮下橋の区間で、左岸境界から市道まで

及び右岸境界から 200 メートル以内の区域、又は周辺の道路か

ら望見できる区域 

⑤ へつじ随道周辺地区 随道半径 200 メートル以内の区域 
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１．届出の必要な行為と基準項目（法第 8条第 2項第 2号関係） 
 

＜景観計画において定める事項（景観法 第八条 第２項より）＞ 

一  景観計画の区域（以下「景観計画区域」という。）  

二  良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項  

三  第十九条第一項の景観重要建造物又は第二十八条第一項の景観重要樹木の指定の方針（当該景観計画区域内にこれらの

指定の対象となる建造物又は樹木がある場合に限る。）  
 

１）届出の必要な行為 

環境保全地区においては、これまでの市条例を引き継ぎ、高山植物群落、水生植物群落、森

林鎮守の杜等による土山らしい景観を保護するため、以下の行為を届出の対象とします。 

対象とする行為 対象とする規模 

建築物 

新築、増築、改

築又は移転 

＜塀以外の建築物＞ 

行為後の高さが５メートルを超えるもの 

床面積が 10 平方メートルを超えるもの 

＜塀・門の場合＞ 

行為後の高さが 1.5 メートルを超えるもの 

若しくは長さが 10 メートルを超えるもの 

外観を変更す

ることとなる

修繕等 

＜塀以外の建築物＞ 

行為部分の面積が 10 平方メートルを超えるもの 

＜塀・門の場合＞ 

行為後の高さが 1.5 メートルを超えるもの 

若しくは長さが 10 メートルを超えるもの 

工作物 

（規則で定めるもの

で、下記以外のもの） 

新築、増築、改

築又は移転 

 

外観を変更す

ることとなる

修繕等 

行為後の高さが５メートルを超えるもの 

 垣（生垣を除く。）、

柵、塀その他これ

らに類するもの 

行為後の高さが 1.5 メートルを超えるもの 

若しくは長さが 10 メートルを超えるもの 

汚水又は廃水を処

理する施設 

行為後の高さが 1.5 メートルを超えるもの 

若しくは行為部分の築造面積の合計が 100平方メート

ルを超えるもの 

電気供給のための

電線路、有線電気

通信のための線路

又は空中線系（そ

の支持物を含む。） 

行為後の高さが 13 メートル以上のもの 

 

※「高さ」は、地盤面からの高さとする。 

※規則で定める工作物は、次ページ参照のこと 
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対象とする行為 対象とする規模 

木竹の伐採 木竹の高さが５メートルを超えるとき 

屋外における物件の堆積 高さが 1.5 メートルを超えるとき 

面積が 100 平方メートルを超えるとき 

期間が 30 日を超えるとき 

土地の開墾、土石の採取、 

鉱物の掘採 

その他の土地の形質の変更 

行為後の法面の高さが 1.5 メートルを超えるとき 

長さが 10 メートルを超えるとき 

行為の部分面積が 100 平方メートルを超えるとき 

水面の埋立て又は干拓 行為後の法面の高さが 1.5 メートルを超えるとき 

長さが 10 メートルを超えるとき 

面積が 100 平方メートルを超えるとき 
 
 

※「高さ」は、地盤面からの高さとする。 

 
 

規則で定める工作物】 

（１） 垣（生垣を除く。）、柵、塀、門、擁壁その他これらに類するもの 

（２） 煙突又はごみ焼却施設 

（３） アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱その他これらに類するもの（屋外広告物法（昭和２４年法律

第１８９号）第２条第１項に規定する屋外広告物（以下「屋外広告物」という。）に該当するものを除く。） 

（４） 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの（屋外広告物に該当するものを除く。） 

（５） 彫像その他これに類するもの（屋外広告物に該当するものを除く。） 

（６） 高架水槽その他給水に関する施設 

（７） メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設 

（８） アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラント※その他これらに類する製造施設 

（９） 石油、ガス、LPG、穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これらに類する施設 

（10） 汚水又は廃水を処理する施設 
（11） 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系（その支持物を含む。） 
（12） その他市長が指定するもの 
 

※ プラント：生産設備。大型機械等。 

 

 

ただし、以下の行為については、届出対象から除外します。 

 

届出除外とする行為 

① 通常の管理行為、軽易な行為等 

・届出の対象となる規模未満のもの 

・地盤面下における行為 

・工事に必要な仮設の工作物 

② 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 

③ 法令又は他の条例に基づいて定められた区域内で行われる行為 

④ 国・地方公共団体その他規則で定める公共団体が行う行為 
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２）良好な景観づくりに向けた行為の制限 

＜基本的考え方＞ 

１ 原則として現状の変更は行わない。 

２ やむを得ず建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転等の行為を行う場合は、当

該地区の自然美及び自然環境との調和を図る。 

＜指導基準＞ 

（ｉ）建築物( 建築物に附属する門及び塀を除く。)の新築、増築又は改築 

行 為 景観形成基準 

敷地内に 

おける位置 

(1)原則として、周辺に与える威圧感を軽減し、かつ、修景緑化を図るための空地を

確保するため、敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

(2)原則として、道路に威圧感及び圧迫感を与えないよう、特に道路から後退するこ

と。 

(3)敷地内の建築物及び工作物の規模を勘案して、釣合いよく配置すること。 

形  態 (1)周辺景観との調和に配慮し、全体的にまとまりのある形態とすること。 

(2)周辺の建築物の多く※1が入母屋や切妻等の形態の屋根をもった地区にあってはこ

れらの屋根の形態との調和を図るため、周辺に山りょう※2 又は樹林地がある地区

にあっては山りょう又は樹木の形態と調和を図るため、原則として、こう配のあ

る屋根を設けること。 

(3)屋上に設ける設備は、できるだけ目立たない位置に設けるとともに、建築物本体

及び周辺景観との調和に配慮したものとすること。これにより難い場合は、目隠

し措置を講じる等修景措置を講じること。 

(4)屋上工作物は、建築物本体の形態と調和を図るとともに、スカイライン※3に与え

る影響を軽減させるよう、できるだけすっきりとした形態とすること。 
 

※１ 周辺の建築物の多く：建築物の敷地境界線から 30メートル以内にある主要な建築物の 7 割以上。 

※２ 山りょう：山頂から山頂へ続く峰すじ。山の尾根(おね)。 

※３ スカイライン：空を背景として、建築物や山岳の稜線などが描く輪郭線 

意  匠 (1)屋根、壁面、開口部等の意匠に配慮し、威圧感及び圧迫感を軽減するよう努める

こと。 

(2)外見できる壁面等の意匠の釣合いに配慮し、建築物全体としてまとまりのある意

匠とすること。 
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行 為 景観形成基準 

色  彩 (1)けばけばしい色彩とせず、周辺景観との調和を図ること。 

(2)外観及び屋根の基調色は、次のとおりとすること。 

色 相 
明 度 彩 度 

下限値 上限値 

0.1R～10G ３以上 ６以下 

0.1BG～10RP ３以上 ３以下 

無彩色 ３以上 ― 

※屋根の基調色は、彩度のみの適用とする。 

※しっくい※1、べんがら※2 等の自然素材を使用する場合や、周辺景観と調和すると

認められる場合にはその限りではありません。 

(3)建築物に落ち着きをもたせるため、色彩の性質を十分考慮すること。 

(4)周辺景観の色相と対比する色相を使用する場合にあっては、周辺の色調及び規模

に十分留意し、対比調和の効果が発揮できるよう十分考慮すること。 

(5)屋上工作物の色彩は、建築物本体及び周辺景観との調和が図れるものとすること。 

 

※１ しっくい：消石灰に糊（のり）、すさ、粘土、砂等を混ぜた塗り壁材料。しっくい塗りは日本独特の

工法で、古くから寺院建築・城郭を始め、土蔵、住宅等に使用されている。 

※２ べんがら：土から採れる酸化鉄による赤色塗料。紅殻、弁柄とも呼ばれる。防虫、防腐の機能性か

ら家屋のベンガラ塗りとしても使用される。弁柄色は JIS慣用色名でもあり、マンセル値8R 3.5/7

と規定されている。 

素  材 (1)周辺景観になじみ、かつ、長期間にわたって良好な景観が維持できるよう、耐久

性及び耐候性に優れた素材を使用すること。 

(2)のどかな自然地又は集落地にあっては、不調和かつ浮出した印象にならないよう、

冷たさを感じさせる素材又は反射光のある素材を壁面等の大部分にわたって使用

することは避けること。 

敷地の 

緑化措置 

(1)原則として、建築物が周辺景観と融和し、良好な景観の形成及び周辺環境との調

和が図れるよう、樹種の構成及び樹木の配置を考慮した植栽を行うこと。 

(2)原則として、建築物が周辺に与える威圧感、圧迫感及び突出感を和らげるよう、

その高さを勘案した樹種及び樹木を選び、その植栽位置を考慮すること。 

(3)緑豊かな景観とするため、原則として、敷地の 20 パーセント以上の敷地を緑化

すること。 

ただし、都市計画法第８条に規定する用途地域内にあっては、この限りでない。 

(4)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とすること。 

樹木等の 

保全措置 

(1)敷地内に生育する樹林については、できるだけ残すこと。やむを得ず樹林を伐採

する必要が生じたときは、必要最小限にとどめること。 

(2)樹姿又は樹勢が優れた良好な樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生か

せるよう配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、

できるだけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に

努めること。 
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（ⅱ）次に掲げる工作物の新設、増築、改築又は移転 

行 為 景観形成基準 

１ 垣、柵、

塀（建築物に

附属するもの

を含む。）その

他これらに類

するもの 

(1)周辺景観及び敷地内の状況に配慮し、調和の得られる形態及び意匠とすること。 

(2)建築物の敷地では、できるだけ樹木（生垣）、木材、石材等の自然素材を用い、こ

れにより難い場合は、これを模した仕上げとなる意匠とすること。 

(3)道路に面して設ける場合は、できるだけ樹木（生垣）によること。 

(4)けばけばしい色彩とせず、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観及び敷地内の状

況との調和が得られるものとすること。 

２ 門（建築

物に附属する

ものを含む。） 

(1)周辺景観及び敷地内の状況に配慮し、調和の得られる形態及び意匠とするととも

に、落ち着いた色彩とすること。 

３ 擁壁 (1)道路に面して設ける場合は、できるだけ低いものとすること。 

(2)できるだけ石材等の自然素材を用い、これにより難い場合はこれを模したものと

すること。これらの素材を用いることができない場合は、修景緑化等の措置を講

じること。 

４ 煙突又は

ご み 焼 却 施

設、アンテナ、

鉄筋コンクリ

ー ト 造 り の

柱、鉄柱その

他これらに類

するもの 

記念塔、電

波塔、物見塔

その他これら

に類するもの 

高架水槽そ

の他給水に関

する施設 

＜敷地内における位置＞ 

(1)周辺に与える威圧感及び突出感を軽減し、かつ、修景緑化を図るための空地を確

保するため、敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

＜形態・意匠＞ 

(2)工作物にありがちな異様な印象を和らげるため、できるだけすっきりとした形態

及び意匠とすること。 

＜色彩＞ 

(3)色彩は、けばけばしいものとせず、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観との調

和を図ること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(4)工作物が周囲に与える威圧感及び突出感を和らげるよう、その高さを勘案した樹

種及び樹木を選び、その植栽位置を考慮すること。 

(5)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とすること。  

＜樹木等の保全措置＞ 

(6)樹姿又は樹勢が優れた良好な樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生か

せるよう配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、

できるだけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に

努めること。 

(7)敷地内に生育する樹木等については、できるだけ残すこと。 

５ 彫像その

他これに類す

るもの 

(1)原則として、周辺景観になじむ形態及び意匠とするとともに、けばけばしい色彩

としないこと。 

(2)周辺景観との調和を図るため、修景緑化を施すこと。 

(3)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とすること。 
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行 為 景観形成基準 

６ 汚水又は

廃水を処理す

る施設 

＜敷地内における位置＞ 

(1)周辺に与える威圧感及び突出感を軽減し、かつ、修景緑化を図るための空地を確

保するため、敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

＜形態・意匠＞ 

(2)壁面、構造等の意匠ができるだけ周辺景観になじむよう配慮し、外部に設ける配

管類は、できるだけ目立ちにくくすること。 

＜色彩＞ 

(3)色彩は、けばけばしいものとせず、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観との調

和を図ること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(4)工作物が周囲に与える威圧感及び突出感を和らげるよう、その高さを勘案した樹

種及び樹木を選び、その植栽位置を考慮すること。 

(5)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とすること。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(6)樹姿又は樹勢が優れた良好な樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生か

せるよう配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、

できるだけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に

努めること。 

(7)敷地内に生育する樹木等については、できるだけ残すこと。 

７ メリーゴ

ーランド、観

覧車、飛行塔、

コースター、

ウォーターシ

ュートその他

これらに類す

る遊戯施設 

＜敷地内における位置＞ 

(1)周囲に与える威圧感及び異様さを軽減し、かつ、修景緑化を図るための空地を確

保するため、敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(2)敷地外周部には、施設の規模に応じた樹木で、周辺景観との緩衝帯となる植栽を

行うこと。 

(3)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とすること。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(4)樹姿又は樹勢が優れた良好な樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生か

せるよう配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、

できるだけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に

努めること。 

(5)敷地内に生育する樹木等については、できるだけ残すこと。 
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行 為 景観形成基準 

８ アスファ

ル ト プ ラ ン

ト、コンクリ

ー ト プ ラ ン

ト、クラッシ

ャープラント

その他これら

に類する製造

施 設 及 び 石

油 、 ガ ス 、

LPG、穀物、

飼料等を貯蔵

する施設その

他これらに類

するもの 

＜敷地内における位置＞ 

(1)周辺に与える威圧感及び突出感を軽減し、かつ、修景緑化を図るための空地を確

保するため、敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

＜意匠＞ 

(2)壁面、構造等の意匠ができるだけ周辺景観になじむよう配慮し、外部に設ける配

管類は、できるだけ目立ちにくくすること。 

＜色彩＞ 

(3)色彩は、けばけばしいものとせず、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観との調

和を図ること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(4)工作物が周囲に与える威圧感及び突出感を和らげるよう、その高さを勘案した樹

種及び樹木を選び、その植栽位置を考慮すること。 

(5)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とすること。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(6)樹姿又は樹勢が優れた良好な樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生か

せるよう配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、

できるだけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に

努めること。 

(7)敷地内に生育する樹木等については、できるだけ残すこと。 

９ 電気供給

のための電線

路、有線電気

通信のための

線路又は空中

線系（その支

持物を含む。） 

＜敷地内における位置＞ 

(1)鉄塔は、原則として、道路沿いには設置しないこと。やむを得ず設置する場合は、

道路からできるだけ後退して設けること。 

(2)電柱は、できるだけ整理統合を図るとともに、極力目立たない位置となるよう配

慮すること。又、できるだけ道路の路面には設置しないよう努めること。 

＜形態＞ 

(3)形態の簡素化を図ること。 

＜色彩＞ 

(4)色彩は、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観との調和を図ること 

＜敷地の緑化措置＞ 

(5)鉄塔の基部周辺は、できるだけ修景緑化を図ること。 

 

（ⅲ）建築物等の移転 

景観形成基準 

・それぞれ該当する建築物等の敷地内の位置及び敷地の緑化措置の基準による。 

（ⅳ）建築物等の外観を変更することとなる修繕又は模様替え 

景観形成基準 

・建築物等の外観を変更することとなる修繕、模様替えについては（ｉ）又は（ⅱ）のそれぞれ該当

する形態、意匠及び色彩に関する基準、建築物等の色彩の変更については（ｉ）又は（ⅱ）のそれぞ

れ該当する色彩に関する基準による。 
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（ⅴ）建築物等の外観の色彩の変更 

景観形成基準 

・建築物等の外観を変更することとなる修繕、模様替えについては（ｉ）又は（ⅱ）のそれぞれ該当

する形態、意匠及び色彩に関する基準、建築物等の色彩の変更については（ｉ）又は（ⅱ）のそれぞ

れ該当する色彩に関する基準による。 

（ⅵ）木竹の伐採 

景観形成基準 

(1)景観上優れた区域は、周辺景観を良好に維持するよう草木等の管理に努めるとともに、伐採する場

合は、できるだけ小規模にとどめること。 

又、やむを得ず伐採を行った場合は、その周辺景観を良好に維持できるよう代替措置(植栽等)を講

じること。 

(2)樹姿又は、樹勢が優れた樹木は、できるだけ伐採せずその周辺に移植すること。 

（ⅶ）屋外における物件の堆積 

景観形成基準 

＜敷地内における位置＞ 

(1)道路側の敷地境界線からできるだけ多く後退させ、外部から見通すことができない場所で行うこ

と。 

(2)遮へい措置を有するものの集積又は貯蔵の高さは、できるだけ低いものとすること。 

＜形態＞ 

(3)物品の集積又は貯蔵の期間が 30 日を超えて継続しないこと。 

(4)やむを得ず屋外に物品の集積又は貯蔵を長期する場合は、周辺の環境を阻害しないよう緑化措置を

講じて保全すること。 

特に、道路に面する部分は、できるだけ常緑の中高木で遮へい措置を講じること。 

(5)事務所等における原材料、製品、スクラップ等又は、建設工事等における資材等の集積又は貯蔵は、

外部から容易に望見できないよう敷地外部に遮へい措置を講じること。 

(6)既に集積又は貯蔵されているものについては、基準に基づく措置を講じるよう指導する。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(7)植栽は、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木との調和が得られる樹種とすること。 

（ⅷ）土石の採取又は鉱物の掘採 

景観形成基準 

(1)道路からできるだけ望見できないよう遮へい措置を講じること。特に、道路に面する部分は、でき

るだけ常緑の中高木で遮へい措置を講じること。 

(2)跡地の整正を行うとともに、周辺環境を考慮しつつ、芝、低木及び中高木の植栽等必要な緑化措置

を講じること。 

（ⅸ）水面の埋立て又は干拓 

景観形成基準 

(1)護岸は、できるだけ石材等の自然素材を用い、これにより難い場合はこれを模したものとし、必要

に応じ親水性のある形態となるよう配慮すること。なお、構造については、できるだけ多孔質な構

造とする等生物の生息環境に配慮したものとすること。 

(2)埋立て又は干拓後の土地(法面を含む。)にあっては、周辺環境を考慮しつつ、芝、低木及び中高木

の植栽等必要な措置を講じること。 
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（ⅹ）土地の開墾その他土地の形質の変更 

景観形成基準 

＜形態＞ 

(1)造成等に係る切土及び盛土の量は、できるだけ少なくするとともに、法面整正は土羽※によるもの

とすること。やむを得ず擁壁等の構造物を設ける場合にあっては、必要最小限のものとし、石材等

の自然素材を用い、これらの素材を用いることができない場合は、これを模したものを用いること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(2)法面が生じる場合にあっては、周辺景観及び周辺環境に配慮し、芝、低木及び中高木の植栽等必要

な緑化措置を講じること。 

(3)駐車場を設置する場合にあっては、敷地外周部に修景緑化を行うとともに、内部空間においても中

高木を取り入れた修景緑化を行い、単調な空間とならないよう配慮すること。ただし、これにより

難い場合は、河川又は主要道路から望見できないよう、植栽による遮へい措置を講じること。 

(4)広場、運動場その他これらに類するもの( 都市計画法第 8 条に規定する用途地域内のものを除く。) 

を設置する場合であって、当該施設に係る敷地の面積が 1.0 ヘクタール以上であるときは、敷地面

積の 20 パーセント以上の敷地を緑化し、河川又は主要道路に面する部分には、中高木を取り入れ

た緑化を行うこと。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(5)樹姿又は樹勢が優れた樹木及び樹林がある場合は、できるだけ保全すること。 

 

※ 土羽：盛土工事における法面、又は、仕上げた法面。 
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ｆ．土山地域東海道まちなみ修景地区 

① 大野地区 
東海道の大野交差点から 

野洲川の区間 
東海道に面している範囲 

② 土山地区 
東海道の南土山交差点から 

吉川の区間 
東海道に面している範囲 

③ 土山地区 
東海道の来見川から 

田村神社前交差点の区間 
東海道に面している範囲 
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１．届出の必要な行為と基準項目（法第 8条第 2項第 2号関係） 
 

＜景観計画において定める事項（景観法 第八条 第２項より）＞ 

一  景観計画の区域（以下「景観計画区域」という。）  

二  良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項  

三  第十九条第一項の景観重要建造物又は第二十八条第一項の景観重要樹木の指定の方針（当該景観計画区域内にこれらの

指定の対象となる建造物又は樹木がある場合に限る。）  
 

１）届出の必要な行為 

まちなみ修景地区においては、これまでの市条例を引き継ぎ、旧東海道に面する土山宿及び

これと一体となった、歴史的・文化的価値の高い景観に配慮し、以下の行為を届出の対象とし

ます。 

対象とする行為 対象とする規模 

建築物 

新築、増築、改

築又は移転 

＜塀以外の建築物＞ 

行為後の高さが５メートルを超えるもの 

床面積が 10 平方メートルを超えるもの 

＜塀・門の場合＞ 

行為後の高さが 1.5 メートルを超えるもの 

若しくは長さが 10 メートルを超えるもの 

外観を変更す

ることとなる

修繕等 

＜塀以外の建築物＞ 

行為部分の面積が 10 平方メートルを超えるもの 

＜塀・門の場合＞ 

行為後の高さが 1.5 メートルを超えるもの 

若しくは長さが 10 メートルを超えるもの 

工作物 

（規則で定めるもの

で、下記以外のもの） 

新築、増築、改

築又は移転 

 

外観を変更す

ることとなる

修繕等 

行為後の高さが５メートルを超えるもの 

 垣（生垣を除く。）、

柵、塀その他これ

らに類するもの 

行為後の高さが 1.5 メートルを超えるもの 

若しくは長さが 10 メートルを超えるもの 

汚水又は廃水を処

理する施設 

行為後の高さが 1.5 メートルを超えるもの 

若しくは行為部分の築造面積の合計が 100平方メート

ルを超えるもの 

電気供給のための

電線路、有線電気

通信のための線路

又は空中線系（そ

の支持物を含む。） 

行為後の高さが 13 メートル以上のもの 

 

※「高さ」は、地盤面からの高さとする。 

※規則で定める工作物は、次ページ参照のこと 
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対象とする行為 対象とする規模 

木竹の伐採 木竹の高さが５メートルを超えるとき 

屋外における物件の堆積 高さが 1.5 メートルを超えるとき 

面積が 100 平方メートルを超えるとき 

期間が 30 日を超えるとき 

土地の開墾、土石の採取、 

鉱物の掘採 

その他の土地の形質の変更 

行為後の法面の高さが 1.5 メートルを超えるとき 

長さが 10 メートルを超えるとき 

行為の部分面積が 100 平方メートルを超えるとき 

水面の埋立て又は干拓 行為後の法面の高さが 1.5 メートルを超えるとき 

長さが 10 メートルを超えるとき 

面積が 100 平方メートルを超えるとき 
 
 

※「高さ」は、地盤面からの高さとする。 

 
 

規則で定める工作物】 

（１） 垣（生垣を除く。）、柵、塀、門、擁壁その他これらに類するもの 

（２） 煙突又はごみ焼却施設 

（３） アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱その他これらに類するもの（屋外広告物法（昭和２４年法律

第１８９号）第２条第１項に規定する屋外広告物（以下「屋外広告物」という。）に該当するものを除く。） 

（４） 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの（屋外広告物に該当するものを除く。） 

（５） 彫像その他これに類するもの（屋外広告物に該当するものを除く。） 

（６） 高架水槽その他給水に関する施設 

（７） メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設 

（８） アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラント※その他これらに類する製造施設 

（９） 石油、ガス、LPG、穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これらに類する施設 

（10） 汚水又は廃水を処理する施設 
（11） 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系（その支持物を含む。） 
（12） その他市長が指定するもの 
 

※ プラント：生産設備。大型機械等。 

 

ただし、以下の行為については、届出対象から除外します。 

 

届出除外とする行為 

① 通常の管理行為、軽易な行為等 

・届出の対象となる規模未満のもの 

・地盤面下における行為 

・工事に必要な仮設の工作物 

② 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 

③ 法令又は他の条例に基づいて定められた区域内で行われる行為 

④ 国・地方公共団体その他規則で定める公共団体が行う行為 
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２）良好な景観づくりに向けた行為の制限 

＜基本的考え方＞ 

１ 建築物等の位置については、東海道のまちなみの連続性を維持し、土山宿の歴史的な景観、

あるいは松並木等自然景観との調和を図るよう基準を定める。 

２ 建築物等の形態、意匠及び素材については、原則３階以下とし、現在のまちなみの景観と

調和した落ち着いたものとなるよう基準を定めるものとする。 

３ 建築物等の色彩については、周辺の景観に調和したものとなるよう基準を定めるものとす

る。 

 

＜指導基準＞ 

（ｉ）建築物( 建築物に附属する門及び塀を除く。)の新築、増築又は改築 

行 為 景観形成基準 

敷地内に 

おける位置 

(1)可能な限り、現在のまちなみの壁面線にそろえること。 

(2)やむを得ず道路より後退させる場合は、伝統的な形式の塀を設置して、まちなみ

の連続性を維持すること。 

(3)原則として、現在のまちなみを形成している敷地形状を維持すること 

形  態 (1)３階以下とし、可能な限り、軒高、ひさしの高さを現在のまちなみにそろえるこ

と。 

(2)原則として、切り妻・平入りのものとすること。 

(3)塀、柵、生垣等は、周辺の景観に調和したものとすること。 

(4)駐車場等については、可能な限り、同上の塀等で修景すること。 

(5)屋上等に設ける設備は、できるだけ目立たない位置に設けるとともに、建築物本

体及び周辺景観との調和に配慮したものとすること。これにより難い場合は、目

隠し措置を講じる等修景措置を図ること 

意  匠 (1)伝統的な建造物に倣ったものにし、まちなみの景観に調和したものとすること。 
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行 為 景観形成基準 

色  彩 (1)けばけばしい色彩とせず、できるだけ落ち着いた色彩を基調とし、周辺景観及び

敷地内の状況との調和を図ること。 

(2)外観及び屋根の基調色は、次のとおりとすること。 

色相 
明度 彩度 

下限値 上限値 

0 . 1 R ～ 1 0 G ３ 以上 ６ 以下 

0 . 1 B G ～ 1 0 R P ３ 以上 ３ 以下 

無彩色 ３ 以上 － 

※屋根の基調色は、彩度のみの適用とする。 

※しっくい※1、べんがら※2 等の自然素材を使用する場合や、周辺景観と調和すると

認められる場合においてはこの限りでない。 

(3)色彩を組み合わせる場合は、建築物に落ち着きを持たせるため、その性質を十分

考慮すること。 

(4)周辺景観の色相と対比する色相を使用する場合は、対比調和の効果が発揮できる

よう十分考慮すること。 
 

※１ しっくい：消石灰に糊（のり）、すさ、粘土、砂等を混ぜた塗り壁材料。しっくい塗りは日本独特の

工法で、古くから寺院建築・城郭を始め、土蔵、住宅等に使用されている。 

※２ べんがら：土から採れる酸化鉄による赤色塗料。紅殻、弁柄とも呼ばれる。防虫、防腐の機能性か

ら家屋のベンガラ塗りとしても使用される。弁柄色は JIS 慣用色名でもあり、マンセル値 8R 3.5/7

と規定されている。 

素  材 (1)可能な限り木材を使用すること。 

(2)やむを得ない場合は、まちなみの景観に調和した材料を使用すること。 

敷地の 

緑化措置 

(1)原則として、建築物が周辺景観と融和し、良好な景観の形成及び周辺環境との調

和が図れるよう、樹種の構成及び樹木の配置を考慮した植栽を行うこと。 

樹木等の 

保全措置 

(1)敷地内に生育する樹林については、できるだけ残すこと。やむを得ず樹林を伐採

する必要が生じたときは、必要最小限にとどめること。 

(2)樹姿又は樹勢が優れた良好な樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生か

せるよう配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、で

きるだけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に努め

ること。 
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（ⅱ）次に掲げる工作物の新設、増築、改築又は移転 

景観形成基準 

１ 垣、柵、

塀（建築物に

附属するもの

を含む。）その

他これらに類

するもの 

(1)周辺景観及び敷地内の状況に配慮し、調和の得られる形態及び意匠とすること。 

(2)けばけばしい色彩とせず、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観及び敷地内の状

況と調和が得られるものとすること。 

(3)駐車場については、できるだけ同上の塀等で修景すること。 

２ 門（建築

物に附属する

ものを含む。） 

(1)周辺景観及び敷地内の状況に配慮し、調和の得られる形態及び意匠とするととも

に、落ち着いた色彩とすること。 

３ 擁壁 (1)道路に面して設ける場合は、できるだけ低いものとすること。 

(2)できるだけ石材等の自然素材を用い、これにより難い場合はこれを模したものと

すること。これらの素材を用いることができない場合は、修景緑化等の措置を講

じること。 

４ 煙突又は

ご み 焼 却 施

設、アンテナ、

鉄筋コンクリ

ー ト 造 り の

柱、鉄柱その

他これらに類

するもの 

記念塔、電

波塔、物見塔

その他これら

に類するもの 

高架水槽そ

の他給水に関

する施設 

＜敷地内における位置＞ 

(1)周辺に与える威圧感及び突出感を軽減し、かつ、修景緑化を図るための空地を確

保するため、敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

(2)樹姿又は樹勢が優れた良好な樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生か

せるよう配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、

できるだけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に

努めること。 

＜形態・意匠・色彩＞ 

(3)色彩は、けばけばしいものとせず、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観との調

和を図ること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(4)工作物が周囲に与える威圧感及び突出感を和らげるよう、その高さを勘案した樹

種及び樹木を選び、その植栽位置を考慮すること。 

(5)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とすること。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(6)敷地内に生育する樹木等については、できるだけ残すこと。 

(7)工作物にありがちな異様な印象を和らげるため、できるだけすっきりとした形態

及び意匠とすること。 

５ 彫像その

他これに類す

るもの 

＜形態・意匠・色彩＞ 

(1)原則として、周辺景観になじむ形態及び意匠とするとともに、けばけばしい色彩

としないこと。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(2)周辺景観との調和を図るため、修景緑化を施すこと。 

(3)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とすること。 
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景観形成基準 

６ 汚水又は

廃水を処理す

る施設 

＜敷地内における位置＞ 

(1)周辺に与える威圧感及び突出感を軽減し、かつ、修景緑化を図るための空地を確

保するため、敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

＜形態・意匠＞ 

(2)壁面、構造等の意匠ができるだけ周辺景観になじむよう配慮し、外部に設ける配

管類は、できるだけ目立ちにくくすること。 

＜色彩＞ 

(3)色彩は、けばけばしいものとせず、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観との調

和を図ること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(4)工作物が周囲に与える威圧感及び突出感を和らげるよう、その高さを勘案した樹

種及び樹木を選び、その植栽位置を考慮すること。 

(5)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とすること。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(6)樹姿又は樹勢が優れた良好な樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生か

せるよう配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、

できるだけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に

努めること。 

(7)敷地内に生育する樹木等については、できるだけ残すこと。 

７ メリーゴ

ーランド、観

覧車、飛行塔、

コースター、

ウォーターシ

ュートその他

これらに類す

る遊戯施設 

＜敷地内における位置＞ 

(1)周囲に与える威圧感及び異様さを軽減し、かつ、修景緑化を図るための空地を確

保するため、敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(2)樹姿又は樹勢が優れた良好な樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生か

せるよう配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、

できるだけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に

努めること。 

(3)敷地外周部には、施設の規模に応じた樹木で、周辺景観との緩衝帯となる植栽を

行うこと。 

(4)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とすること。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(5)敷地内に生育する樹木等については、できるだけ残すこと。 
 



 

101 

 

第
３
章 

 

甲
賀
市
景
観
計
画
区
域 

 

 

第
４
章 

景
観
形
成
地
区 

ａ
．
国
道
３
０
７
号
沿
道 

景
観
形
成
地
区 

 

  

ｂ
．
杣
川
河
川
景
観
形
成
地
区 

  

ｃ
．
東
海
道
土
山 

 

景
観
形
成
地
区 

  

ｄ
．
国
道
１
号
等
沿
道 

景
観
形
成
地
区 

  

ｅ
．
土
山
地
域 

や
ま
な
み
景
観
形
成
地
区 

 

ｆ
．
土
山
地
域
東
海
道 

ま
ち
な
み
景
観
形
成
地
区 

 

景観形成基準 

８ アスファ

ル ト プ ラ ン

ト、コンクリ

ー ト プ ラ ン

ト、クラッシ

ャープラント

その他これら

に類する製造

施 設 及 び 石

油 、 ガ ス 、

LPG、穀物、

飼料等を貯蔵

する施設その

他これらに類

するもの 

＜敷地内における位置＞ 

(1)周辺に与える威圧感及び突出感を軽減し、かつ、修景緑化を図るための空地を確

保するため、敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

＜形態・意匠＞ 

(2)壁面、構造等の意匠ができるだけ周辺景観になじむよう配慮し、外部に設ける配

管類は、できるだけ目立ちにくくすること。 

＜色彩＞ 

(3)色彩は、けばけばしいものとせず、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観との調

和を図ること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(4)工作物が周囲に与える威圧感及び突出感を和らげるよう、その高さを勘案した樹

種及び樹木を選び、その植栽位置を考慮すること。 

(5)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とすること。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(6)樹姿又は樹勢が優れた良好な樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生か

せるよう配慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、

できるだけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に

努めること。 

(7)敷地内に生育する樹木等については、できるだけ残すこと。 

９ 電気供給

のための電線

路、有線電気

通信のための

線路又は空中

線系（その支

持物を含む。） 

＜敷地内における位置＞ 

(1)鉄塔は、原則として、道路沿いには設置しないこと。やむを得ず設置する場合は、

道路からできるだけ後退して設けること。 

(2)電柱は、できるだけ整理統合を図るとともに、極力目立たない位置となるよう配

慮すること。又、できるだけ道路の路面には設置しないよう努めること。 

＜形態＞ 

(3)形態の簡素化を図ること。 

＜色彩＞ 

(4)色彩は、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観との調和を図ること 

＜敷地の緑化措置＞ 

(5)鉄塔の基部周辺は、できるだけ修景緑化を図ること。 
 

 

（ⅲ）建築物等の移転 

景観形成基準 

・それぞれ該当する建築物等の敷地内の位置及び敷地の緑化措置の基準による。 

（ⅳ）建築物等の外観を変更することとなる修繕又は模様替え 

景観形成基準 

・それぞれ該当する建築物等の形態、意匠、色彩及び素材の基準による。 
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（ⅴ）建築物等の外観の色彩の変更 

景観形成基準 

・それぞれ該当する建築物等の形態、意匠、色彩及び素材の基準による。 

（ⅵ）木竹の伐採 

景観形成基準 

(1)伐採は、できるだけ小規模にとどめること。 

(2)道路から望見できる樹姿又は樹勢が優れた樹木は、できるだけ伐採せずその周辺に移植すること。

移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に努めること。 

(3)高さ 10 メートル以上又は枝張り 10 メートル以上の樹木は、できるだけ伐採しないこと。 

(4)伐採を行った場合は、その周辺環境を良好に維持できるよう、林縁部への低・中木の植栽、けもの

道等の生物の移動路の確保等必要な代替措置を講じること。 

（ⅶ）屋外における物件の堆積 

景観形成基準 

＜敷地内における位置＞ 

(1)道路側の敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

(2)原則として、道路から 2 メートル以上後退すること。 

＜形態＞ 

(3)遮へい措置を要するものの集積又は貯蔵の高さは、できるだけ低いものとすること。 

(4)事業所等における原材料・製品、スクラップ等又は建設工事等における資材等の集積又は貯蔵にあ

っては、外部から容易に望見できないよう遮へい措置を講じること。特に、道路に面する部分にあ

っては、できるだけ常緑の中高木で遮へい措置を講じること。 

(5)農林水産品置場、商品の展示場等は、物品を整然と集積又は貯蔵するとともに、必要に応じ、敷地

外周部に修景のための植栽をすること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(6)植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる樹種とすること。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(7)敷地内に生育する樹林については、できるだけ残すこと。やむを得ず樹林を伐採する必要が生じた

ときは、必要最小限にとどめること。 

(8)樹姿又は樹勢が優れた樹木が敷地内にある場合は、当該樹木を修景に生かせるよう敷地の利用を考

慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、できるだけその周辺に移植す

ること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に努めること。 

（ⅷ）土石の採取又は鉱物の掘採 

景観形成基準 

(1)道路からできるだけ望見できないよう遮へい措置を講じること。特に、道路に面する部分は、でき

るだけ常緑の中高木で遮へい措置を講じること。 

(2)跡地の整正を行うとともに、周辺環境を考慮しつつ、芝、低木及び中高木の植栽等必要な緑化措置

を講じること。 
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（ⅸ）水面の埋立て又は干拓 

景観形成基準 

(1)護岸は、できるだけ石材等の自然素材を用い、これにより難い場合はこれを模したものとし、必要

に応じ親水性のある形態となるよう配慮すること。なお、構造については、できるだけ多孔質な構

造とする等生物の生息環境に配慮したものとすること。 

(2)埋立て又は干拓後の土地(法面を含む)にあっては、周辺環境を考慮しつつ、芝、低木及び中高木の

植栽等必要な措置を講じること。 

（ⅹ）土地の開墾その他土地の形質の変更 

景観形成基準 

＜形態＞ 

(1)造成等に係る切土及び盛土の量は、できるだけ少なくするとともに、法面整正は土羽※によるもの

とすること。やむを得ず擁壁等の構造物を設ける場合にあっては、必要最小限のものとすること。 

＜敷地の緑化措置＞ 

(2)法面が生じる場合にあっては、周辺景観及び周辺環境に配慮し、芝、低木及び中高木の植栽等必要

な緑化措置を講じること。 

(3)駐車場を設置する場合にあっては、敷地外周部に修景緑化を行うとともに、内部空間においても中

高木を取り入れた修景緑化を行い、単調な空間とならないよう配慮すること。ただし、これにより

難い場合は、河川又は主要道路から望見できないよう、植栽による遮へい措置を講じること。 

(4)広場、運動場その他これらに類するもの( 都市計画法第 8 条に規定する用途地域内のものを除く。) 

を設置する場合であって、当該施設に係る敷地の面積が 1.0 ヘクタール以上であるときは、敷地面

積の 20 パーセント以上の敷地を緑化し、河川又は主要道路に面する部分には、中高木を取り入れ

た緑化を行うこと。 

＜樹木等の保全措置＞ 

(5)樹姿又は樹勢が優れた樹木及び樹林がある場合は、できるだけ保全すること。 

 

※ 土羽：盛土工事における法面、又は、仕上げた法面。 
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第６章 景観重要建造物、樹木の指定の方針 

（法第 8条第 2項第 3号関係） 

 

＜景観計画において定める事項（景観法 第八条 第２項より）＞ 

一  景観計画の区域（以下「景観計画区域」という。）  

二  良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項  

三  第十九条第一項の景観重要建造物又は第二十八条第一項の景観重要樹木の指定の方針（当該景観計画区域内にこれらの

指定の対象となる建造物又は樹木がある場合に限る。）  
 

（１）景観重要建造物の指定の考え方 

地域の良好な景観を形成する重要な役割を果たしている建造物は、景観重要建造物に指定しま

す。 

景観重要建造物は、国の措置による相続税の適正評価、市独自の配慮として固定資産税の減免、

改修時の助成制度を検討する等、その維持・保全や有効活用を検討します。又、維持管理では、

景観整備機構の活用も検討します。 

指定にあたっては、所有者の提案や市民等からの推薦を基に、甲賀市景観審議会や景観及び樹

木に関する専門家等の意見を聞き、所有者の同意を得ることとします。 
 

○ 登録有形文化財である建造物 

○ 歴史的、文化的価値を有する建造物 

○ 歴史的な様式や地域固有の様式を継承する建造物 

○ 市民に親しまれ、周辺景観のシンボルとなっている建造物 

○ 市民による推薦があった建造物 
 

（２）景観重要樹木の指定の考え方 

地域の良好な景観を形成する外観の優れた樹木は、景観重要樹木に指定し、保全を図ります。

又、維持管理では、景観重要建造物と同様に景観整備機構の活用を検討します。 

指定にあたっては、所有者の提案や市民等からの推薦を基に、甲賀市景観審議会や景観及び樹

木に関する専門家等の意見を聞き、所有者の同意を得ることとします。 
 

○ 健全で樹形が景観上優れているもの 

○ 地域の固有の自生種で希少品種のもの 

○ 地域に元来ある樹種で樹齢が高いもの 

○ 景観上シンボル的な場所に位置しているもの 

○ 市民による推薦があった樹木 
 

 
岩尾の一本杉 

滋賀県ＨＰより

http://www.pref.shiga.jp/kokoro/area_koka/enlarg

ement/5505_large.html 

http://www.pref.shiga.jp/kokoro/area_koka/enlargement/5505_large.html
http://www.pref.shiga.jp/kokoro/area_koka/enlargement/5505_large.html
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第７章 屋外広告物に関する行為の制限に関する事項 

 

屋外広告物については景観上の影響が大きいことから、甲賀市独自の屋外広告物条例を導入す

る予定です。条例制定までの暫定的な対応として、旧土山町の景観条例に定められた屋外広告物

の表示又は掲出物件の設置に対する制限について経過措置をとるものとします。 

 

（１）基本事項 

良好な景観の形成を図るため、屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件の形態意匠について、

設置に関する行為の制限を定め、周辺景観に十分に配慮するものとします。 

特に甲賀市においては、新名神高速道路の開通に伴い、市内に３つのインターチェンジ、サー

ビスエリア及びパーキングエリアを有することから、これを基軸とする経路や眺望景観の観点か

ら、これまでの滋賀県屋外広告物条例に定められた許可基準の見直しを行い、落ち着きのある景

観の形成を図ります。 

 

（２）行為の制限 

屋外広告物については、景観上の影響が大きいことから、景観を構成する重要な要素と位置づ

け、景観計画区域内において、屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関して、屋外広告物法に

基づき、「禁止物件、禁止地域、許可地域、許可基準等」について、本計画に即したものとして、

甲賀市屋外広告物条例によって定めます。 

 

（３）屋外広告物条例の方向性 

甲賀市の屋外広告物の規制については、これまで運用されてきた「滋賀県屋外広告物条例」及

び「甲賀市の風景を守り育てる条例（旧甲賀市風景条例）」を基本としながら、インターチェンジ

周辺地区である土山地域、甲南地域、信楽地域の幹線道路を中心に、規制の強化を図り、積極的

に屋外広告物の規制・誘導策に取り組みます。 
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第８章 景観重要公共施設 （法第 8条第 2項第 4号関係） 

 

道路や河川、公園等の公共施設は、甲賀市の景観を構成する重要な要素であり、地域の景観の

骨格を形づくっています。公共施設をその周辺環境や土地利用と調和した整備や管理を行うこと

で、良好な景観まちづくりを推進することができます 

本市の景観形成上重要な役割を担う道路、公園、河川等の公共施設については、当該公共施設

の管理者と協議・同意を得られたものから、「整備に関する事項」や「占用等の許可の基準」を定

めるとともに、「景観重要公共施設」として位置づけ、先導的に景観まちづくりを進めます。 

 

（１）景観重要公共施設の整備に関する方針 

１）景観重要公共施設の指定の方針 

景観重要公共施設は、以下の方針に基づき指定します。 

 

① 本市の良好な景観の形成に重要な役割を果たしている公共施設 

② 甲賀市固有の良好な自然環境、歴史的・文化的景観との調和が求められる

公共施設 

③ 本市の良好な景観の形成の先導的な役割を果たす上で重要な公共施設 

 

２）景観重要公共施設の整備に関する共通の方針 

景観重要公共施設の整備にあたっては、次の方針に基づいて取り組みます。 

 

① 安全性、機能性及び経済性等様々な視点から検討するとともに、良好な景

観の形成に配慮します。 

② 形態、意匠、色彩等については、歴史的・伝統的な景観等、固有の景観特

性に配慮するとともに、自然の地形や植生、生態系への影響を最小限にと

どめます。 

③ 市民から親しまれ、永く利活用され、市民共通の資産となるよう、市民、

事業者及び本市の意見を反映するために必要な措置を講じます。 

 

（２）占用許可の基準 

景観重要公共施設として指定された公共施設において、公衆電話や電柱、広告塔、バス停留所、

電力機器、その他占用物件を設置する際には、当該景観重要公共施設の整備方針に適合するデザ

インとします。 

具体的には、当該公共施設の管理者や景観審議会等の意見を聴きながら、地域の景観特性に応

じた許可基準を個別に定めるものとします。 
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第９章 実現化に向けて 

（１）主体別の役割（基本計画より） 

景観まちづくりは、市民・事業者・行政が一体となった取り組みが重要であり、甲賀市の景観

形成の目標を理解し共有しつつ、互いに連携して取り組むことが求められます。 

「水 緑 まちなみが織りなす 新たな景観を創造するまち あい甲賀」を実現するために、市

民・事業者・行政がそれぞれの役割を認識し、景観まちづくりに取り組みます。 

 

 

 

市の役割 

・ 市は、景観まちづくりを推進するため、基本的か

つ総合的な計画を策定し、景観施策を推進します。 

・ 市は、良好な景観形成に向けて、市民、事業者を

支援、誘導し、市民主体の景観まちづくりの実現

に努めます。 

・ 市は、道路、公園その他の公共施設の整備にあた

って、景観への配慮を率先して行い、都市景観の

形成に先導的な役割を果たすよう努めます。 

・ 市は、景観まちづくりとの関わりが深い土地利用、

安心・安全なまちづくり、農業、福祉、自然環境、

生涯学習・環境学習等の分野と互いに連携を図り、

施策を推進します。 

 

 

事業者の役割 

・ 事業者は、景観まちづくりに関

する理解を深め、土地の利用等

の事業活動に関し、良好な景観

の形成に自ら努めます。 

・ 事業者は、地域の良好な景観形

成に向けて、事業者単独での取

り組みはもとより、景観の質を

高めるよう企業市民としての役

割を果たします。 

・ 事業者は、市が行う景観まちづ

くりの施策に、積極的に関わり

協力を行います。  

 

市民の役割 

・ 市民は、景観まちづくりに関する理解を深め、地域の景

観資源や身近な生活文化を大切にします。 

・ 市民は、景観まちづくりの主体であることを認識し、景

観の質を高めるよう自主的、積極的な役割を果たします。 

・ 市民は、地域の良好な景観形成に向けて、又地域に愛着

と誇りを持てるよう、積極的に関わり協力を行います。 

 

良好な 

景観形成 

の実現 

 

市民 

 

行政 

 

 

事業者 

 
 

市民・事業者・行政による協働の景観まちづくりのイメージ 
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（２）協働による景観まちづくり 

● 市民とともに景観を守り・創り・育てる 

良好な景観を形成するため、景観形成の基本理念や目標を、市民、事業者、行政が互いに

共有し、それぞれの果たすべき役割を明確にしながら、協働によって継続的な取り組みを行

っていきます。 

● 総合的な景観行政の推進 

本計画に定める良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項を適正に運用するとと

もに、地域の景観形成活動への支援や助成等を行うほか、総合的に景観行政を推進していき

ます。 

仲間づくり・仲間さがし 
既存の自治会やご近所のみな

さん、身近な仲間のみなさん等、

地域の課題を感じている人は、

たくさんいるはずです。 

一緒に景観づくりに取り組む

仲間を探しましょう。仲間が増

えると景観まちづくりの楽しみ

もひろがります。 

 

● 例えばこんな景観まちづくり 

地域の美化活動、清掃活動、

花いっぱい運動、花壇づく

り、地域のまつりの開催、ま

ちウォッチング  等 

 

 

協働の景観まちづくりの進め方と支援制度のイメージ図 

景観まちづくり市民団体になって、 

まちをどんどん良くしよう！！！ 
仲間の輪がひろがって、多くの人がまちの景観を

気にかけるようになれば、地域独自のイベントの開

催や、「景観のルールづくり」等、より効果的な景観

づくりに発展します。 

「景観まちづくり市民団体」になると、ルールを

つくるための支援を受けることができます。 

※「景観まちづくり市民団体」とは、一定の地域に

おいて、よりより景観まちづくりを行うことを目

的として組織された団体で、市の認定を受けたも

のをいいます。 

 

● 例えばこんな景観づくり 

・地域独自の景観イベントの開催、地域の景観ルー

ルづくり、ルールにあった建築活動の実践、多様

な主体との連携、情報交換 等 

 

 

景観に対する 

意識を持つ 
一人でも、小さなこ

とでも、身近なところ

から、景観まちづくり

は始められます。 

 

● 例えばこんな 

景観まちづくり 

家の周りの緑化や

花植え、生活行動

の改善、マナーの

向上、地域や行政

の取り組みへの参

画 等 

 

発起 

高 揚 

 

発展 

景観まちづくりへの支援 
 

２）市民・事業者等の主体的な 

景観まちづくりへの支援 
 

① 景観形成パンフレット等による地域

の特性に応じた支援 

② 景観まちづくり市民団体への支援 
ａ景観形成地区の指定に向けた取り組みへ

の支援 

ｂ景観重要建造物及び景観重要樹木の指定

に向けた取り組みや、その管理への支援 

ｃ景観協定の締結に向けた取り組みの支援 

 

 

１）景観に関する 

市民意識の醸成 
 

① 地域の景観資源の

発掘 

② 景観に関する意識

啓発 

 

３）諸制度の積極的な活用と 

総合的な景観まちづくりへの 

取り組み 

① 組織の指定や設立による景観づ

くりの取り組み 

② 地区の指定や独自の基準による

景観づくりの取り組み 

③ 景観計画を推進する指針づくり 

④ 景観関連施策との連携 

 

成 熟 
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（３）市民・事業者等の主体的な景観まちづくりへの支援 

１）景観に関する市民意識の醸成 

① 地域の景観資源の発掘 

景観に対する市民の関心を高めるため、地域の生活文化に根付く景観資源を市民の目線で発

掘し、市内外に発信するとともに、共有します。 

 

【取り組み事例】 

・まち歩きの実施 

・「であい・こうか八景」の活用 

 

 

 

 

・景観眺望マップの作成、活用 

・景観資源の維持・保全に対する支援 

・景観農業振興地域整備計画の検討 

・景観表彰制度 

・地域の生活景観の認定制度 

 

② 景観に関する意識啓発 

市民や事業者に対し、甲賀市の景観形成に対する理解を深めてもらうため、イベントや広報

活動、景観面からのまちづくりの事例紹介等を通じて景観意識の向上に向けた取り組みを推進

します。 

又、市民や事業者の活動の周知を図り、景観行政の PR に活用します。 

 

【取り組み事例】 

・景観シンポジウムの開催 

・ワークショップの開催 

・広報での連載等 

・景観写真展、絵画展等の開催 

・景観案内看板の設置 

・景観散策コースの設定 

・小中学生に対する景観教育 

・まち美化活動 

 

 

であい・こうか八景 

「びわ湖の源流」「陶都の山容」「豊かな田園」「お茶のふるさと」 

「甲賀の里を望む」「東海道の道しるべ」「甲賀の車窓から」「甲賀のにぎわい」 
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２）市民・事業者等の主体的な景観まちづくりへの支援 

 

① 景観形成パンフレット等による地域の特性に応じた景観まちづくり活動の支援 

地域が主体的に景観まちづくりに取り組むことができるよう、景観形成に関するパンフレッ

ト等を作成し、地域自治組織やＮＰＯ等に対して積極的に配布します。 

景観まちづくりワークショップシート等を盛り込み、市民等が気軽に景観について学ぶこと

ができる工夫を凝らし、市民による景観まちづくりの輪を広げていきます。 

 

② 景観まちづくり市民団体への支援 

市内各地域で、地域の特徴やニーズに合った景観まちづくりを進めるため、地域において良

好な景観の形成を目的として活動する市民・事業者やその団体に対し、「景観まちづくり市民団

体」の申請を促すとともに、景観形成地区の指定、景観重要樹木・景観重要建造物の指定に向

けた取り組みや、景観協定の締結に向けた取り組みを支援していきます。 
 

 
 

 

 

 

ａ．景観形成地区の指定に向けた取り組みへの支援 

 

市民・事業者やその団体等が、自ら積極的に景観形成に取り組もうとしている地区にお

いては、「景観まちづくり市民団体」の申請を促すとともに、その地区を「景観形成地区候

補地」として位置づけ、「景観形成地区」の指定に必要な景観形成のルールづくり等を支援

します。 

景観まちづくり市民団体による景観形成地区の指定に向けた取り組みをスムーズに進め

るため、市民、事業者及び市が行う景観まちづくり等に対する技術的援助として、景観に

関する知識と経験を有する専門家を派遣します（景観まちづくりアドバイザー制度）。 

「景観形成地区」に指定された地区については、継続的に「景観まちづくり市民団体」

の活動を支援していきます。 

ｂ．景観協定の締結に向けた取り組みの支援 

 

景観協定とは、景観法に基づき、景観計画区域内（甲賀市全域）の一団の土地について、

土地所有者等の全員の合意により、当該土地の区域における良好な景観の形成に関して締結

する協定のことをいいます。 

景観協定では、建築物の形態意匠、敷地、位置、規模、用途等の基準や緑化に関する事項、

屋外広告物の基準等、幅広く定めることができます。 

協定は、全員の合意が必要となりますが、数宅地程度の小さな区域から取り組みを始め、

徐々に区域を広げていくこともできます。又、環境としてのまとまりを重視する場合は、景

観協定区域隣接地を定めることができます。 
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ｃ．景観重要建造物及び景観重要樹木の指定に向けた取り組みや、 

その管理への支援 

 

景観整備機構や地域の良好な景観を形成する重要な役割を果たしている建造物や樹木に

ついて、景観重要建造物及び景観重要樹木の指定を受けるため、所有者や景観整備機構が

行う指定の提案に向けた取り組みを支援します。 

景観重要建造物又は景観重要樹木の指定には次の３パターンがあります。 

① 市が選定し、所有者の意見を聴き（同意が前提）、指定する。 

② 所有者自ら提案の上、市が指定する。 

③ 景観整備機構※が提案（所有者の同意が前提）の上、市が指定する。 

 

景観重要建造物や景観重要樹木に指定されると、建造物の外観の変更を伴う工事や樹木

の伐採・移植等の工事をするためには、原則として市長の許可が必要となります。又、景

観重要建造物や景観重要樹木には、適切な管理をする義務が所有者及び管理者に課せられ

ることから、景観重要建造物又は樹木に指定された建造物や樹木の所有者及び管理者に対

し、保全のための適切な管理ができるよう支援します。 
 

※景観整備機構：景観法に基づく景観区域において、良好な景観の保全・形成に関して様々な活動を行う NPO 法人や

公益法人等の団体で、景観行政団体（甲賀市）から景観整備機構として指定された団体。 

景観に関する住民の取り組みに関して情報提供等の支援を行うこと、所有者と協定を結び景観重要建

造物や景観重要樹木の管理、良好な景観形成に関する調査・研究等を行う。 
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３）諸制度の積極的な活用と総合的な景観まちづくりへの取り組み 

甲賀市では、景観に配慮した公共施設の整備や庁内連携による景観まちづくりに取り組むとと

もに、必要に応じて、景観法等のさまざまな法律に基づく制度や、甲賀市独自の取り組みを効果

的に組み合わせながら、総合的に良好な景観まちづくりの形成を図っていきます。 

 

① 組織の指定や設立による景観まちづくりの取り組み 

○ 景観整備機構（法第 92条関係） 

市民や事業者等による景観形成の取り組みを促進・支援していくため、関連する既存の

職能団体や業界団体をはじめ、NPO 等に対して指定を行うことができます。 

甲賀市では、景観重要建造物・樹木の管理主体や町屋・古民家の利活用を図るための運

営主体として、景観整備機構が役割を担っていくことが期待されます。 

 

○ 景観協議会（法第 15条関係） 

景観計画区域内の良好な景観形成を図るために必要な協議を行う組織で、景観行政団

体、景観重要公共施設の管理者、景観整備機構等により構成され、必要に応じて、関係行

政機関及び観光、商工、農業等の団体、公益事業を営む者、住民その他良好な景観の形成

促進のための活動を行う者が加わることができます。 

 

 



 

113 

② 地区の指定や独自の基準による景観まちづくりの取り組み 

○ 住民等による提案制度（景観法第 11条） 

景観計画の策定等に関して、景観行政団体に対して住民が行うことのできる提案制度で

す。 

土地所有者又はまちづくりの推進を図る活動を行うこと目的とした NPO 等は、一体と

して良好な景観を形成すべき土地の区域について、景観計画の策定又は変更の提案をする

ことができます。 

 

○ 景観地区（法第 61 条関係・都市計画法第 8条関係・建築基準法 68条１項） 

都市計画区域又は準都市計画区域※内の、既に一定の美観が存在する地区や今後良好な

景観を形成していこうとする地区について、市街地の良好な景観の形成を図るため、都

市計画として定める地区です。建築物や工作物のデザイン・色彩、高さ、敷地面積等に

対する認定制度によって適切な規制をすることができます。 

※ 甲賀市に準都市計画区域はありません。 

 

○ 準景観地区 

（法第 74 条関係・都市計画法第 8条関係・建築基準法 68条の 9第 2項） 

都市計画区域及び準都市計画区域外の景観計画区域のうち、相当数の建築物の建築が行

われ、現に良好な景観が形成されている一定の区域について、その景観の保全を図るため

に指定するものです。景観地区に準じた規制をすることができます。 

 

○ 景観協定（法第 81 条関係） 

景観計画区域の一団の土地について、良好な景観の形成を図るため、土地所有者等の全

員の合意により、対象となる土地の区域における良好な景観の形成に関する事項を協定で

きる制度であり、景観に対する意識が醸成した地域で活用されることが期待されます。 

 

○ 地区計画（都市計画法第 12条関係） 

地区計画とは、都市計画法に基づいて定める特定の地区・街区レベルの都市計画で、ま

ちづくりの方針や目標、道路・広場等の公共的施設（地区施設）、建築物等の用途、規模、

形態等の制限をきめ細かく定めることができます。 
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③ 景観計画を推進する指針づくり 

○ 甲賀市景観形成ガイドライン 

甲賀市景観形成ガイドラインとは、甲賀市景観計画を円滑に進めるため、甲賀市景観計

画における景観形成基準の各項目について、分かりやすく解説・例示するものです。良好

な景観まちづくりを進める際の手引書として作成し、積極的に活用していきます。 

 

○ 甲賀市屋外広告物ガイドライン 

屋外広告物は、良好な景観形成を図る上で重要な要素です。市民の日常生活に関する情

報の発信や、市街地の賑わいを演出する一方で、設置される場所や規模、色彩等によって

は、良好な景観を阻害する要素にもなりえます。 

甲賀市屋外広告物ガイドラインの作成においては、景観に大きな影響を与える屋外広告

物が甲賀市の良好な景観と調和するために、屋外広告物条例や関係法令の規定による基準

に加え、景観に配慮すべき事項を取りまとめ、屋外広告物と良好な景観形成について理解

と協力を促します。 

 

○ 甲賀市公共サインガイドライン 

公共サインとは、公的機関が主体となって公共空間に設置する、不特定多数の方が利用

する公共性の高い標識・地図・案内誘導板等の総称です。 

甲賀市公共サインガイドラインの作成においては、良好な景観形成における先導的な役

割を果たしていくために、景観に大きな影響を与える道路標識や案内サイン等の公共サイ

ンを掲出する際のルールを定め、積極的に活用していきます。 

 

 

④ 景観関連施策との連携 

○ 重要文化的景観（文化財保護法第 2条第 1項第 5号、134条等） 

文化的景観とは、「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成さ

れた景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの」をいいま

す。 

文化的景観の中でも特に重要なものは、都道府県又は市町村の申出に基づき、「重要文

化的景観」として選定され、現状変更の際の届出や、文化的景観の保存活用に関する経費

の補助等、文化的景観を保護する制度を設けることによって、その文化的な価値を正しく

評価し、地域で護り、次世代へと継承していくことができます。 

 

○ その他の関連法制度 

良好な景観を保全又は形成するための手法として、都市計画法や建築基準法、都市緑地

法、自然公園法、農地法、森林法、文化財保護法等、さまざまな法に基づく制度が整備さ

れています。 

本計画の適正な運用と合わせ、地域の景観特性や実状を勘案しながらこれらの制度を積

極的に活用し、美しい甲賀市づくりを総合的・一体的に推進していきます。 
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（５）見直し・拡充の基本的な考え方 

景観十年、風景百年、風土千年というように、景観まちづくりは、長い時間、継続していくこ

とになります。このため、景観まちづくりの進行状況を計画的に管理するとともに、取り組んで

きた施策や事業を絶えず評価し、有効性や達成状況を踏まえつつ、適切に実践することが大切で

す。 

 

１）見直し・拡充の基本的な考え方 

本格的な少子高齢社会の到来や著しい科学技術の進展等、甲賀市の景観まちづくりを取り巻

く社会経済情勢は刻一刻と変化しています。 

このため、時代の潮流や財政状況、市民の生活スタイルや価値観等の変化を踏まえ、重点的

かつ効果的な投資や支援等、景観まちづくりの施策・事業の進め方も柔軟に対応していくこと

が求められます。 

景観まちづくりの目標や協働による景観まちづくりの考え方は今後とも継承しますが、特色

ある景観まちづくりが硬直化しないよう、次の視点から見直しを行います。 

 

① 上位計画の変更等に伴う見直し・拡充 

・総合計画や都市計画マスタープラン等の改訂に併せた見直し・拡充を行います。 

・上位計画の改訂等が行われない場合においても、10 年をひとつの期間として、定期的

な見直し・拡充を行います。 

② 地域の景観まちづくりの進展に伴う見直し・拡充 

・景観協定の締結や景観地区の指定等、地域ごとの景観まちづくりの進展に併せて見直

し・拡充を行います。 

③ 新たな施策や事業の実施に伴う見直し・拡充 

・甲賀市屋外広告物条例の制定、景観重要建造物や景観重要樹木の指定等、新たな施策や

事業の実施が行われた場合は、これらとの十分な調整を図り、適切に見直し・拡充を行

います。 

 

２）ＰＤＣＡサイクルの徹底 

 

今後の景観まちづくりは、甲賀市景観

計画を基本としつつ、実現に向けた実践、

市民の意識の高まり具合や地域の実情等

を踏まえた施策・事業の点検・評価、見

直し・改善をひとつのサイクルとして、

適切に進行管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


